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輸送量 前年同月比

トラック
特別積合せ（千トン） 6,418 101.1%

一　般 ― 102.8%
宅配便（千個） 466,825 100.8%

輸送統計
平成29年12月分
▶国土交通省調べ

交通事故統計 事業用貨物自動車の死亡事故件数
大型 普通・準中型・中型 計
20

（−6）
19

（−1）
39

（−7）

交通事故死者数（人）
2月28日現在 3月14日現在

563
（−7）

690
（−10）

全国の死亡
事故件数

547
（−12）

平成30年2月末
事業用トラック第1当事者死亡事故件数
軽貨物は除く。（  ）内は前年同月比増減数
▶警察庁調べ

今号に掲載した記事の関連資料と
関連HPへは全ト協HPバナーから
アクセスできます。

▼全ト協会員専用ページのパスワード▼

3/15〜4/14  3450
4/15〜5/14  1819

２・３
・�トラック協会ニュース
・�官公庁ニュース（国交省等）

4・5
　公益社団法人
　　　全日本トラック協会
「平成30年度事業計画と予算」

※平成29年度第2回運行管理者試験問題
（貨物）と解答は抜き出してご活用ください

８ ＜新運賃・料金届出促進企画＞
・長崎県トラック協会の取り組み

6・7
＜新運賃・料金届出促進企画＞
・�新標準約款を踏まえた
実務対応について（その１）

　寄稿：小坂　真弘氏

　

承
認
さ
れ
た
30
年
度
事
業

計
画
書
で
は
︑
最
重
点
施
策

と
し
て
７
項
目
︑
重
点
施
策

と
し
て
５
項
目
を
掲
げ
て
い

る
（
表
）︒

　

30
年
度
は
︑
国
土
交
通
省

や
荷
主
と
連
携
し
て
実
施
し

て
い
る
﹁
働
き
方
改
革
﹂
や

生
産
性
向
上
に
向
け
た
取
り

組
み
を
さ
ら
に
進
め
て
い
く

た
め
︑﹁﹃
働
き
方
改
革
﹄
の

実
現
に
向
け
た
対
策
の
推

進
﹂
を
最
重
点
施
策
に
盛
り

込
ん
だ
︒

　

ま
た
︑
運
賃
と
料
金
の
区

別
や
附
帯
作
業
の
内
容
が
明

確
化
さ
れ
た
︑
新
た
な
﹁
標

準
貨
物
自
動
車
運
送
約
款
﹂

に
つ
い
て
も
︑
ト
ラ
ッ
ク
運

送
業
界
お
よ
び
荷
主
に
対
し

　

ト
ラ
ッ
ク
運
送
業
界
に
ド
ラ

イ
バ
ー
と
し
て
入
っ
て
い
た
だ

く
方
の
た
め
︑
ま
た
長
く
働
い

て
い
た
だ
く
た
め
に
は
︑
我
々

中
小
企
業
の
事
業
主
が
︑
健
全

な
経
営
を
行
い
︑
利
益
を
し
っ

か
り
と
担
保
で
き
る
環
境
整
備

が
必
要
で
あ
る
︒

　

そ
の
一
環
と
し
て
︑
政
府
の

主
導
す
る
﹁
働
き
方
改
革
﹂
に

対
応
し
︑
物
流
政
策
委
員
会

（
馬
渡
雅
敏
委
員
長
）
の
も
と

に
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
を
設

置
し
て
審
議
・
検
討
を
重
ね
︑

我
々
の
抱
え
る
諸
課
題
を
解
決

す
る
た
め
の
ア
ク
シ
ョ
ン
プ
ラ

ン
を
今
回
策
定
し
た
︒

　

ま
た
︑昨
年
11
月
４
日
に
は
︑

標
準
貨
物
自
動
車
運
送
約
款

の
改
正
が
行
わ
れ
︑
運
賃
と
料

金
の
範
囲
を
明
確
化
し
︑
運
送

以
外
の
サ
ー
ビ
ス
の
対
価
を
運

賃
と
は
別
立
て
の
料
金
と
し
て

収
受
で
き
る
環
境
が
整
備
さ
れ

た
︒
先
般
︑
国
会
で
も
︑
衆
議

院
予
算
委
員
会
に
お
い
て
︑
安

倍
晋
三
内
閣
総
理
大
臣
が
﹁
荷

主
を
管
轄
す
る
関
係
省
庁
が

連
携
し
︑
荷
主
団
体
・
企
業

に
対
し
て
遵
守
を
強
く
働
き
か

け
て
い
く
﹂
と
明
言
し
た
︒
こ

れ
は
︑
極
め
て
異
例
な
こ
と
で

あ
り
︑
全
国
で
公
共
の
輸
送
産

業
を
担
っ
て
い
る
皆
様
方
が
日

々
業
務
に
邁
進
な
さ
っ
て
い
る

　

さ
ら
に
︑先
月
︑警
察
庁
は
︑

特
に
都
市
部
に
お
い
て
︑
貨
物

集
配
中
の
車
両
に
対
す
る
駐
車

規
制
の
見
直
し
を
推
進
す
る
と

通
達
し
た
︒
規
制
緩
和
が
行

わ
れ
れ
ば
︑
我
々
の
集
配
業
務

が
よ
り
効
率
的
に
︑
隅
々
ま
で

行
き
届
く
よ
う
に
な
る
︒
各
都

道
府
県
ト
協
に
お
い
て
は
︑
具

体
的
な
要
望
を
取
り
ま
と
め
︑

早
々
に
各
県
警
本
部
に
要
望

活
動
を
行
っ
て
い
た
だ
き
た
い
︒

　

昨
年
︑
全
国
を
ま
わ
り
業
界

の
皆
様
の
生
の
声
を
お
伺
い
し

た
際
︑
道
路
の
整
備
・
活
用
へ

の
ご
要
望
を
多
く
賜
っ
た
︒
今

年
１
月
の
新
年
賀
詞
交
歓
会
で

は
︑本
年
を﹁
道
路
改
革
元
年
﹂

と
位
置
付
け
て
い
る
と
申
し
上

げ
た
が
︑
ミ
ッ
シ
ン
グ
リ
ン
ク

の
解
消
︑
４
車
線
化
︑
あ
る
い

は
Ｐ
Ａ
等
の
活
用
の
拡
大
な
ど

か
ら
こ
そ
で
あ
る
︒

　

そ
の
一
方
で
︑
全
国
的
に
見

て
︑
新
約
款
の
届
出
が
あ
ま
り

な
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
状
況

が
あ
る
︒
ト
ラ
ッ
ク
運
送
事
業

者
が
適
正
な
運
賃
を
収
受
す
る

た
め
の
こ
の
新
約
款
の
届
出
に

つ
い
て
︑
今
日
を
き
っ
か
け
に
︑

各
都
道
府
県
ト
ラ
ッ
ク
協
会
で

普
及
促
進
に
努
め
て
い
た
だ
き

た
い
︒

て
さ
ら
な
る
周
知
を
行
い
︑

普
及
・
定
着
を
図
る
た
め
︑

﹁
同
約
款
の
明
確
化
等
を
踏

ま
え
た
適
正
な
運
賃
・
料
金

収
受
﹂
に
つ
い
て
も
︑
最
重

点
施
策
と
し
て
推
進
し
て
い

く
︒

　

さ
ら
に
︑
高
速
道
路
通
行

料
金
の
大
口
・
多
頻
度
割
引

に
つ
い
て
︑最
大
50
％
の
﹁
継

続
・
恒
久
化
﹂
や
︑
全
国
の

高
速
道
路
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に

お
け
る
整
備
推
進
や
ミ
ッ
シ

ン
グ
リ
ン
ク
解
消
︑
暫
定
２

車
線
の
４
車
線
化
な
ど
︑﹁
高

速
道
路
の
積
極
的
な
活
用
に

　

同
理
事
会
で
は
︑﹁
働
き

方
改
革
の
実
現
に
向
け
た
ア

ク
シ
ョ
ン
プ
ラ
ン
（
案
）﹂
に

つ
い
て
も
審
議
を
行
い
︑
原

案
通
り
承
認
し
た
︒

　

同
プ
ラ
ン
は
︑
石
井
啓
一

国
交
大
臣
か
ら
昨
年
９
月
に

要
請
を
受
け
︑
策
定
さ
れ
た

も
の
︒
罰
則
付
き
時
間
外
労

働
の
上
限
規
制
の
適
用
が
開

始
さ
れ
る
２
０
２
４
年
度
に
︑

時
間
外
労
働
年
９
６
０
時
間

超
の
ト
ラ
ッ
ク
運
転
者
が
発

生
す
る
事
業
者
の
割
合
が
ゼ

ロ
に
な
る
よ
う
目
標
値
を
設

定
し
た
︒
①
労
働
生
産
性
の

「
働
き
方
改
革
」
の
実
現
に
向
け
た
ア
ク
シ
ョ
ン
プ
ラ
ン
承
認

向
け
た
諸
対
策
の
実
現
﹂
に

つ
い
て
も
新
た
に
最
重
点
施

策
に
加
え
た
︒

向
上
︑
②
運
送
事
業
者
の
経

営
改
善
︑
③
適
正
取
引
の
推

進
︑
④
多
様
な
人
材
の
確
保

・
育
成
︱
︱
の
４
本
柱
で
取

り
組
み
を
推
進
︒
着
実
に
実

行
し
︑
よ
り
大
き
な
効
果
を

上
げ
る
た
め
の
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ

プ
を
行
う
と
と
も
に
︑
国
・

自
治
体
︑
発
着
荷
主
︑
物
流

関
係
施
設
等
の
管
理
運
営
者

等
︑
関
係
者
に
協
力
を
呼
び

か
け
て
い
く
︒

　

こ
の
他
の
審
議
事
項
で
は
︑

会
員
の
入
退
会
（
案
）︑
全

ト
協
表
彰
規
程
に
基
づ
く
表

彰
お
よ
び
﹁
正
し
い
運
転
・

明
る
い
輸
送
運
動
﹂
に
係
る

表
彰
（
案
）︑
委
員
会
規
程

の
一
部
改
定
（
案
）
︱
︱
等

を
承
認
し
た
︒

　

報
告
事
項
で
は
︑
国
交
省

道
路
局
と
連
携
し
て
推
進
す

る
取
り
組
み
や
︑
自
動
車
運

送
事
業
の
働
き
方
改
革
に
関

す
る
関
係
省
庁
連
絡
会
議
・

第
３
回
生
産
性
向
上
国
民
運

動
推
進
協
議
会
の
内
容
や
進

捗
状
況
︑
過
労
死
等
防
止
計

画
の
策
定
（
２
面
に
関
連
）

︱
︱
等
に
つ
い
て
説
明
し
た
︒

　

議
事
終
了
後
に
は
︑
内
閣

府
原
子
力
被
災
者
生
活
支
援

チ
ー
ム
の
武
藤
寿
彦
参
事

官
︑
復
興
庁
の
山
崎
速
人
参

事
官
・
増
田
圭
参
事
官
が

﹁
原
子
力
災
害
か
ら
の
福
島

復
興
の
進
捗
に
つ
い
て
﹂
を

テ
ー
マ
に
説
明
を
行
っ
た
︒

　

な
お
︑
開
会
に
先
立
ち
︑

中
西
英
一
郎
全
ト
協
名
誉
会

長
の
訃
報
（
詳
細
別
項
）
が

伝
え
ら
れ
︑
出
席
者
全
員
で

黙
祷
を
行
っ
た
︒

「
働
き
方
改
革
」
の
実
現
、
新
約
款
の

普
及
等
に
向
け
取
り
組
み
を
加
速

に
つ
い
て
︑
国
交
省
道
路
局
と

連
携
し
て
取
り
組
む
べ
く
︑
折

衝
を
重
ね
て
い
る
︒
各
都
道
府

県
ト
協
に
お
い
て
も
︑
道
路
に

係
る
諸
課
題
に
つ
い
て
︑
各
自

治
体
と
し
っ
か
り
話
を
し
な
が

ら
︑
し
か
る
べ
く
ア
ク
シ
ョ
ン

を
起
こ
し
て
い
た
だ
く
と
と
も

に
︑
全
ト
協
と
し
て
も
︑
自
由

民
主
党
Ｉ
Ｔ
Ｓ
推
進
・
道
路

調
査
会
等
の
様
々
な
機
関
と
し

っ
か
り
コ
ン
タ
ク
ト
を
取
り
交

わ
し
な
が
ら
︑
働
き
か
け
を
強

化
し
て
い
く
︒

　

最
後
に
︑
我
々
の
業
界
は
安

全
が
第
一
で
あ
る
︒﹁
ト
ラ
ッ
ク

運
送
事
業
に
お
け
る
総
合
安
全

プ
ラ
ン
２
０
２
０
﹂
の
目
標
値

で
あ
る
﹁
死
亡
事
故
件
数
車
両

１
万
台
当
た
り
１
・
５
以
下
﹂

の
達
成
を
目
指
し
︑
全
協
会
員

が
さ
ら
に
安
全
意
識
を
高
揚
し

て
︑
ト
ラ
ッ
ク
は
安
全
で
あ
る

と
い
う
こ
と
を
訴
え
︑
社
会
的

な
イ
メ
ー
ジ
ア
ッ
プ
を
図
り
た

い
と
考
え
て
い
る
︒

第174回理事会（３月８日、第一ホテル東京）

坂本 克己 全ト協会長

第
１
７
４
回
理
事
会
を
開
催

　

全
日
本
ト
ラ
ッ
ク
協
会
・

東
京
都
ト
ラ
ッ
ク
協
会
元
会

長
の
中
西
英
一
郎
氏
（
日
本

ロ
ジ
テ
ム
㈱
会
長
︑
全
ト
協

名
誉
会
長
・
東
ト
協
顧
問
）

が
３
月
７
日
午
前
８
時
38

分
︑逝
去
し
た
（
享
年
89
）︒

　

通
夜
・
告
別
式
は
︑
故
人

の
遺
志
に
よ
り
︑
近
親
者
の

み
で
行
い
︑
後
日
︑
お
別
れ

の
会
を
行
う
予
定
（
詳
細
未

定
）︒

　

中
西
氏
は
昭
和
61
年
か
ら

東
ト
協
副
会
長
︑
平
成
９
年

か
ら
会
長
代
行
を
務
め
た

後
︑
14
年
に
第
４
代
会
長
に

就
任
し
︑
18
年
ま
で
会
長
を

務
め
た
︒
そ
の
後
︑
東
ト
協

名
誉
会
長
︑
顧
問
を
歴
任
︒

　

さ
ら
に
17
年
に
は
︑
全
ト

協
・
高
橋
喬
郎
会
長
の
逝
去

に
伴
い
︑
全
ト
協
の
第
11
代

会
長
に
就
任
し
︑
23
年
ま
で

会
長
を
務
め
た
︒

　

全
ト
協
会
長
時
代
に
は
︑

当
時
の
民
主
党
政
権
が
運
輸

事
業
振
興
助
成
交
付
金
制
度

を
事
業
仕
分
け
の
対
象
と
し

た
際
︑
自
ら
事
業
仕
分
け
に

臨
ん
で
説
明
し
︑
そ
の
後
の

交
付
金
制
度
の
法
制
化
実
現

に
尽
力
︒
ト
ラ
ッ
ク
運
送
業

界
の
振
興
・
発
展
に
大
き
な

足
跡
を
残
し
た
︒

　

23
年
に
は
︑
旭
日
重
光
章

を
受
章
し
て
い
る
︒

　

全
日
本
ト
ラ
ッ
ク
協
会
は
３
月
８
日
︑

第
１
７
４
回
理
事
会
を
開
き
︑
平
成
30
年

度
事
業
計
画
書
（
案
）︑
30
年
度
一
般
会

計
収
支
予
算
書
（
案
）︑
交
付
金
特
別
会

計
収
支
予
算
書
（
案
）︑
ト
ラ
ッ
ク
ス
テ

ー
シ
ョ
ン
管
理
運
営
特
別
会
計
収
支
予
算

書
（
案
）︑
鈴
木
基
金
特
別
会
計
収
支
予

算
書
（
案
）
な
ど
を
審
議
︒
提
案
議
案

の
全
て
に
つ
い
て
原
案
通
り
承
認
し
た

（
詳
細
は
４
・
５
面
に
掲
載
）︒

坂
本
会
長
あ
い
さ
つ
要
旨国

交
省
と
連
携
し

「
道
路
改
革
元
年
」
推
進

中
西
英
一
郎
全
ト
協
名
誉
会
長
が
逝
去

30年度事業計画書など承認全
ト
協

表 平成 30 年度事業計画書のポイント
◯最重点施策
①長時間労働是正を図るため、生産性の向上や取

引環境の改善等「働き方改革」の実現に向けた
対策の推進

②標準貨物自動車運送約款の明確化等を踏まえた
適正な運賃・料金収受の推進

③人材確保対策の推進
④交通及び労災事故の防止の徹底
⑤高速道路通行料金の大口・多頻度割引最大５０

％の継続・恒久化、割引制度の充実及び更なる
高速道路の積極的な活用に向けた諸対策の実現

⑥参入基準の厳格化等規制緩和の見直しの促進
⑦新技術を活用した物流の効率化等の推進
◯重点施策
①自動車関係諸税の簡素化・軽減の実現
②燃料費対策等の推進
③環境・省エネ対策の推進
④適正化事業等の推進による法令遵守の徹底
⑤大規模災害発生時における緊急輸送体制の確立

※下線部は新規項目
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ニ
ュ
ー
ス
・
タ
ー
ミ
ナ
ル

ニ
ュ
ー
ス
・
タ
ー
ミ
ナ
ル
（
ト
ラ
ッ
ク
協
会
ニ
ュ
ー
ス
）

（
ト
ラ
ッ
ク
協
会
ニ
ュ
ー
ス
）

N
ew

s 2018.2.28—
3.15

法
令
ワ
ン
ポ
イ
ン
ト ～歩行者保護編～

法令　　  クイズ
マル　 バツ

❶  身体障害者用の車椅子で通行している人がいるときは、一時停止か徐
行をして、その通行を妨げないようにする。（ ○・× ）

❷  安全地帯のない停留所に停止中の路面電車に追いついたとき、乗り降
りする人がおらず路面電車との間に1メートルの間隔がとれれば徐行
して進行できる。（ ○・× ）

❸  横断歩道に近づいたとき、横断する人がいるかいないか明らかでない
ときは、そのまま進行することができる。（ ○・× ）

❹  幼児の乗降のために停止している通学通園バスの側方を通過しようと
するときは、徐行して安全を確認する。（ ○・× ）

❺  横断歩道の手前の直前で停止している車両がある場合、その車両の側
方を通過してその前方に出ようとするときは徐行する。（ ○・× ）

（解答は７面）

春は強風に注意!!
〔第74回〕

　今年は例年に比べて、桜の開花が早いと予測されていま
す。早く咲けば早く散るのも、また自然の摂理ですが、桜が
好まれる理由の一つは、散りゆく様にも風情があるという
点でしょう。特に桜吹雪は、遠山の金さんならずとも見応え
満点で、人々の目を楽しませてくれます。それを演出してい
るのが風であり、ほどよく吹く風は花見を大いに盛り上げて
くれます。ただ、風も度を過ぎれば強風・突風となって、桜
を一気に散らしてしまうだけでなく、我々の日常生活にも重
大な影響を及ぼします。トラックの運転にとっても同様で、
横転などをもたらす大きな原因となります。

●風の影響を受けやすいトラック

Ａさん「気象庁のホームページによると、1年のうちで、風速
10メートル以上の強い風の吹く日が最も多いのは4
月、次が3月、その次が5月だそうだ」

Ｂさん「まさに春は強風の季節なんだね」
Ａさん「車体が大きくて高いトラックは風の影響をまともに

受けるから、風の強い日は要注意だ」
Ｂさん「特に橋の上やトンネルの出入口、海岸沿いの道路、

切り通しなどは横風や突風が吹きやすいから、十分
に警戒しないとね」

Ａさん「気象庁のホームページには、風が車などに与える影
響も掲載されているけど、それによると『やや強い
風』の時は『道路の吹流しの角度が水平になり、高
速運転中では横風に流される感覚を受ける』と書か
れている（表）。高速道路で吹流しが真横にたなび
いていたら、スピードを落とし、ハンドルをしっかり
握って慎重に運転する必要があるね」

Ｂさん「風に流されたと感じて慌てると、急ハンドルを切っ
たり急ブレーキをかけたりして、かえって危険なこ
とになるから、落ち着いて対応しないとね」

Ａさん「また、『非常に強い風』の時は『通常の速度で運転
するのが困難』で、風速30メートル近くになると、
『走行中のトラックが横転する』と書かれている。
そんな時に運行するのは事故をもらいにいくような
ものだ」

Ｂさん「トラックがひっくり返ったら、大変なことになるか
らね」

●自転車や歩行者も風の影響を受ける

Ａさん「風の影響を受けるのはトラックだけじゃない。自転
車や歩行者も影響を受けるから、注意しないと」

Ｂさん「そういえば、風の強い日に川沿いの道路を走ってい
た時、前方の自転車が風に流されて倒れそうになっ
たことがあった。なんだか危なっかしいのでスピー
ドを落としていたから事故にはならなかったけど、
一瞬、ヒヤッとしたよ」

Ａさん「自転車がガードレールの外側や歩道を走っている時
は、そんなに気にしなくてもいいだろうけど、車道を
走っている時は、風に流されるかもしれない、ふら
つくかもしれない、ということを頭に入れておかな
いとね」

Ｂさん「歩行者でも油断できないよ。学校帰りの子どもたち
が歩道を歩いていた時のこと。突然強風が吹いたん
だろうね、ひとりの子どもが帽子を吹き飛ばされて、
それを追いかけようと車道に飛び出してきたんだ。
距離があったからよかったものの、風が強い時には
こんなこともあるんだなと思ったよ」

Ａさん「確かに、風が強い時に帽子が飛ばされるというの
はよくあるな」

Ｂさん「雨の日に、傘が飛んできたこともあったよ」
Ａさん「強風時は車だけでなく、自転車や歩行者も当然影

響を受けるし、それが思わぬ危険な事態に繋がるこ
ともある。だから、自転車や歩行者の動きにも十分
に目を配って運転する必要があるね」

やや強い風

猛烈な風

非常に強い風

強い風

風の強さ 車への影響平均風速
(m/s)
10以上
15未満

30以上

15以上
20未満

道路の吹流しの角度が水平になり、高速
運転中では横風に流される感覚を受ける。

高速運転中では横風に流される感覚が大
きくなる。

走行中のトラックが横転する。

通常の速度で運転するのが困難になる。20以上
30未満

表　風が車に与える影響

（気象庁のホームページ「風の強さと吹き方」に基づき作表）

　

３
月
８
日
︑
第
一
ホ
テ
ル

東
京
（
東
京
都
港
区
）
で
︑

第
12
回
﹁
全
国
貨
物
自
動
車

運
送
適
正
化
事
業
実
施
機
関

本
部
長
会
議
﹂
が
開
催
さ
れ

た
︒

　

議
事
で
は
︑
①
平
成
29
年

度
適
正
化
事
業
実
施
機
関
の

活
動
状
況
等
②
30
年
度
適
正

化
事
業
活
動
指
針
︱
︱
が
審

議
さ
れ
︑
原
案
通
り
承
認
さ

れ
た
︒

　

30
年
度
適
正
化
事
業
活
動

指
針
で
は
︑
地
方
実
施
機
関

の
重
点
項
目
と
し
て
︑
全
面

改
訂
さ
れ
た
﹁
巡
回
指
導
の

指
針
﹂
お
よ
び
﹁
巡
回
指
導

マ
ニ
ュ
ア
ル
﹂
に
基
づ
く
巡

回
指
導
の
徹
底
を
図
る
こ
と

が
新
た
に
盛
り
込
ま
れ
︑
評

価
手
法
の
全
国
均
一
化
を
さ

ら
に
推
進
す
る
︒

　

ま
た
︑
Ｇ
マ
ー
ク
制
度
の

認
知
を
図
る
た
め
︑
昨
年
10

～
11
月
に
実
施
し
た
高
速
道

路
の
サ
ー
ビ
ス
エ
リ
ア
（
Ｓ

Ａ
）
に
お
け
る
﹁
Ｇ
マ
ー
ク

エ
ス
カ
レ
ー
タ
ー
ラ
ッ
ピ
ン

グ
﹂
を
︑
Ｓ
Ａ
の
利
用
者
数

が
多
い
７
～
８
月
に
時
期
を

変
え
て
実
施
し
︑
積
極
的
な

周
知
活
動
を
行
う
こ
と
と
し

た
︒

　

な
お
︑
議
事
に
先
立
ち
︑

国
土
交
通
省
自
動
車
局
貨
物

課
の
高
橋
芳
則
ト
ラ
ッ
ク
事

業
適
正
化
対
策
室
長
に
よ
る

説
示
が
行
わ
れ
た
︒

過
労
死
等
防
止
計
画
を
策
定

第
９
回
労
働
安
全
・
衛
生

委
員
会

　

第
９
回
﹁
労
働
安
全
・
衛

生
委
員
会
﹂（
奈
良
幹
男
委

員
長
）
が
２
月
28
日
に
開
催

さ
れ
︑
①
平
成
29
年
度
事
業

の
進
捗
状
況
︑
②
30
年
度
事

業
計
画
︱
︱
な
ど
に
つ
い
て

審
議
を
行
い
︑
い
ず
れ
も
原

案
通
り
承
認
し
た
︒

　

①
で
は
︑
昨
年
４
月
に
設

置
さ
れ
た
過
労
死
等
防
止
計

画
策
定
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ

（
Ｗ
Ｇ
）
で
検
討
を
重
ね
て

き
た﹁
過
労
死
等
防
止
計
画
﹂

に
つ
い
て
報
告
︒
８
項
目
の

対
策
を
推
進
し
︑
直
近
５
年

間
（
２
０
１
２
～
２
０
１
６
年

度
）
の
実
績
の
平
均
値
（
労

災
請
求
件
数
１
３
０
件
︑
労

災
支
給
決
定
件
数
83
件
）
を

基
準
と
し
︑
２
０
１
８
～
２

０
２
２
年
度
の
５
年
間
に
お

い
て
︑
脳
・
心
臓
疾
患
に
よ

る
過
労
死
等
の
発
症
の
２
割

減
を
目
標
と
し
て
掲
げ
る
こ

と
と
し
た
︒
そ
の
ほ
か
︑
緊

急
対
策
と
し
て
︑
ハ
イ
リ
ス

ク
者
へ
の
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
や

配
慮
を
行
う
︒

　

②
で
は
︑
同
計
画
の
内
容

を
盛
り
込
ん
だ
セ
ミ
ナ
ー
の

開
催
な
ど
を
通
じ
︑
関
係
者

が
一
丸
と
な
っ
て
過
労
死
等

防
止
対
策
を
推
進
し
て
い
く

ほ
か
︑﹁
第
13
次
労
働
災
害

防
止
計
画
（
２
０
１
８
～
２

０
２
２
）﹂
を
踏
ま
え
た
労
災

防
止
対
策
に
取
り
組
む
こ
と

と
し
た
︒

　

ま
た
︑
30
年
度
よ
り
︑
同

Ｗ
Ｇ
を
﹁
過
労
死
等
防
止
計

画
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
委
員
会

（
仮
称
）﹂
に
改
組
︒
取
り

組
み
の
成
果
を
評
価
す
る
指

標
の
策
定
や
結
果
の
フ
ォ
ロ

ー
等
を
行
う
︒

　

さ
ら
に
︑
過
労
死
や
健
康

起
因
事
故
の
予
防
策
と
し

て
︑
血
圧
計
普
及
・
活
用
の

た
め
の
助
成
事
業
を
実
施
す

る
ほ
か
︑
健
康
診
断
結
果
の

フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
を
サ
ポ
ー
ト

す
る
﹁
運
輸
ヘ
ル
ス
ケ
ア
ナ

ビ
シ
ス
テ
ム
﹂
を
バ
ー
ジ
ョ
ン

ア
ッ
プ
し
て
展
開
す
る
︒

　

そ
の
ほ
か
︑﹁
29
年
に
お

け
る
労
働
災
害
発
生
状
況

（
速
報
）﹂
や
︑﹁
自
動
車
運

送
事
業
者
に
お
け
る
脳
血
管

疾
患
対
策
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
﹂

等
に
つ
い
て
報
告
が
行
わ
れ

た
︒

人
件
費
・
傭
車
費
用
増
に
よ

り
業
績
改
善
が
限
定
的
に

経
営
分
析
報
告
書

平
成
28
年
度
決
算
版

　

全
日
本
ト
ラ
ッ
ク
協
会
は

こ
の
ほ
ど
﹁
平
成
28
年
度
決

算
版
経
営
分
析
報
告
書
﹂
を

ま
と
め
公
表
し
た
︒

　

こ
れ
は
︑
全
国
の
運
送
事

業
者
２
３
３
３
者（
有
効
数
）

か
ら
提
出
さ
れ
た
28
年
度
決

算（
27
年
10
月
～
29
年
８
月
）

の
﹁
一
般
貨
物
自
動
車
運
送

事
業
報
告
書
﹂
に
つ
い
て
︑

決
算
内
容
を
分
析
し
た
も
の
︒

　

営
業
収
益
（
貨
物
運
送
事

業
収
入
）
は
︑
輸
送
量
の
増

加
を
背
景
に
１
者
平
均
２
億

１
３
７
５
万
１
千
円
で
︑
前

年
に
比
べ
６
・
１
％
の
増
加

と
な
っ
た
（
上
表
）︒
ま
た
︑

営
業
利
益
率
は
︑
燃
料
価
格

の
下
落
に
よ
り
︑
前
年
度
比

０
・
５
ポ
イ
ン
ト
改
善
し
︑

９
年
連
続
の
営
業
赤
字
か
ら

脱
却
が
図
ら
れ
︑
黒
字
事
業

者
の
割
合
は
55
％
（
１
２
８

７
者
）
と
半
数
以
上
を
占
め

た
︒
さ
ら
に
︑
こ
れ
ま
で
車

両
10
台
以
下
の
区
分
で
は
半

数
以
上
が
営
業
赤
字
と
な
っ

て
い
た
が
︑
人
材
不
足
に
よ

る
傭
車
利
用
の
拡
大
を
背
景

に
営
業
収
益
が
増
加
し
た
こ

と
で
︑
51
％
（
３
７
８
者
）

が
営
業
黒
字
を
計
上
し
た
︒

　

同
報
告
書
の
集
計
対
象
と

な
る
ト
ラ
ッ
ク
運
送
事
業
に

お
い
て
は
︑
燃
料
価
格
下
落

に
よ
る
コ
ス
ト
削
減
が
営
業

利
益
改
善
に
寄
与
し
た
が
︑

人
材
不
足
に
よ
る
影
響
に
よ

り
人
件
費
コ
ス
ト
上
昇
︑
傭

車
費
用
の
増
加
に
よ
り
︑
前

年
度
と
同
様
に
業
績
改
善
は

限
定
的
と
な
っ
た
︒

平
成
30
年
度「
適
正
化
事
業

　
　
　　
活
動
指
針
」を
了
承

第
12
回
全
国
貨
物
自
動
車
運
送
適
正
化
事
業

実
施
機
関
本
部
長
会
議

（
３
月
15
日
〜
３
月
31
日
）

▽
３
月
19
日

・
第
35
回
貨
物
自
動
車
運
送
事

業
安
全
性
評
価
委
員
会

Ｔ
Ｓ
（
ト
ラ
ッ
ク
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
）情
報

食
堂
の
営
業
時
間
を
変
更

岡
山
ト
ラ
ッ
ク
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

　

岡
山
Ｔ
Ｓ
は
︑
４
月
２
日

㈪
よ
り
︑
食
堂
の
営
業
時
間

を
次
の
通
り
変
更
す
る
︒

・
平
日
：
11
時
～
18
時
（
オ

ー
ダ
ー
ス
ト
ッ
プ
17
時
30
分
）

・
土
曜
：
11
時
～
13
時
30
分

（
オ
ー
ダ
ー
ス
ト
ッ
プ
13
時
）

少
年
サ
ッ
カ
ー
大
会
開
催

に
協
力大

阪
府
ト
ラ
ッ
ク
協
会

　

大
阪
府
ト
ラ
ッ
ク
協
会

（
辻
卓
史
会
長
）
の
泉
南
地

区
の
事
業
者
に
よ
っ
て
組
織

さ
れ
て
い
る
泉
南
陸
運
青
年

協
議
会
で
は
︑
３
月
３
日
・

４
日
の
２
日
間
に
わ
た
っ
て
︑

な
み
は
や
グ
ラ
ン
ド
（
大
阪

府
泉
南
市
）
で
開
催
さ
れ
た

少
年
サ
ッ
カ
ー
大
会
﹁
第
１

回
ト
ラ
ッ
ク
カ
ッ
プ
in
泉
州
﹂

の
開
催
に
協
力
し
た
︒

　

同
協
議
会
は
︑
少
年
サ
ッ

カ
ー
大
会
の
支
援
を
通
じ
て

子
ど
も
た
ち
の
心
身
の
健
や

か
な
成
長
と
夢
の
実
現
を
応

援
す
る
た
め
に
︑
同
大
会
に

協
賛
︒
会
場
内
で
は
︑
大
型

ウ
イ
ン
グ
ト
ラ
ッ
ク
で
ト
ラ
ッ

ク
ス
テ
ー
ジ
を
設
置
し
て
様

々
な
イ
ベ
ン
ト
を
行
っ
た
ほ

か
︑
４
㌧
冷
凍
車
や
４
㌧
キ

ャ
リ
ア
カ
ー
の
試
乗
や
写
真

撮
影
（
写
真
左
上
）︑
業
界

活
動
の
パ
ネ
ル
展
示
な
ど
も

行
っ
た
︒

　

な
お
︑
同
協
議
会
で
は
︑

今
後
も
同
大
会
の
開
催
に
向

け
て
引
き
続
き
協
力
し
て
い

く
方
針
︒

習
志
野
Ｔ
Ｓ
を
閉
鎖

千
葉
県
ト
ラ
ッ
ク
協
会

　

千
葉
県
ト
ラ
ッ
ク
協
会

（
角
田
正
一
会
長
）
は
︑
３

月
31
日
を
も
っ
て
習
志
野
ト

ラ
ッ
ク
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
を
閉
鎖

す
る
︒

第９回労働安全・衛生委員会（2月28日、全ト協）
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ニ
ュ
ー
ス
・
タ
ー
ミ
ナ
ル

ニ
ュ
ー
ス
・
タ
ー
ミ
ナ
ル
（
官
公
庁
ニ
ュ
ー
ス
等
）

（
官
公
庁
ニ
ュ
ー
ス
等
）

N
ew

s 2018.2.26—
3.15

︻
解
説
︼
解
雇
は
︑
使
用
者
が
労
働

者
に
対
し
︑
一
方
的
に
労
働
契
約
を
将

来
に
向
か
っ
て
解
約
・
終
了
を
告
げ
る

と
い
う
意
思
表
示
で
す
︒
多
く
の
事
業

場
で
は
︑
就
業
規
則
の
懲
戒
規
定
に
︑

例
え
ば
﹁
正
当
な
事
由
な
し
に
︑
無

Ａ�

相
手
方
の
住
居
に
到
達
し
、

知
り
得
る
状
態
で
あ
れ
ば

効
力
は
発
生

　

長
期
の
無
断
欠
勤
者
に
手
を

焼
い
て
い
ま
す
。
す
で
に
無
断
欠

勤
が
１
か
月
近
く
に
も
な
っ
て
い

ま
す
の
で
、
解
雇
す
る
こ
と
に
し
、

解
雇
通
知
書
を
郵
送
し
た
の
で
す

が
、
そ
の
ま
ま
返
送
さ
れ
て
き
ま

し
た
。
こ
の
よ
う
な
場
合
、
解

雇
通
知
書
は
無
効
と
い
う
こ
と
で

し
ょ
う
か
。

 第156回 

解雇通知書を郵送した
ら、そのまま返送され
てきたが

断
欠
勤
が
14
日
に
及
ん
だ
時
は
懲
戒

解
雇
す
る
﹂
と
い
う
よ
う
な
規
定
を

お
い
て
い
る
わ
け
で
す
が
︑
ご
質
問
の

ケ
ー
ス
も
こ
れ
に
当
て
は
ま
る
も
の
と

い
え
る
で
し
ょ
う
︒

　

そ
れ
で
は
︑
次
に
︑
そ
の
解
雇
を

告
げ
る
際
に
ど
の
よ
う
な
方
法
で
告

げ
れ
ば
よ
い
の
か
と
い
う
こ
と
に
な
り

ま
す
が
︑
そ
の
や
り
方
に
つ
い
て
は
︑

特
に
法
律
上
の
規
定
は
あ
り
ま
せ
ん

か
ら
︑口
頭
で
申
し
渡
し
て
も
よ
い
し
︑

あ
る
い
は
︑文
書
で
通
知
し
て
も
よ
く
︑

い
ず
れ
の
方
法
で
も
か
ま
わ
な
い
と
い

う
こ
と
に
な
り
ま
す
︒
た
だ
し
︑
い

ず
れ
の
方
法
を
と
っ
て
も
︑
被
解
雇
者

が
確
実
に
了
知
し
得
る
状
態
に
し
な

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
︒

　

ご
質
問
の
場
合
は
︑
文
書
に
よ
る

通
知
に
な
り
ま
す
が
︑
実
際
に
︑
同

じ
よ
う
に
︑解
雇
通
知
書
が
届
い
て
も
︑

封
を
切
ら
な
い
ま
ま
返
送
し
た
り
す

る
場
合
が
結
構
あ
り
︑
と
き
ど
き
問

題
に
な
っ
て
い
ま
す
︒
し
か
し
な
が
ら
︑

こ
の
よ
う
な
場
合
で
も
︑
実
は
︑
相

手
方
が
了
知
し
得
る
状
態
に
し
た
と

解
さ
れ
︑﹁
解
雇
の
意
思
表
示
は
到
達

し
た
も
の
﹂
と
判
断
さ
れ
て
い
る
と
こ

ろ
で
す
︒

　

解
雇
通
知
書
の
受
領
が
拒
否
さ
れ

て
い
る
わ
け
で
す
か
ら
︑
も
し
か
す
る

と
︑
解
雇
の
意
思
表
示
が
相
手
方
に

到
達
し
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思

わ
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
︑
そ
う

で
は
あ
り
ま
せ
ん
︒
民
法
第
97
条
第

１
項
で
は
﹁
隔
地
者
に
対
す
る
意
思

表
示
は
︑
そ
の
通
知
が
相
手
方
に
到

達
し
た
時
か
ら
そ
の
効
力
を
生
ず
る
﹂

と
さ
れ
て
お
り
︑
法
律
上
は
︑
隔
地

者
に
対
す
る
意
思
表
示
は
︑﹁
相
手
が

知
ろ
う
と
思
え
ば
知
り
得
る
状
態
﹂

で
あ
れ
ば
︑
意
思
表
示
が
到
達
し
た

も
の
と
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
す
︒
つ
ま

り
︑
解
雇
通
知
の
効
力
の
発
生
は
︑

通
知
が
相
手
方
に
到
達
し
た
時
で
あ

り
︑
郵
送
の
場
合
は
︑
相
手
方
の
住

居
に
配
達
さ
れ
た
時
で
す
︒
し
た
が
っ

て
︑
解
雇
に
不
服
な
労
働
者
が
解
雇

通
知
書
の
受
領
を
拒
ん
だ
り
︑
解
雇

通
知
書
を
返
上
し
た
り
し
て
も
︑
解

雇
通
知
書
が
相
手
方
の
住
居
に
到
達

す
れ
ば
︑
解
雇
通
知
の
効
力
は
発
生

す
る
の
で
す
︒

　

こ
の
よ
う
に
︑
解
雇
通
知
書
の
受

領
拒
否
は
法
律
上
何
ら
意
味
の
な
い

行
為
で
︑
単
に
解
雇
に
反
対
だ
と
い

う
示
威
行
為
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
こ

と
で
す
︒

　

と
こ
ろ
で
︑
解
雇
は
︑
労
働
者
に

と
っ
て
︑
深
刻
な
影
響
を
引
き
起
こ

し
ま
す
の
で
︑
よ
く
法
律
上
の
争
い

と
な
り
が
ち
で
す
︒
こ
の
た
め
︑
解
雇

通
知
も
後
日
争
い
と
な
る
こ
と
を
予

想
し
て
︑
確
実
に
︑
し
か
も
証
拠
関

係
を
明
ら
か
に
し
て
お
く
こ
と
が
必

要
で
す
︒
し
た
が
っ
て
︑
一
般
に
は
︑

口
頭
で
通
知
す
る
と
と
も
に
︑
文
書

で
も
通
知
す
る
方
法
が
と
ら
れ
て
い

ま
す
︒
さ
ら
に
︑
口
頭
の
場
合
で
も

立
会
人
を
お
く
に
越
し
た
こ
と
は
な

く
︑
郵
送
の
場
合
に
は
︑
配
達
証
明

の
手
続
き
を
と
っ
て
お
く
の
も
一
つ
の

方
法
で
す
︒

時

こ
こ
ま
で
来
た

新
代

天天
然然
ガ
ス
ト
ラ
ッ
ク

ガ
ス
ト
ラ
ッ
ク

　

当
社
は
︑
２
０
０
８
年
10
月

に
㈱
阪
急
百
貨
店
と
㈱
阪
神

百
貨
店
が
経
営
統
合
し
︑
㈱

阪
急
阪
神
百
貨
店
と
し
て
誕

生
い
た
し
ま
し
た
︒
１
９
２
９

年
（
昭
和
４
年
）︑
世
界
初
の

タ
ー
ミ
ナ
ル
デ
パ
ー
ト
﹁
阪
急

百
貨
店
﹂
を
開
業
し
︑
現
在

で
は
関
西
に
10
店
舗
︑
関
東

に
３
店
舗
︑
博
多
に
１
店
舗
を

展
開
す
る
百
貨
店
で
あ
り
︑

特
に
関
西
エ
リ
ア
で
は
圧
倒
的

な
地
位
を
占
め
る
べ
く
﹁
ド
ミ

ナ
ン
ト
エ
リ
ア
戦
略
﹂
を
︑
グ

ル
ー
プ
関
連
会
社
と
と
も
に

進
め
て
い
ま
す
︒

　

そ
し
て
︑
本
百
貨
店
事
業

を
展
開
す
る
企
業
群
を
統
括

し
て
い
る
持
ち
株
グ
ル
ー
プ

﹁
エ
イ
チ
・
ツ
ー
・
オ
ー 

リ

テ
イ
リ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
﹂
の
中

核
会
社
と
し
て
︑
社
会
的
な

責
任
も
果
た
す
べ
く
環
境
方

針
を
定
め
︑
①
二
酸
化
炭
素

（
Ｃ
Ｏ
２
）
排
出
削
減
・
省
エ

ネ
省
資
源
②
廃
棄
物
処
理
と

リ
サ
イ
ク
ル
③
グ
リ
ー
ン
購
入

に
つ
い
て
は
︑
独
自
の
数
値
目

標
を
設
定
し
そ
の
達
成
を
目

指
し
て
お
り
ま
す
︒
配
送
分

野
に
お
い
て
も
こ
れ
ら
方
針
に

沿
っ
て
︑
各
方
策
に
つ
い
て
取

り
組
ん
で
い
ま
す
︒

　

天
然
ガ
ス
自
動
車
に
つ
い
て

も
︑
以
前
よ
り
Ｃ
Ｏ
２
排
出
量

の
削
減
等
︑
環
境
問
題
に
貢

献
す
る
車
両
で
あ
る
こ
と
は
も

と
よ
り
︑
特
に
排
気
ガ
ス
が
ク

リ
ー
ン
で
に
お
い
が
な
い
の

で
︑
結
果
と
し
て
納
品
・
配
送
作
業

場
等
で
の
大
切
な
商
品
へ
の
プ
ロ
テ
ク

ト
に
効
果
的
で
︑
ま
た
︑
ド

ラ
イ
バ
ー
︑
従
業
員
へ
の
健
康

へ
の
影
響
も
少
な
く
︑
小
売
業

と
し
て
の
メ
リ
ッ
ト
も
大
い
に

あ
る
と
考
え
て
い
ま
す
︒

　

そ
う
し
た
中
︑
取
引
の
あ

る
物
流
事
業
者
に
﹁
環
境
問

題
へ
の
取
組
み
﹂
に
関
し
て
ヒ

ア
リ
ン
グ
を
行
っ
た
結
果
︑
無

駄
な
走
行
を
減
ら
す
等
あ
る

も
の
の
﹁
他
の
輸
送
手
段
を
使

う
こ
と
﹂
が
一
番
貢
献
で
き
る

と
い
う
声
を
い
た
だ
い
て
い
ま

す
︒
加
え
て
天
然
ガ
ス
ト
ラ
ッ

ク
に
つ
い
て
聞
く
と
︑
環
境
問

題
へ
の
効
果
は
認
識
し
て
い
る

も
の
の
︑
燃
料
拠
点
数
（
ス
タ

ン
ド
）
の
問
題
や
メ
ン
テ
ナ
ン

ス
取
扱
店
舗
数
の
少
な
さ
か

ら
︑﹁
多
少
の
燃
料
効
率
の
良

さ
で
は
導
入
に
踏
み
込
め
な

い
﹂と
考
え
て
い
る
よ
う
で
す
︒

　

こ
の
よ
う
な
状
況
を
踏
ま
え

る
と
今
後
︑
物
流
事
業
者
の

天
然
ガ
ス
ト
ラ
ッ
ク
導
入
の
ポ

イ
ン
ト
は
︑﹁
コ
ス
ト
パ
フ
ォ
ー

マ
ン
ス
の
優
位
性
を
ど
う
確
保

す
る
か
﹂
に
あ
る
よ
う
で
す
︒

別
の
言
い
方
を
す
る
と
環
境
問

題
に
対
し
決
し
て
関
心
が
薄
い

わ
け
で
は
な
い
の
で
︑
現
状
の

デ
ィ
ー
ゼ
ル
車
よ
り
も
大
き
な

コ
ス
ト
優
位
性
を
も
て
ば
︑
か

な
り
の
ス
ピ
ー
ド
で
普
及
が
進

む
こ
と
も
予
想
さ
れ
ま
す
︒
電

気
自
動
車
に
も
大
き
な
課
題

が
あ
り
︑
ま
し
て
自
動
運
転

技
術
等
︑
新
技
術
の
取
り
込

み
に
は
時
間
が
か
か
る
と
思
わ

れ
ま
す
︒
燃
料
拠
点
数
の
拡
大
や
燃
料

費
の
さ
ら
な
る
低
減
を
行
う
よ
う
な
環

境
問
題
へ
の
対
応
だ
け
で
な
く
︑
コ
ス

ト
課
題
へ
も
十
分
対
応
で
き
る
体
制
を

取
る
こ
と
が
︑
今
必
要
な
こ
と
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
︒

　

物
流
事
業
者
に
お
い
て
天
然
ガ
ス
ト

ラ
ッ
ク
導
入
が
進
み
︑
環
境
問
題
の
解

決
に
加
え
コ
ス
ト
削
減
に
よ
る
事
業
基

盤
の
安
定
化
が
実
現
で
き
れ
ば
︑
百
貨

店
業
界
に
と
っ
て
も
安
定
し
た
商
品
の

調
達
・
買
上
品
の
搬
送
サ
ー
ビ
ス
が
維

持
で
き
る
た
め
非
常
に
メ
リ
ッ
ト
が
大

き
い
も
の
が
あ
り
︑
そ
の
導
入
の
推
進

に
期
待
し
ま
す
︒

第48回 『荷主から見た天然ガストラックの導入について』
㈱阪急阪神百貨店 業務効率推進室長　中川 匠

※本写真は直接コラムとは関係ありません

（一社）日本ガス協会による
実証走行中の高効率天然ガストラック

　

国
土
交
通
省
は
２
月
26
日
︑

﹁
冬
期
道
路
交
通
確
保
対
策

検
討
委
員
会
﹂（
委
員
長
・

石
田
東
生
筑
波
大
学
名
誉
教

授
）
の
初
会
合
を
開
き
︑
大

雪
対
策
の
検
討
を
開
始
し
た
︒

　

特
に
１
月
22
日
か
ら
の
首

都
圏
で
の
大
雪
や
２
月
４
日

か
ら
の
北
陸
地
方
を
中
心
と

し
た
大
雪
に
よ
り
︑
立
ち
往

生
車
両
に
よ
る
大
量
の
滞
留

車
両
の
発
生
や
︑
そ
の
通
行

止
め
解
除
に
時
間
を
要
し

た
︒
こ
の
た
め
︑
同
検
討
委

は
︑
関
係
団
体
か
ら
ヒ
ア
リ

ン
グ
な
ど
を
行
っ
て
４
月
頃

中
間
取
り
ま
と
め
を
行
い
︑

大
雪
時
の
道
路
交
通
確
保
対

策
を
提
言
す
る
︒

　

ク
ル
マ
社
会
の
進
展
︑
物

流
の
高
頻
度
化
︑
車
両
の
大

型
化
な
ど
に
よ
り
経
済
・
生

活
が
変
わ
る
中
︑
冬
期
の
道

路
交
通
確
保
は
ど
う
あ
る
べ

き
か
を
検
討
す
る
︒

　

早
期
の
段
階
で
の
予
防
的

通
行
止
め
な
ど
︑
道
路
管
理

者
や
地
域
社
会
が
あ
ら
か
じ

め
︑
ど
の
よ
う
な
対
応
を
し

て
お
く
べ
き
か
︑
除
雪
体
制

の
増
強
な
ど
車
両
の
滞
留
等

に
よ
る
影
響
を
最
小
化
す
る

た
め
の
方
策
︑
滞
留
が
発
生

し
た
場
合
の
ケ
ア
な
ど
に
つ

い
て
も
検
討
す
る
︒

　

同
検
討
委
で
は
さ
ら
に
︑

事
前
の
準
備
か
ら
事
象
が
発

生
し
た
際
の
対
応
ま
で
︑
道

路
管
理
者
や
自
治
体
な
ど
各

関
係
者
の
役
割
や
連
携
の
あ

り
方
に
つ
い
て
も
検
討
す
る
︒

 

脳
疾
患
で
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

検
査
の
自
主
的
導
入
に
期
待

　

国
土
交
通
省
は
２
月
23
日
︑

﹁
自
動
車
運
送
事
業
者
に
お

け
る
脳
血
管
疾
患
対
策
ガ
イ

ド
ラ
イ
ン
﹂
を
策
定
し
た
︒

運
転
者
の
脳
健
診
受
診
を
促

進
し
︑
健
康
起
因
事
故
の
防

止
を
図
る
た
め
︑
事
業
者
が

脳
血
管
疾
患
対
策
を
進
め
て

い
く
た
め
に
知
っ
て
お
く
べ
き

内
容
や
取
り
組
む
際
の
手
順

等
を
具
体
的
に
示
し
た
も

 
「
女
性
ド
ラ
イ
バ
ー
等
が
運

転
し
や
す
い
ト
ラ
ッ
ク
の
あ

り
方
検
討
会
」
初
会
合

全
ト
協
と
共
同
で
設
置

　

３
月
14
日
︑
第
１
回
﹁
女

性
ド
ラ
イ
バ
ー
等
が
運
転
し

や
す
い
ト
ラ
ッ
ク
の
あ
り
方

検
討
会
﹂（
座
長
・
鎌
田
実

東
京
大
学
大
学
院
新
領
域
創

成
科
学
研
究
科
人
間
環
境
学

専
攻
教
授
）が
開
催
さ
れ
た
︒

　

同
検
討
会
は
︑
ト
ラ
ッ
ク

ド
ラ
イ
バ
ー
不
足
が
進
む
状

況
に
お
い
て
︑
女
性
等
の
ト

ラ
ッ
ク
ド
ラ
イ
バ
ー
が
運
転

の
︒
同
省
で
は
︑
運
転
中
の

脳
梗
塞
︑
脳
出
血
︑
く
も
膜

下
出
血
な
ど
を
防
ぐ
た
め
︑

事
業
者
に
よ
る
自
主
的
な
ス

ク
リ
ー
ニ
ン
グ
検
査
導
入
が

拡
大
す
る
こ
と
を
期
待
し
て

い
る
︒

　

事
業
用
自
動
車
の
運
転
者

が
疾
病
に
よ
り
運
転
で
き
な

く
な
る
事
案
は
︑
平
成
24
年

か
ら
28
年
ま
で
の
５
年
間
で

１
０
４
６
件
発
生
し
て
お
り
︑

う
ち
脳
血
管
疾
患
が
16
％
︑

心
臓
疾
患
が
14
％
を
占
め
て

い
る
︒

　

同
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
は
︑
運

転
者
の
脳
健
診
︑精
密
検
査
︑

し
や
す
い
ト
ラ
ッ
ク
の
開
発

等
働
き
や
す
い
労
働
環
境
を

整
え
る
こ
と
に
よ
り
︑
女
性

ド
ラ
イ
バ
ー
等
の
多
様
な
人

材
の
確
保
を
図
る
た
め
︑
女

性
等
の
ト
ラ
ッ
ク
ド
ラ
イ
バ

ー
の
視
点
に
立
っ
た
車
両
の

あ
り
方
に
対
す
る
検
討
を
行

う
た
め
に
設
置
さ
れ
た
も
の
︒

　

国
土
交
通
省
自
動
車
局
︑

全
日
本
ト
ラ
ッ
ク
協
会
が
共

同
事
務
局
を
務
め
︑
メ
ー
カ

ー
・
ユ
ー
ザ
ー
へ
の
ア
ン
ケ

ー
ト
・
ヒ
ア
リ
ン
グ
等
の
調

査
を
行
い
︑
そ
の
結
果
を
踏

ま
え
︑
11
月
に
最
終
報
告
書

を
取
り
ま
と
め
る
予
定
︒

治
療
等
の
結
果
を
踏
ま
え
︑

医
師
の
指
示
に
従
っ
て
︑
勤

務
時
間
の
変
更
や
業
務
の
配

置
転
換
な
ど
︑
就
業
に
お
け

る
配
慮
を
適
切
に
行
う
よ
う

促
す
と
と
も
に
︑
運
転
者
に

対
し
不
当
に
差
別
的
な
扱
い

を
し
な
い
よ
う
求
め
て
い
る
︒

　

同
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
は
︑
国

交
省
・
全
日
本
ト
ラ
ッ
ク
協

会
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ

ウ
ン
ロ
ー
ド
が
可
能
︒
な
お
︑

全
ト
協
で
は
︑
今
号
の
﹃
広

報
と
ら
っ
く
﹄
に
同
ガ
イ
ド

ラ
イ
ン
の
概
要
版
を
折
り
込

み
︑
周
知
・
啓
発
を
図
っ
て

い
る
︒

大
雪
対
策
の
検
討
開
始

立
ち
往
生
に
よ
る
滞
留
で

東
日
本
大
震
災
七
周
年

追
悼
式
に
坂
本
会
長
参
列

　

政
府
は
３
月
11
日
︑
東
京

都
千
代
田
区
の
国
立
劇
場

で
︑
秋
篠
宮
文
仁
親
王
同
妃

両
殿
下
の
ご
臨
席
の
も
と
︑

東
日
本
大
震
災
七
周
年
追
悼

式
（
実
行
委
員
長
・
安
倍
晋

三
内
閣
総
理
大
臣
）
を
執
り

行
っ
た
（
写
真
・
首
相
官
邸

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
よ
り
）︒
各
界

か
ら
約
８
０
０
人
が
出
席
し
︑

ト
ラ
ッ
ク
運
送
業
界
か
ら
は

坂
本
克
己
全
日
本
ト
ラ
ッ
ク

協
会
会
長
が
参
列
し
た
︒

　

震
災
発
生
時
刻
で
あ
る
午

後
２
時
46
分
か
ら
１
分
間
の

黙
と
う
を
捧
げ
た
後
︑
安
倍

総
理
に
よ
る
式
辞
と
文
仁
親

王
殿
下
の
お
こ
と
ば
に
続

き
︑大
島
理
森
衆
議
院
議
長
︑

伊
達
忠
一
参
議
院
議
長
︑
大

谷
直
人
最
高
裁
判
所
長
官
︑

岩
手
・
宮
城
・
福
島
県
の
各

県
か
ら
３
人
の
遺
族
代
表
者

が
追
悼
の
辞
を
述
べ
た
︒

　

参
列
者
の
献
花
後
に
は
︑

一
般
弔
問
者
に
よ
る
献
花
も

行
わ
れ
︑
犠
牲
者
の
鎮
魂
と

被
災
地
復
興
の
さ
ら
な
る
前

進
を
願
っ
た
︒

臨
ん
だ
︒
修
了
式
に
は
︑
全

日
本
ト
ラ
ッ
ク
協
会
の
坂
本

克
己
会
長
︑
桝
野
龍
二
理
事

長
︑
藤
原
利
雄
常
務
理
事
︑

愛
知
県
ト
ラ
ッ
ク
協
会
の
小

幡
会
長
を
は
じ
め
︑
国
土
交

通
省
中
部
運
輸
局
の
大
釜
達

夫
交
通
政
策
部
長
︑
同
部
の

小
林
直
人
環
境
・
物
流
課
長

ら
多
数
来
賓
が
駆
け
つ
け
︑

修
了
式
に
華
を
添
え
た
︒
な

お
︑
今
回
の
資
格
認
定
で
︑

累
計
の
物
流
経
営
士
数
は
全

国
で
１
８
３
４
人
と
な
っ
た
︒

第
25
期
物
流
大
学
校
講
座

　
　
　
　
　

 

92
人
が
修
了

愛
知
県
ト
ラ
ッ
ク
協
会

　

愛
知
県
ト
ラ
ッ
ク
協
会

（
小
幡
鋹
伸
会
長
）
は
3
月

10
日
︑
愛
知
県
み
よ
し
市
の

中
部
ト
ラ
ッ
ク
総
合
研
修
セ

ン
タ
ー
で
︑
第
25
期
（
平
成

29
年
度
）
物
流
大
学
校
講
座

の
修
了
式
を
開
催
し
︑
今
期

の
全
92
人
の
修
了
者
（
う
ち

資
格
認
定
を
受
け
た
物
流
経

営
士
90
人
）
が
晴
れ
の
式
に

第
１
回
「
女
性
ド
ラ
イ
バ
ー
等
が

運
転
し
や
す
い
ト
ラ
ッ
ク
の
あ

り
方
検
討
会
」（
３
月
14
日
、
東

京
都
ト
ラ
ッ
ク
協
会
）

第
25
期
物
流
大
学
校
講
座
の
修
了

式
で
祝
辞
を
述
べ
る
坂
本
全
ト
協

会
長
（
３
月
10
日
、
愛
知
県
み
よ
し

市
の
中
部
ト
ラ
ッ
ク
総
合
研
修
セ

ン
タ
ー
）
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⑴ 

長
時
間
労
働
是
正
を
図
る
た

め
、
生
産
性
の
向
上
や
取
引

環
境
の
改
善
等
「
働
き
方
改

革
」
の
実
現
に
向
け
た
対
策

の
推
進

① 

「
働
き
方
改
革
の
実
現
に
向

け
た
ア
ク
シ
ョ
ン
プ
ラ
ン
」
の

普
及

・ 

平
成
30
年
３
月
に
策
定
し
た

﹁
働
き
方
改
革
の
実
現
に
向

け
た
ア
ク
シ
ョ
ン
プ
ラ
ン
﹂
に

つ
い
て
︑
国
土
交
通
省
等
と

連
携
し
︑
セ
ミ
ナ
ー
等
を
通

じ
て
︑
長
時
間
労
働
の
是
正

等
に
関
す
る
目
標
や
働
き
方

改
革
の
実
現
に
向
け
て
取
り

組
む
事
項
な
ど
︑
ア
ク
シ
ョ

ン
プ
ラ
ン
の
内
容
に
つ
い
て

業
界
内
へ
普
及
を
進
め
長
時

間
労
働
是
正
を
図
る
︒

・  

長
時
間
労
働
是
正
に
係
る
抑

止
力
強
化
の
た
め
国
土
交
通

省
が
検
討
し
て
い
る
行
政
処

分
の
強
化
に
つ
い
て
周
知
す

る
と
と
も
に
︑
法
令
義
務
等

未
遵
守
の
事
業
者
に
対
す
る

指
導
強
化
等
対
応
に
つ
い
て

検
討
を
行
う
︒

② 「
ト
ラ
ッ
ク
輸
送
に
お
け
る

取
引
環
境
・
労
働
時
間
改
善

協
議
会
」
の
適
確
な
運
営

・ 

国
土
交
通
省
及
び
厚
生
労
働

省
等
と
連
携
を
図
り
︑
中
央

及
び
全
都
道
府
県
の
協
議
会

が
引
き
続
き
適
確
に
運
営
さ

れ
る
よ
う
︑
都
道
府
県
ト
ラ

ッ
ク
協
会
間
の
意
見
・
情
報

交
換
を
行
う
と
と
も
に
︑
都

※傍線＝平成30年度新規及び改正事項等

道
府
県
の
協
議
会
に
お
け
る

広
報
活
動
等
の
取
り
組
み
を

支
援
す
る
︒

③ 

荷
主
と
の
連
携
に
よ
る
生
産

性
向
上
に
向
け
た
取
り
組
み

の
実
施

・ 

こ
れ
ま
で
の
パ
イ
ロ
ッ
ト
事

業
の
実
績
を
踏
ま
え
︑
引
き

続
き
荷
主
と
ト
ラ
ッ
ク
運
送

事
業
者
と
の
連
携
に
よ
る
生

産
性
向
上
に
向
け
た
取
り
組

み
を
実
施
す
る
︒

・ 

国
土
交
通
省
︑
厚
生
労
働
省

と
連
携
し
︑
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

の
作
成
︑
普
及
を
進
め
さ
ら

な
る
生
産
性
向
上
が
図
ら
れ

る
よ
う
取
り
組
み
を
進
め
る
︒

・ 

ト
ラ
ッ
ク
予
約
受
付
シ
ス
テ

ム
の
導
入
︑
パ
レ
ッ
ト
化
の

促
進
及
び
規
格
統
一
化
な
ど

に
つ
い
て
検
討
を
進
め
︑
そ

の
対
策
に
つ
い
て
普
及
を
図

り
生
産
性
向
上
に
努
め
る
︒

④ 

賃
金
・
労
働
環
境
の
現
状
把

握
を
図
り
つ
つ
、
労
働
関
係

法
令
改
正
へ
の
適
切
な
対
応

・ 

ト
ラ
ッ
ク
ド
ラ
イ
バ
ー
等
の

賃
金
や
労
働
実
態
を
把
握

し
︑
労
働
時
間
法
制
の
現
状

を
踏
ま
え
︑
諸
施
策
や
要
望

活
動
等
に
対
応
す
る
︒

・ 

労
働
関
係
法
令
改
正
に
つ
い

て
︑
最
新
の
情
報
を
収
集
す

る
と
と
も
に
︑
必
要
に
応
じ

て
行
政
機
関
等
と
適
切
な
情

報
交
換
等
調
整
を
行
う
︒
ま

た
︑
労
働
関
係
法
令
改
正
の

内
容
や
と
る
べ
き
対
応
に
つ

い
て
会
員
事
業
者
に
正
確
な

情
報
提
供
を
行
う
︒

⑵ 

標
準
貨
物
自
動
車
運
送
約
款

の
明
確
化
等
を
踏
ま
え
た
適

正
な
運
賃
・
料
金
収
受
の
推

進
① 

標
準
貨
物
自
動
車
運
送
約

款
、
契
約
の
書
面
化
及
び
下

請
・
荷
主
適
正
取
引
推
進
ガ

イ
ド
ラ
イ
ン
の
普
及
・
定
着

・ 

運
賃
と
料
金
の
区
別
や
附
帯

作
業
の
内
容
が
明
確
化
さ
れ

た
標
準
貨
物
自
動
車
運
送
約

款
︑
契
約
の
書
面
化
及
び
下

請
・
荷
主
適
正
取
引
推
進
ガ

イ
ド
ラ
イ
ン
に
つ
い
て
︑
ト
ラ

ッ
ク
運
送
業
界
及
び
荷
主
に

対
し
て
さ
ら
な
る
周
知
を
行

い
︑
普
及
・
定
着
を
図
る
︒

② 

原
価
管
理
の
徹
底
等
に
よ
る

適
正
運
賃
・
料
金
の
収
受

・ 

国
土
交
通
省
の
﹁
ト
ラ
ッ
ク

運
送
業
の
適
正
運
賃
・
料
金

検
討
会
﹂
に
積
極
的
に
対
応

し
︑
国
土
交
通
省
と
連
携
を

図
り
︑
適
正
な
運
賃
・
料
金

の
あ
り
方
及
び
そ
の
収
受
に

向
け
て
の
方
策
に
つ
い
て
検

討
を
行
う
︒

・ 

原
価
意
識
の
強
化
及
び
適
正

運
賃
収
受
に
繋
が
る
セ
ミ
ナ

ー
等
を
開
催
す
る
と
と
も

に
︑
業
界
の
指
標
と
な
る
経

営
分
析
報
告
書
の
作
成
と
個

別
企
業
に
対
す
る
経
営
診
断

助
成
を
行
う
︒

③ 

そ
の
他

・ 

求
荷
求
車
情
報
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
の
成
約
運
賃
を
指
数
化

し
︑
荷
主
業
界
︑
ト
ラ
ッ
ク

運
送
業
界
に
公
表
す
る
︒

・ 

物
流
施
設
の
整
備
︑
荷
役
機

械
の
購
入
︑
激
甚
災
害
を
受

け
た
場
合
の
経
営
安
定
等
に

対
す
る
近
代
化
基
金
融
資
を

推
進
す
る
と
と
も
に
︑
当
該

融
資
に
係
る
利
子
補
給
を
行

う
︒

・ 

各
都
道
府
県
信
用
保
証
協
会

の
セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
保
証

等
の
保
証
を
受
け
る
際
に
支

払
う
保
証
料
の
助
成
事
業
を

行
う
都
道
府
県
ト
ラ
ッ
ク
協

会
に
対
し
て
補
助
を
行
う
︒

⑶
人
材
確
保
対
策
の
推
進

① 

高
校
新
卒
者
の
採
用
促
進
の

た
め
の
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
を

含
む
総
合
的
な
対
策
の
策
定

及
び
実
施

・ 

イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
登
録
サ

イ
ト
の
充
実
︑
イ
ン
タ
ー
ン

シ
ッ
プ
実
施
事
業
者
へ
の
支

援
を
図
る
と
と
も
に
︑
高
等

学
校
等
へ
の
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ

プ
活
用
の
周
知
を
行
い
︑
高

校
生
等
に
対
す
る
業
界
へ
の

採
用
促
進
を
図
る
︒

・ 

新
運
転
免
許
制
度
施
行
に
伴

い
︑
準
中
型
免
許
取
得
︑
５

㌧
限
定
準
中
型
免
許
限
定
解

除
に
係
る
費
用
に
対
す
る
支

援
を
行
い
︑
若
年
ド
ラ
イ
バ

ー
の
確
保
を
図
る
︒

② 

女
性
、
高
齢
者
の
採
用
等
少

子
高
齢
化
に
対
応
し
た
労
働

力
確
保
及
び
育
成
・
定
着
対

策
の
推
進

・ 

ト
ラ
ッ
ク
業
界
の
労
働
力
を

確
保
し
︑
定
着
を
図
る
た
め

に
︑
若
年
者
︑
女
性
及
び
高

齢
者
の
採
用
活
動
︑
採
用
後

の
労
務
管
理
等
の
マ
ニ
ュ
ア

ル
を
作
成
︑
人
材
確
保
セ
ミ

ナ
ー
を
通
じ
事
業
者
へ
の
支

援
を
図
る
︒

・ 

女
性
ド
ラ
イ
バ
ー
の
雇
用
促

進
に
向
け
た
働
き
方
︑
職
場

環
境
整
備
等
女
性
が
働
き
や

す
い
職
場
の
実
現
に
向
け
た

改
善
策
を
検
討
す
る
︒

③ 

事
業
後
継
者
等
の
育
成　

・ 

将
来
の
ト
ラ
ッ
ク
業
界
を
担

う
優
秀
な
人
材
を
育
成
す
る

た
め
︑
物
流
経
営
士
の
認
定

事
業
の
充
実
︑活
用
を
図
る
︒

ま
た
︑
物
流
経
営
士
の
質
的

向
上
及
び
物
流
経
営
士
間
の

連
携
を
図
る
た
め
の
研
修
会

等
を
開
催
す
る
︒

・ 

優
秀
な
管
理
者
を
育
成
す
る

た
め
︑（
独
）
中
小
企
業
基

盤
整
備
機
構
が
運
営
す
る
中

小
企
業
大
学
校
の
講
座
受
講

を
促
進
す
る
︒

・ 

事
業
後
継
者
並
び
に
青
年
経

営
者
を
育
成
す
る
た
め
︑
青

年
部
会
に
お
い
て
実
務
に
即

し
た
研
修
事
業
の
実
施
︑
他

業
界
等
の
青
年
組
織
と
の
意

見
交
換
を
行
う
と
と
も
に
︑

社
会
貢
献
活
動
に
取
り
組

み
︑
業
界
の
社
会
的
地
位
向

上
に
貢
献
す
る
︒

・ 

都
道
府
県
ト
ラ
ッ
ク
協
会
の

青
年
組
織
に
所
属
す
る
経
営

者
等
の
先
進
的
な
創
意
工
夫

に
よ
る
収
益
性
向
上
な
ど
の

取
り
組
み
に
対
す
る
支
援
を

行
う
︒

・ 

女
性
の
職
業
生
活
に
お
け
る

活
躍
を
推
進
す
る
た
め
︑
女

性
部
会
に
お
い
て
︑
実
務
に

即
し
た
研
修
事
業
等
を
実
施

し
︑
女
性
の
採
用
・
育
成
・

定
着
に
有
効
な
施
策
の
検
討

を
行
う
︒

・ 

事
業
承
継
の
方
法
や
好
事
例

を
ま
と
め
た
冊
子
を
活
用

し
︑
事
業
後
継
者
の
確
保
・

育
成
に
悩
む
中
小
事
業
者
へ

の
支
援
を
行
う
︒

④ 

人
材
確
保
に
係
る
現
状
把
握

及
び
将
来
等
の
検
証
並
び
に

業
界
と
し
て
積
極
的
な
広
報

活
動
の
展
開

・ 

ト
ラ
ッ
ク
運
送
業
界
に
お
け

る
人
材
確
保
の
現
状
並
び
に

将
来
動
向
等
に
つ
い
て
把
握

・
分
析
し
︑
そ
の
課
題
や
問

題
点
を
抽
出
し
検
証
す
る
︒

ま
た
︑
特
に
女
性
や
次
世
代

を
担
う
若
年
労
働
者
層
︑
ド

ラ
イ
バ
ー
未
経
験
者
等
の
求

職
者
に
対
し
︑
ト
ラ
ッ
ク
運

送
業
界
の
社
会
的
役
割
等
を

積
極
的
に
Ｐ
Ｒ
し
︑
職
業
と

し
て
の
魅
力
を
ア
ピ
ー
ル
す

る
︒

⑷ 

交
通
及
び
労
災
事
故
の
防
止

の
徹
底

○
交
通
事
故
防
止
対
策

① 

事
業
用
ト
ラ
ッ
ク
に
よ
る
交

通
事
故
実
態
の
把
握
と
要
因

分
析

・ 

事
業
用
ト
ラ
ッ
ク
を
第
一
当

事
者
と
す
る
死
亡
事
故
件
数

を
車
両
台
数
１
万
台
当
た
り

﹁
１
・
５
﹂
以
下
と
し
︑
各

都
道
府
県
（
車
籍
別
）
の
共

通
目
標
と
し
︑
事
故
防
止
の

推
進
を
図
る
︒

・ 

車
籍
別
︑
発
生
地
域
別
︑
車

両
区
分
別
︑
道
路
区
分
別
等

詳
細
に
交
通
事
故
実
態
を
分

析
・
把
握
し
︑
有
効
な
事
故

防
止
対
策
を
立
て
る
︒

② 

追
突
事
故
及
び
交
差
点
、
高

速
道
路
に
お
け
る
事
故
防
止

対
策
の
啓
発

・ 

事
業
用
自
動
車
の
運
転
者
に

対
す
る
指
導
及
び
監
督
の
指

針
の
強
化
に
対
応
し
︑
ド
ラ

イ
バ
ー
教
育
テ
キ
ス
ト
を
活

用
し
た
ト
ラ
ッ
ク
ド
ラ
イ
バ

ー
の
初
任
運
転
者
教
育
等
に

つ
い
て
実
施
体
制
等
を
強
化

し
︑
交
通
事
故
防
止
の
実
効

性
向
上
を
図
る
︒

・ 

ド
ラ
イ
バ
ー
等
安
全
教
育
訓

練
促
進
助
成
事
業
の
対
象
施

設
の
拡
充
を
図
り
︑
よ
り
充

実
し
た
安
全
教
育
訓
練
の
実

施
を
促
進
す
る
︒

・ 

交
通
事
故
実
態
に
即
し
た
事

故
防
止
セ
ミ
ナ
ー
等
を
通
じ

て
︑
交
通
事
故
防
止
の
意
識

の
高
揚
を
図
る
︒
ま
た
︑
効

果
的
な
映
像
を
活
用
し
た
実

践
的
な
ド
ラ
イ
ブ
レ
コ
ー
ダ

セ
ミ
ナ
ー
と
す
る
ほ
か
︑﹁
Ｗ

Ｅ
Ｂ
版
ヒ
ヤ
リ
ハ
ッ
ト
集
﹂

の
充
実
を
図
る
︒

③ 

安
全
対
策
機
器
の
普
及
促
進

・ 

ド
ラ
イ
ブ
レ
コ
ー
ダ
を
は
じ

め
と
し
た
後
方
視
野
等
確
認

支
援
装
置
︑
ア
ル
コ
ー
ル
イ

ン
タ
ー
ロ
ッ
ク
な
ど
安
全
対

策
機
器
の
導
入
を
助
成
し
︑

積
極
的
な
普
及
促
進
を
図
る
︒

・ 

衝
突
時
被
害
軽
減
ブ
レ
ー
キ

搭
載
車
両
等
先
進
安
全
自
動

車
（
Ａ
Ｓ
Ｖ
）
の
普
及
拡
大

を
図
る
︒

④ 

高
度
な
Ｉ
Ｔ
点
呼
シ
ス
テ
ム

の
普
及
拡
大

・ 

運
行
管
理
の
効
率
化
を
図
る

た
め
︑
Ｉ
Ｔ
点
呼
に
係
る
活

用
範
囲
の
拡
大
を
図
る
と
と

も
に
︑
輸
送
の
安
全
確
保
体

制
の
充
実
を
図
る
︒

・ 

デ
ジ
タ
ル
式
運
行
記
録
計
等

の
高
度
化
に
合
わ
せ
︑
Ｉ
Ｔ

機
器
等
を
活
用
し
た
高
度
な

点
呼
シ
ス
テ
ム
の
普
及
拡
大

を
図
る
︒

⑤ 

国
際
海
陸
一
貫
運
送
コ
ン
テ

ナ
の
自
動
車
運
送
の
安
全
確

保
・ ﹁
国
際
海
上
コ
ン
テ
ナ
の
陸
上

に
お
け
る
安
全
輸
送
ガ
イ
ド

ラ
イ
ン
﹂
の
更
な
る
周
知
活

動
と
︑
国
際
海
上
コ
ン
テ
ナ

輸
送
に
お
け
る
運
行
の
適
正

化
お
よ
び
交
通
事
故
防
止
の

徹
底
を
図
る
︒

・ 

45
㌳
コ
ン
テ
ナ
の
陸
上
輸
送

に
お
け
る
安
全
性
の
確
保
や

法
的
環
境
整
備
︑
マ
ル
チ
ト

レ
ー
ラ
等
輸
送
を
効
率
化
す

る
新
技
術
導
入
に
向
け
た
方

策
を
推
進
す
る
︒

⑥ 「
運
輸
安
全
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
」

の
普
及
拡
大

・ 

運
輸
安
全
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
評

価
制
度
見
直
し
（
最
低
車
両

台
数
の
範
囲
拡
大
）
に
つ
い

て
周
知
す
る
と
と
も
に
︑
運

輸
安
全
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
に
つ

い
て
︑
一
層
の
定
着
と
取
組

み
の
深
度
化
︑
高
度
化
を
図

る
た
め
︑
官
民
一
体
で
取
り

組
む
普
及
・
啓
発
活
動
を
推

進
す
る
︒ 

⑦ 

駐
車
問
題
見
直
し
へ
の
対
応

・ 

貨
物
集
配
中
の
事
業
用
ト
ラ

ッ
ク
に
係
る
駐
車
規
制
の
見

直
し
に
伴
う
諸
課
題
に
つ
い

て
情
報
収
集
に
努
め
︑
必
要

に
応
じ
︑
改
善
に
向
け
た
関

係
機
関
へ
の
働
き
か
け
を
行

う
︒

・ 

ト
ラ
ッ
ク
ド
ラ
イ
バ
ー
の
労

働
環
境
の
改
善
に
向
け
︑
大

型
車
駐
車
場
案
内
シ
ス
テ
ム

に
つ
い
て
調
査
・
研
究
を
行

う
︒

⑧ 

全
国
ト
ラ
ッ
ク
ド
ラ
イ
バ
ー

・
コ
ン
テ
ス
ト
の
実
施

・ 

安
全
意
識
な
ら
び
に
運
転
技

能
の
向
上
を
図
る
た
め
﹁
全

国
ト
ラ
ッ
ク
ド
ラ
イ
バ
ー
・

コ
ン
テ
ス
ト
﹂を
実
施
す
る
︒

⑨ 

ト
ラ
ッ
ク
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
の
管

理
運
営

・ 

長
距
離
運
行
ト
ラ
ッ
ク
の
安

全
運
行
確
保
を
目
的
と
し

た
︑
ト
ラ
ッ
ク
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

の
管
理
運
営
に
つ
い
て
︑
利

用
実
態
を
踏
ま
え
た
運
営
の

効
率
化
を
図
り
つ
つ
︑
利
用

者
が
快
適
に
施
設
を
利
用
で

き
る
よ
う
計
画
的
な
施
設
の

保
全
及
び
運
営
を
行
な
う
︒

○
労
働
対
策

① 

過
労
死
等
防
止
対
策
の
推
進

・ 

平
成
29
年
度
に
策
定
し
た

﹁
過
労
死
等
防
止
計
画
﹂
の

具
体
的
な
行
動
計
画
に
基
づ

き
︑
関
係
者
が
一
丸
と
な
っ

て
過
労
死
等
防
止
対
策
を
推

進
す
る
︒

・ ﹁
過
労
死
等
防
止
対
策
白
書
﹂

（
厚
生
労
働
省
発
行
）
に
基

づ
き
︑
過
労
死
防
止
対
策
等

を
取
り
ま
と
め
た
啓
発
資
料

を
活
用
し
た
セ
ミ
ナ
ー
等
を

通
じ
︑
過
労
死
防
止
の
意
識

の
高
揚
を
図
る
と
と
も
に
︑

過
労
死
予
防
対
策
の
普
及
・

促
進
を
図
る
︒

② 

健
康
状
態
に
起
因
す
る
事
故

及
び
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
対
策

の
推
進

・ ﹁
ト
ラ
ッ
ク
運
送
事
業
者
の
た

め
の
健
康
起
因
事
故
防
止
マ

ニ
ュ
ア
ル
﹂
を
活
用
し
た
セ

ミ
ナ
ー
等
を
通
じ
︑
健
康
起

因
事
故
防
止
対
策
を
推
進
す

る
と
と
も
に
︑
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル

ス
対
策
強
化
に
つ
い
て
普
及

・
啓
発
を
図
る
︒

・ 

中
小
ト
ラ
ッ
ク
運
送
事
業
者

の
た
め
の
健
康
管
理
シ
ス
テ

ム
に
つ
い
て
︑
導
入
・
活
用

を
推
進
す
る
︒

・ 
ま
た
︑
国
土
交
通
省
の
﹁
事

業
用
自
動
車
健
康
起
因
事
故

対
策
協
議
会
﹂
で
審
議
す
る

脳
・
心
臓
な
ど
主
要
疾
病
等

に
対
す
る
検
査
方
法
等
に
つ

い
て
普
及
を
図
る
︒

・ 

ド
ラ
イ
バ
ー
の
睡
眠
時
無
呼

吸
症
候
群
（
Ｓ
Ａ
Ｓ
）
ス
ク

リ
ー
ニ
ン
グ
検
査
に
対
す
る

助
成
を
行
う
と
と
も
に
︑
ス

ク
リ
ー
ニ
ン
グ
検
査
後
の
治

療
状
況
な
ど
の
把
握
に
努
め

る
︒

③ 

労
働
災
害
防
止
、
荷
主
対
策

の
推
進

・ 

荷
主
先
を
含
め
た
労
働
災
害

の
発
生
状
況
等
の
実
態
を
調

査
分
析
・
把
握
す
る
た
め
︑

陸
上
貨
物
運
送
事
業
労
働
災

害
防
止
協
会
等
関
係
機
関
と

の
連
携
を
図
り
つ
つ
︑
第
13

次
労
働
災
害
防
止
計
画
（
２

０
１
８
～
２
０
２
２
）
を
踏
ま

え
た
労
働
災
害
防
止
に
取
り

組
む
︒

・ 

安
全
衛
生
管
理
の
徹
底
と
︑

﹁
陸
上
貨
物
運
送
事
業
に
お

け
る
荷
役
作
業
の
安
全
対
策

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
﹂
の
周
知
・

徹
底
を
図
る
︒

④ 

高
速
道
路
の
Ｓ
Ａ
・
Ｐ
Ａ
、

道
の
駅
に
お
け
る
駐
車
ス
ペ

ー
ス
の
確
保
・
拡
充

・ 

ド
ラ
イ
バ
ー
が
計
画
通
り
運

行
し
︑
労
働
関
係
法
令
を
遵

守
で
き
る
よ
う
︑
高
速
道
路

の
Ｓ
Ａ
・
Ｐ
Ａ
︑
道
の
駅
等

に
お
け
る
駐
車
ス
ペ
ー
ス
の

確
保
や
拡
充
に
つ
い
て
︑
要

望
を
行
う
な
ど
対
応
を
図
る
︒

⑤ 

フ
ェ
リ
ー
利
用
等
の
推
進
に

向
け
た
対
策

・ 

北
海
道
・
九
州
～
本
州
間
等

の
フ
ェ
リ
ー
利
用
等
に
つ
い

て
︑
高
速
道
路
料
金
の
割
引

に
相
当
す
る
助
成
制
度
の
創

設
の
要
望
な
ど
︑
フ
ェ
リ
ー

利
用
等
の
推
進
に
向
け
た
対

策
の
検
討
を
行
う
︒

⑸ 

高
速
道
路
通
行
料
金
の
大
口

・
多
頻
度
割
引
最
大
50
％
の

継
続
・
恒
久
化
、
割
引
制
度

の
充
実
及
び
更
な
る
高
速
道

路
の
積
極
的
な
活
用
に
向
け

た
諸
対
策
の
実
現

① 

大
口
・
多
頻
度
割
引
最
大
50

％
の
継
続
・
恒
久
化
及
び
更

な
る
割
引
制
度
の
充
実

・ 

高
速
道
路
の
利
用
を
さ
ら
に

促
進
す
る
た
め
︑
高
速
道
路

料
金
の
大
口
・
多
頻
度
割
引

最
大
50
％
の
継
続
・
恒
久
化

及
び
長
距
離
逓
減
制
の
割
引

及
び
深
夜
割
引
等
の
拡
充
な

ど
更
な
る
割
引
制
度
の
充
実

に
向
け
て
︑
積
極
的
な
要
望

活
動
や
行
政
機
関
等
と
の
調

整
を
行
う
︒

② 

全
国
の
高
速
道
路
ネ
ッ
ト
ワ

ー
ク
の
積
極
的
な
整
備
の
推

進
及
び
ミ
ッ
シ
ン
グ
リ
ン
ク

の
解
消

・ 

輸
送
時
間
の
短
縮
︑
定
時
性

の
確
保
︑
物
流
効
率
化
に
よ

る
経
済
活
動
の
活
性
化
等
高

速
道
路
の
持
つ
効
果
が
最
大

限
に
発
揮
さ
れ
る
よ
う
︑
高

速
道
路
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
積

極
的
な
整
備
の
推
進
や
ミ
ッ

シ
ン
グ
リ
ン
ク
の
解
消
に
向

け
て
︑
国
土
交
通
省
や
全
国

道
路
利
用
者
会
議
等
関
係
機

関
と
連
携
を
図
り
︑
積
極
的

な
要
望
活
動
を
行
う
︒

③ 
高
速
道
路
に
お
け
る
暫
定
２

車
線
の
４
車
線
化
な
ど
安
全

対
策
の
推
進
や
渋
滞
対
策
の

推
進

・ 

よ
り
安
全
に
高
速
道
路
を
利

用
し
︑
輸
送
時
間
の
短
縮
な

ど
高
速
道
路
の
持
つ
効
果
が

最
大
限
に
発
揮
さ
れ
る
よ

う
︑
暫
定
２
車
線
の
４
車
線

化
な
ど
安
全
対
策
及
び
渋
滞

対
策
の
推
進
に
向
け
て
︑
国

土
交
通
省
や
全
国
道
路
利
用

者
会
議
等
関
係
機
関
と
連
携

を
図
り
︑
積
極
的
な
要
望
活

事
　
業
　
計
　
画

▪　

最
重
点
施
策　

▪

【
最
重
点
施
策
】

⑴ 

長
時
間
労
働
是
正
を
図
る
た
め
、
生
産
性
の
向
上
や
取
引
環
境
の

改
善
等
「
働
き
方
改
革
」
の
実
現
に
向
け
た
対
策
の
推
進

⑵ 

標
準
貨
物
自
動
車
運
送
約
款
の
明
確
化
等
を
踏
ま
え
た
適
正
な
運

賃
・
料
金
収
受
の
推
進

⑶ 

人
材
確
保
対
策
の
推
進

⑷ 

交
通
及
び
労
災
事
故
の
防
止
の
徹
底

⑸ 

高
速
道
路
通
行
料
金
の
大
口
・
多
頻
度
割
引
最
大
50
％
の
継
続
・

恒
久
化
、
割
引
制
度
の
充
実
及
び
更
な
る
高
速
道
路
の
積
極
的
な

活
用
に
向
け
た
諸
対
策
の
実
現

⑹ 

参
入
基
準
の
厳
格
化
等
規
制
緩
和
の
見
直
し
の
促
進

⑺ 

新
技
術
を
活
用
し
た
物
流
の
効
率
化
等
の
推
進

【
重
点
施
策
】

⑴ 

自
動
車
関
係
諸
税
の
簡
素
化
・
軽
減
の
実
現

⑵ 

燃
料
費
対
策
等
の
推
進

⑶ 

環
境
・
省
エ
ネ
対
策
の
推
進

⑷ 

適
正
化
事
業
等
の
推
進
に
よ
る
法
令
遵
守
の
徹
底

⑸ 

大
規
模
災
害
発
生
時
に
お
け
る
緊
急
輸
送
体
制
の
確
立

全
ト
協

事
業
計
画
と
予
算
平成30年
3月8日
第174回

理事会承認
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年
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動
を
行
う
︒

④ 
Ｅ
Ｔ
Ｃ
２
・
０
を
活
用
し
た

物
流
対
策

・ 
Ｅ
Ｔ
Ｃ
２
・
０
の
更
な
る
普

及
促
進
を
図
る
た
め
︑
Ｅ
Ｔ

Ｃ
２
・
０
を
活
用
し
た
﹁
車

両
運
行
管
理
支
援
サ
ー
ビ

ス
﹂
の
普
及
︑
高
速
道
路
か

ら
一
時
退
出
し
た
場
合
の
退

出
時
間
の
拡
充
や
料
金
の
継

続
︑﹁
特
車
ゴ
ー
ル
ド
﹂（
特

殊
車
両
通
行
許
可
の
簡
素

化
）
の
周
知
等
各
種
物
流
対

策
の
充
実
に
向
け
た
対
応
を

図
る
︒

⑹ 

参
入
基
準
の
厳
格
化
等
規
制

緩
和
の
見
直
し
の
促
進

① 

参
入
基
準
の
厳
格
化
等
規
制

緩
和
の
見
直
し
の
促
進

・ 

国
土
交
通
省
と
適
正
化
実
施

機
関
と
の
連
携
を
強
化
し
︑

新
規
事
業
者
の
参
入
基
準
の

厳
格
化
等
行
き
過
ぎ
た
規
制

緩
和
の
見
直
し
を
要
望
す
る
︒

・ 

利
用
運
送
事
業
に
関
し
て
︑

実
態
を
踏
ま
え
つ
つ
︑
規
制

の
在
り
方
等
に
つ
い
て
検
討

を
行
う
︒

・ 

貨
物
自
動
車
運
送
事
業
の
許

可
に
係
る
更
新
制
度
に
つ
い

て
検
討
を
行
う
︒

⑺ 

新
技
術
を
活
用
し
た
物
流
の

効
率
化
等
の
推
進

① 

自
動
運
転
・
隊
列
走
行
の
対

応
・ 

国
の
先
進
安
全
自
動
車
（
Ａ

Ｓ
Ｖ
）
推
進
計
画
及
び
隊
列

走
行
実
現
に
向
け
た
取
り
組

み
に
参
画
し
︑
よ
り
安
全
性

の
高
い
自
動
車
運
転
技
術
の

普
及
等
に
取
り
組
む
︒

・ 

ド
ラ
イ
バ
ー
不
足
や
生
産
性

向
上
等
に
資
す
る
自
動
運
転

・
隊
列
走
行
な
ど
新
技
術
を

活
用
し
た
物
流
の
効
率
化
等

の
推
進
に
つ
い
て
要
望
を
行

う
と
と
も
に
︑
関
係
機
関
と

検
討
を
行
う
︒

② 

Ｉ
Ｔ
化
の
推
進

・ 

中
小
ト
ラ
ッ
ク
運
送
事
業
者

を
対
象
と
し
た
情
報
化
支
援

諸
施
策
を
行
う
︒
ま
た
︑
先

進
活
用
事
例
や
セ
キ
ュ
リ
テ

ィ
対
策
等
を
幅
広
く
周
知
す

る
と
と
も
に
︑
セ
ミ
ナ
ー
を

開
催
す
る
な
ど
Ｉ
Ｔ
活
用
の

推
進
を
図
り
︑
事
業
者
の
生

産
性
向
上
等
を
支
援
す
る
︒

・ 
輸
送
効
率
向
上
と
Ｉ
Ｔ
化
を

促
進
す
る
た
め
︑
求
荷
求
車

⑴ 

自
動
車
関
係
諸
税
の
簡
素
化

・
軽
減
の
実
現

① 

自
動
車
関
係
諸
税
の
簡
素
化

・
軽
減
の
実
現

・ 

自
動
車
関
係
諸
税
の
簡
素
化

・
軽
減
に
向
け
て
︑
自
動
車

関
係
団
体
と
連
携
を
図
り
︑

政
府
与
党
等
に
対
し
要
望
・

陳
情
活
動
を
積
極
的
に
展
開

す
る
︒
ま
た
︑
営
業
用
ト
ラ

ッ
ク
に
対
し
て
新
た
な
税
負

担
と
な
る
よ
う
な
議
論
が
生

じ
た
場
合
に
は
︑
こ
れ
を
阻

止
す
る
た
め
の
要
望
・
陳
情

活
動
を
展
開
す
る
︒

② 

軽
油
引
取
税
の
旧
暫
定
税
率

の
廃
止
等
税
負
担
の
軽
減 

・ 

軽
油
引
取
税
は
︑
一
般
財
源

化
に
よ
り
本
来
国
民
が
公
平

に
負
担
す
べ
き
で
あ
る
に
も

か
か
わ
ら
ず
︑﹁
当
分
の
間

税
率
﹂
と
名
前
を
変
え
て
ト

ラ
ッ
ク
運
送
事
業
者
が
負
担

を
強
い
ら
れ
て
お
り
︑
税
負

担
の
公
平
の
原
則
に
著
し
く

反
し
て
い
る
こ
と
か
ら
︑
軽

油
引
取
税
の
旧
暫
定
税
率
の

廃
止
に
向
け
て
︑
政
府
与
党

等
に
対
し
要
望
・
陳
情
活
動

を
展
開
す
る
︒

⑵ 

燃
料
費
対
策
等
の
推
進

① 

自
家
用
燃
料
供
給
施
設
整
備

支
援
助
成
事
業
及
び
燃
料
費

対
策
特
別
融
資
の
実
施

・ 

自
家
用
燃
料
供
給
施
設
に
対

情
報
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
事
業
を

支
援
す
る
︒

③ 

中
継
輸
送
及
び
共
同
輸
配
送

の
対
応

・ 

国
土
交
通
省
の
﹁
中
継
輸
送

実
施
の
手
引
き
﹂
に
つ
い
て

周
知
す
る
な
ど
︑
中
小
事
業

者
が
対
応
可
能
な
中
継
輸
送

や
共
同
輸
配
送
に
つ
い
て
必

要
な
対
応
を
図
る
︒

す
る
助
成
を
実
施
す
る
と
と

も
に
︑
助
成
を
受
け
た
給
油

施
設
を
大
災
害
等
の
際
の
緊

急
輸
送
時
に
お
け
る
燃
料
供

給
に
活
用
す
る
︒

・ 
軽
油
等
燃
料
費
対
策
お
よ
び

環
境
・
省
エ
ネ
に
対
す
る
重

要
性
に
鑑
み
︑
最
新
排
出
ガ

ス
規
制
適
合
車
等
の
導
入
に

必
要
な
設
備
資
金
融
資
に
対

す
る
利
子
補
給
を
行
う
︒

② 

石
油
製
品
価
格
動
向
調
査
の

実
施

・ 

石
油
製
品
価
格
の
動
向
を
調

査
す
る
と
と
も
に
︑
石
油
製

品
及
び
石
油
製
品
間
の
需
給

動
向
や
価
格
の
変
動
要
因
に

つ
い
て
分
析
を
行
い
︑
対
応

策
を
検
討
す
る
︒

③ 

燃
料
サ
ー
チ
ャ
ー
ジ
導
入
の

積
極
的
な
促
進

・ 

国
土
交
通
省
と
連
携
を
図

り
︑
燃
料
サ
ー
チ
ャ
ー
ジ
ガ

イ
ド
ラ
イ
ン
を
周
知
す
る
な

ど
導
入
を
促
進
す
る
と
と
も

に
︑
サ
ー
チ
ャ
ー
ジ
な
ど
を

適
正
に
収
受
す
る
た
め
の
方

策
を
検
討
す
る
︒

⑶ 

環
境
・
省
エ
ネ
対
策
の
推
進

① 

新
・
環
境
基
本
行
動
計
画
の

推
進

・ ﹁
新
・
環
境
基
本
行
動
計
画
﹂

を
踏
ま
え
︑
先
進
環
境
対
応

車
の
導
入
の
促
進
︑
車
両
の

大
型
化
等
輸
送
の
効
率
化
︑

環
境
啓
発
活
動
を
推
進
す
る
︒

・ 

Ｃ
Ｏ
Ｐ
21
で
採
択
さ
れ
た
パ

リ
協
定
を
踏
ま
え
閣
議
決
定

さ
れ
た
﹁
地
球
温
暖
化
対
策

計
画
﹂
に
基
づ
く
温
室
効
果

ガ
ス
の
排
出
抑
制
に
取
り
組

む
︒

② 

エ
コ
ド
ラ
イ
ブ
の
徹
底
に
向

け
た
Ｅ
Ｍ
Ｓ
機
器
等
の
導
入

及
び
ア
イ
ド
リ
ン
グ
ス
ト
ッ

プ
支
援
機
器
の
普
及
促
進

・ 

燃
料
消
費
量
の
削
減
効
果
が

高
い
デ
ジ
タ
ル
式
運
行
記
録

計
な
ど
Ｅ
Ｍ
Ｓ
機
器
等
の
導

入
の
た
め
の
補
助
事
業
を
促

進
す
る
︒

・ 

エ
ア
ヒ
ー
タ
ー
︑
バ
ッ
テ
リ
ー

式
冷
暖
房
装
置
等
の
導
入
の

た
め
の
事
業
を
実
施
す
る
︒

③ 

Ｎ
Ｇ
Ｖ
等
環
境
対
応
車
の
普

及
促
進

・ 

環
境
対
応
車
で
あ
る
Ｎ
Ｇ
Ｖ

及
び
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
車
の
導

入
を
促
進
す
る
事
業
を
実
施

す
る
︒

・ 

環
境
保
全
と
エ
ネ
ル
ギ
ー
セ

キ
ュ
リ
テ
ィ
等
の
観
点
か
ら
︑

利
用
し
や
す
い
圧
縮
天
然
ガ

ス
ス
タ
ン
ド
設
置
に
対
す
る

助
成
を
行
う
︒

⑷ 

適
正
化
事
業
等
の
推
進
に
よ

る
法
令
遵
守
の
徹
底

① 

事
故
防
止
・
安
全
対
策
等
の

指
導
内
容
の
充
実
強
化
及
び

事
業
者
・
運
行
管
理
者
等
に

対
す
る
指
導
・
啓
発
の
推
進

・ 

巡
回
指
導
は
︑新
規
事
業
者
︑

総
合
評
価
が
低
い
事
業
者

等
︑
優
先
度
に
応
じ
た
指
導

内
容
及
び
頻
度
で
行
い
︑
法

令
遵
守
の
徹
底
に
つ
い
て
指

導
・
啓
発
を
図
る
︒
ま
た
︑

巡
回
指
導
実
施
目
標
件
数
を

定
め
る
な
ど
指
導
の
強
化
を

図
る
︒

・ 

行
政
と
連
携
し
︑
速
報
制
度

並
び
に
新
規
参
入
事
業
者
に

対
す
る
新
規
巡
回
指
導
及
び

労
基
特
別
巡
回
指
導
へ
の
的

確
な
対
応
を
図
る
︒

・ 

巡
回
指
導
等
を
通
じ
て
︑
社

会
保
険
等
の
未
加
入
事
業
者

に
対
し
︑
社
会
保
険
制
度
に

関
す
る
周
知
を
図
る
と
と
も

に
︑
加
入
の
徹
底
を
的
確
に

指
導
す
る
︒

・ 

地
方
実
施
機
関
に
対
す
る
巡

回
指
導
の
実
態
調
査
等
に
よ

り
︑新
し
い
巡
回
指
導
指
針
︑

マ
ニ
ュ
ア
ル
の
徹
底
を
図
り
︑

評
価
手
法
の
全
国
均
一
化
を

推
進
す
る
︒

・ 

適
正
化
事
業
指
導
員
の
専
任

化
を
推
進
す
る
と
と
も
に
︑

地
方
実
施
機
関
の
指
導
体
制

の
強
化
を
図
る
︒

② 

安
全
性
評
価
事
業
（
Ｇ
マ
ー

ク
制
度
）
の
積
極
的
な
推
進

及
び
普
及
促
進
策
の
実
施

・ ﹁
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
安

全
性
評
価
事
業
（
Ｇ
マ
ー
ク

制
度
）﹂
に
つ
い
て
︑
引
き
続

き
関
係
行
政
機
関
や
地
方
貨

物
自
動
車
運
送
適
正
化
事
業

実
施
機
関
と
連
携
し
︑
円
滑

な
推
進
を
図
る
︒

・ 

Ｇ
マ
ー
ク
制
度
の
認
知
度
ア

ッ
プ
を
図
る
た
め
︑
引
き
続

き
Ｇ
マ
ー
ク
ラ
ッ
ピ
ン
グ
ト
ラ

ッ
ク
の
走
行
及
び
Ｗ
Ｅ
Ｂ
を

利
用
し
た
一
般
消
費
者
等
向

け
の
認
知
度
ア
ン
ケ
ー
ト
を

実
施
す
る
な
ど
広
報
啓
発
活

動
を
展
開
す
る
︒
ま
た
︑
荷

主
等
に
対
し
︑
Ｇ
マ
ー
ク
の

安
全
優
位
性
に
つ
い
て
啓
発

を
行
う
な
ど
︑
Ｇ
マ
ー
ク
事

業
所
の
利
用
促
進
を
図
る
︒

・ 

全
ト
協
会
長
名
で
荷
主
に
対

し
て
︑
Ｇ
マ
ー
ク
取
得
事
業

所
の
優
位
を
高
め
る
方
策
に

つ
い
て
検
討
を
図
る
︒

・ 

Ｇ
マ
ー
ク
ス
テ
ッ
カ
ー
の
﹁
有

効
期
限
切
れ
﹂や﹁
廃
車
時
﹂

の
剥
離
の
徹
底
等
︑
ス
テ
ッ

カ
ー
の
適
正
な
管
理
を
推
進

す
る
︒

③ 

適
正
化
事
業
指
導
員
に
係
る

研
修
事
業
の
充
実
並
び
に
更

な
る
資
質
の
向
上

・ 

全
国
研
修
で
は
︑
実
践
的
な

調
査
技
術
や
専
門
的
知
識
の

修
得
等
︑
指
導
実
務
に
即
し

た
研
修
を
開
催
す
る
︒
特
に
︑

特
別
研
修
及
び
ス
キ
ル
ア
ッ

プ
研
修
は
︑
時
宜
を
得
た
テ

ー
マ
を
設
定
し
研
修
の
高
度

化
を
図
る
︒

・ 

運
輸
局
︑
運
輸
支
局
と
の
官

民
合
同
の
地
方
ブ
ロ
ッ
ク
研

修
を
推
進
し
情
報
の
共
有
を

図
る
と
と
も
に
︑
地
域
の
諸

課
題
に
つ
い
て
討
議
を
行
う
︒

・ 

全
国
研
修
を
補
完
す
る
小
規

模
グ
ル
ー
プ
研
修
で
は
︑
模

擬
巡
回
指
導
や
グ
ル
ー
プ
討

議
等
の
実
施
に
よ
り
︑
評
価

手
法
の
全
国
均
一
化
を
図
る
︒

・ 

適
正
化
事
業
指
導
員
の
更
な

る
資
質
の
向
上
を
図
る
た

め
︑
運
行
管
理
者
資
格
の
取

得
を
積
極
的
に
推
進
す
る
︒

④ 

車
両
及
び
道
路
通
行
等
諸
規

制
の
緩
和
要
望
の
推
進

・ 

車
両
制
限
令
及
び
特
車
申
請

の
運
用
の
あ
り
方
等
に
つ
い

て
︑
制
度
の
簡
素
化
・
手
続

き
の
迅
速
化
︑
ま
た
各
種
規

制
の
緩
和
等
に
つ
い
て
︑
国

土
交
通
省
等
に
対
し
て
適
宜

要
望
を
行
う
︒

・ 

車
両
制
限
令
違
反
者
に
対
す

る
大
口
多
頻
度
割
引
停
止
措

置
の
運
用
に
つ
い
て
実
態
を

踏
ま
え
︑
国
土
交
通
省
等
に

対
し
て
適
宜
要
望
を
行
う
︒

⑤ 

特
殊
車
両
通
行
許
可
制
度
の

遵
守
の
徹
底

・ 

特
殊
車
両
に
か
か
る
法
令
遵

守
等
を
図
る
た
め
︑
許
可
条

件
違
反
へ
の
対
応
等
関
係
法

令
改
正
に
つ
い
て
関
係
行
政

機
関
と
連
携
し
講
習
会
を
開

催
す
る
︒

⑸ 

大
規
模
災
害
発
生
時
に
お
け

る
緊
急
輸
送
体
制
の
確
立

① 

大
規
模
災
害
発
生
時
に
お
け

る
緊
急
物
資
輸
送
体
制
の
確

立
及
び
復
興
関
連
申
請
書
手

続
き
の
弾
力
的
運
用

・ 

全
ト
協
﹁
防
災
業
務
計
画
﹂

に
基
づ
き
︑
必
要
な
体
制
整

備
を
推
進
す
る
と
と
も
に
︑

こ
れ
ま
で
の
大
規
模
災
害
対

応
等
を
踏
ま
え
つ
つ
緊
急
物

資
輸
送
体
制
の
確
立
を
図
る
︒

・ 

他
の
指
定
公
共
機
関
と
の
連

携
強
化
を
図
る
と
と
も
に
︑

国
等
の
関
係
機
関
の
訓
練
に

積
極
的
に
対
応
す
る
︒
ま
た
︑

全
日
本
ト
ラ
ッ
ク
協
会
と
各

都
道
府
県
ト
ラ
ッ
ク
協
会
間

の
緊
急
通
信
体
制
（
テ
レ
ビ

会
議
シ
ス
テ
ム
等
）
の
整
備

及
び
情
報
伝
達
の
訓
練
を
行

う
︒

・ 

ト
ラ
ッ
ク
運
送
事
業
者
及
び

協
同
組
合
の
自
家
用
ス
タ
ン

ド
を
活
用
し
た
給
油
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
の
整
備
を
推
進
す

る
︒                      

・ 

災
害
発
生
時
や
復
興
時
に
お

い
て
ト
ラ
ッ
ク
輸
送
に
必
要

と
な
る
諸
手
続
き
の
簡
素

化
︑
ダ
ン
プ
カ
ー
や
セ
メ
ン

ト
輸
送
車
両
の
緊
急
時
の
輸

送
体
制
の
あ
り
方
に
つ
い
て

検
討
す
る
︒

② 

大
規
模
災
害
発
生
時
に
備
え

た
物
流
専
門
家
の
育
成

・ 

大
規
模
災
害
発
生
時
に
お
け

る
広
域
的
な
物
資
輸
送
体
制

の
確
立
を
図
る
た
め
︑
各
都

道
府
県
ト
ラ
ッ
ク
協
会
と
連

携
し
︑
基
礎
知
識
の
習
得
の

場
を
設
定
す
る
等
に
よ
り
︑

物
流
専
門
家
の
育
成
を
推
進

す
る
︒

⑹
そ
の
他

① 

引
越
事
業
者
優
良
認
定
制
度

の
推
進
と
消
費
者
サ
ー
ビ
ス

の
向
上

・ 

引
越
事
業
者
優
良
認
定
制
度

の
普
及
促
進
を
図
る
と
と
も

に
︑
一
般
消
費
者
の
認
知
度

を
向
上
さ
せ
る
た
め
の
積
極

的
な
周
知
活
動
を
行
う
︒

・ 

一
般
消
費
者
か
ら
の
輸
送
相

談
に
対
応
す
る
た
め
︑
関
係

行
政
︑
関
係
団
体
︑
法
律
専

門
家
等
と
の
連
携
に
よ
り
︑

相
談
体
制
の
強
化
を
図
る
︒

・ 

引
越
講
習（
引
越
基
本
講
習
︑

引
越
管
理
者
講
習
）
を
開
催

し
て
︑
引
越
約
款
や
法
令
等

の
周
知
徹
底
を
図
る
と
と
も

に
︑
認
定
講
師
と
し
て
全
ト

協
担
当
部
内
職
員
へ
の
教
育

及
び
外
部
講
師
の
育
成
に
取

り
組
む
︒
ま
た
︑
お
客
様
対

応
責
任
者
研
修
の
充
実
を
図

る
︒

② 

標
準
引
越
運
送
約
款
改
正
に

伴
う
事
業
者
及
び
消
費
者
へ

の
周
知

・ 

平
成
30
年
６
月
に
改
正
が
予

定
さ
れ
て
い
る
標
準
引
越
運

送
約
款
に
つ
い
て
︑
引
越
講

習
等
で
事
業
者
へ
周
知
徹
底

す
る
と
と
も
に
︑
全
ト
協
ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ
や
各
都
道
府
県

ト
ラ
ッ
ク
協
会
を
通
じ
て
消

費
者
へ
の
周
知
活
動
を
推
進

す
る
︒

③ 

「
広
報
と
ら
っ
く
」等
に
よ
る

会
員
事
業
者
向
け
情
報
提
供

及
び
各
種
広
報
媒
体
を
活
用

し
た
Ｐ
Ｒ
対
策
の
推
進

・ 
労
働
力
確
保
お
よ
び
業
界
イ

メ
ー
ジ
向
上
の
た
め
の
テ
レ

ビ
Ｃ
Ｍ
素
材
を
制
作
し
︑
各

都
道
府
県
ト
ラ
ッ
ク
協
会
に

配
布
す
る
ほ
か
︑
大
型
ビ
ジ

ョ
ン
を
活
用
し
た
街
頭
Ｐ
Ｒ

を
行
う
︒

・ 

高
校
新
卒
者
等
を
中
心
と
し

た
若
年
労
働
力
確
保
の
た
め

の
Ｄ
Ｖ
Ｄ
を
制
作
し
︑
各
都

道
府
県
ト
ラ
ッ
ク
協
会
に
配

布
す
る
︒

・ 

全
ト
協
が
創
立
70
周
年
を
迎

え
る
に
あ
た
り
︑
記
念
誌
を

制
作
し
各
都
道
府
県
ト
ラ
ッ

ク
協
会
を
は
じ
め
︑
関
係
行

政
機
関
等
に
配
布
す
る
︒

・ 

機
関
紙
﹁
広
報
と
ら
っ
く
﹂

（
毎
月
１
日
・
15
日
発
行

：
年
間
23
回
︑
１
回
の
発

行
部
数
５
万
５
０
０
０
部
）

を
発
行
し
︑
会
員
事
業
者
を

は
じ
め
︑
関
係
行
政
機
関
等

に
配
布
す
る
︒
ま
た
︑
必
要

に
応
じ
号
外
を
発
行
す
る
︒

・ 

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
運
営
お
よ

び
Ｓ
Ｎ
Ｓ
の
活
用
に
よ
り
︑

多
様
化
す
る
情
報
ニ
ー
ズ
に

幅
広
く
対
応
す
る
︒

・ 

 10
月
９
日﹁
ト
ラ
ッ
ク
の
日
﹂

を
中
心
に
全
国
紙
︑業
界
紙
︑

ラ
ジ
オ
放
送
︑
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
等
各
種
メ
デ
ィ
ア
を
活
用

す
る
と
と
も
に
︑
全
国
統
一

ポ
ス
タ
ー
を
作
成
・
配
布
す

る
な
ど
広
報
活
動
を
展
開
す

る
︒

・ 

荷
主
等
に
対
し
ト
ラ
ッ
ク
運

送
業
界
の
現
状
を
訴
え
る
と

と
も
に
︑適
正
取
引
の
推
進
︑

安
全
性
評
価
事
業
（
Ｇ
マ
ー

ク
制
度
）︑
引
越
事
業
者
優

良
認
定
制
度
（
引
越
安
心
マ

ー
ク
）
の
普
及
に
向
け
て
︑

各
種
メ
デ
ィ
ア
へ
の
Ｐ
Ｒ
活

動
を
展
開
す
る
︒

④ 

全
ト
協
及
び
都
道
府
県
ト
ラ

ッ
ク
協
会
の
情
報
共
有
化
対

策
の
推
進
及
び
連
携
体
制
の

整
備

・ 

全
ト
協
と
都
道
府
県
ト
ラ
ッ

ク
協
会
の
情
報
共
有
化
に
つ

い
て
検
討
す
る
︒

・ 

会
員
事
業
者
の
助
成
金
の
活

用
状
況
︑
Ｇ
マ
ー
ク
の
取
得

状
況
な
ど
様
々
な
情
報
に
つ

い
て
︑
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
（
事

業
所
番
号
）
を
活
用
し
た
検

索
に
つ
い
て
検
討
を
行
う
︒

⑤ 

全
ト
協
・
都
道
府
県
ト
ラ
ッ

ク
協
会
の
会
員
及
び
役
職
員

等
に
対
す
る
研
修
の
充
実
及

び
能
力
の
開
発

・ 

新
規
に
採
用
さ
れ
た
若
手
職

員
等
に
対
し
て
︑
ト
ラ
ッ
ク

運
送
業
界
の
基
本
的
な
知
識

の
習
得
や
現
場
研
修
を
通
じ

て
職
員
と
し
て
必
要
な
能
力

を
身
に
つ
け
る
た
め
の
研
修

を
実
施
す
る
と
と
も
に
︑
能

力
の
向
上
を
図
る
た
め
キ
ャ

リ
ア
ア
ッ
プ
制
度
に
関
わ
る

検
討
を
行
う
︒

⑥ 

海
外
関
係
団
体
・
関
係
機
関

と
の
交
流
の
促
進

・ 

Ｉ
Ｒ
Ｕ
（
国
際
道
路
輸
送
連

盟
）
等
は
じ
め
海
外
の
行
政

機
関
及
び
関
係
団
体
・
機
関

と
の
交
流
を
促
進
す
る
︒

⑦ 

庶
務
関
係
事
項

・ 

①
優
秀
運
転
者
等
の
表
彰
︑

②
正
し
い
運
転
・
明
る
い
輸

送
運
動
に
よ
る
表
彰
︑
③
業

界
の
永
年
勤
続
功
労
者
に
対

す
る
感
謝
・
表
彰
︑
④
ト
ラ

ッ
ク
輸
送
に
お
い
て
優
れ
た

業
績
に
対
す
る
鈴
木
賞
︑
等

を
実
施
し
て
き
た
が
︑
成
果

に
つ
い
て
検
証
し
︑
見
直
し

を
図
る
︒
開
催
す
る
会
議
は
︑

①
通
常
総
会
（
６
月
）︑
②

事
業
者
大
会
（
10
月
）︑
③

理
事
会（
６
月
︑７
月
︑12
月
︑

３
月
）︑
④
常
任
理
事
会
（
７

月
）︑⑤
正
副
会
長
会
議
（
必

要
に
よ
り
随
時
）︑
⑥
各
委

員
会
（
必
要
に
よ
り
随
時
）

と
す
る
︒

▪　

重
点
施
策　

▪
（単位：千円）

事業活動
収支の部

交
付
金
特
別
会
計

収入

支出

収支差額

収入

支出

収支差額

収入

支出

収支差額

投資活動
収支の部

財務活動
収支の部

予備費支出

当期収支差額

前期繰越収支差額

事業活動
収支の部

事業活動
収支の部

投資活動
収支の部

一
般
会
計

鈴
木
基
金
特
別
会
計

収入
支出
収支差額

収入
支出
収支差額

収入
支出
収支差額

収入
支出
収支差額
収入
支出
収支差額

投資活動
収支の部

財務活動
収支の部

予備費支出
当期収支差額
前期繰越収支差額

予備費支出
当期収支差額
前期繰越収支差額

交付金特別会計事業活動支出の内訳

（単位：千円）

注）▲はマイナス

平成30年度収支予算（総括）

674,143
580,831
93,312

1,600
10,600
▲9,000

10,000

10,000
0

62,000

20,000

▲30,312
50,312

▲62,000

0

1,000
0
0

1,000
0
0

4,240,073

5,089,344

▲849,271

44,900

▲44,900

0

1,350,312

1,300,000

50,312

10,000

▲853,859

853,859

事故防止対策事業費
1,366,493

安全性評価事業費
87,728

トラック運転者競技会事業費
24,553

中小企業経営改善対策事業費
433,463

利用者対策事業費
67,666

環境・エネルギー対策推進事業費
356,830

適正化事業費
683,728

共同利用施設運営事業費
7,000

災害時運送体制整備事業費
10,315

近代化基金利子補給事業費
429,700

総合物流対策事業費
290,605

管理費等
353,072

広報事業費
521,618

労働対策事業費
218,481
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こ
の
タ
イ
ト
ル
を
見
て
︑
す

ぐ
さ
ま
こ
れ
が
タ
イ
ヤ
の
名
前

だ
と
分
か
る
人
が
相
当
い
る
か

も
し
れ
ま
せ
ん
︒
グ
ッ
ド
イ
ヤ

ー
が
販
売
し
て
い
る
︑
乗
用
車

専
用
の
チ
ェ
ー
ン
規
制
対
応
オ

ー
ル
シ
ー
ズ
ン
タ
イ
ヤ
﹃
ベ
ク

タ
ー
４
シ
ー
ズ
ン
ズ
﹄
の
こ
と

で
す
︒
乗
用
車
タ
イ
ヤ
の
販
売

市
場
で
︑
第
二
の
冬
用
タ
イ
ヤ

と
し
て
確
固
た
る
地
位
を
築

き
︑
い
ま
で
は
ス
タ
ッ
ド
レ
ス

タ
イ
ヤ
の
代
わ
り
に
こ
の
オ
ー

ル
シ
ー
ズ
ン
タ
イ
ヤ
を
選
択
す

る
ユ
ー
ザ
ー
が
確
実
に
増
え
て

き
ま
し
た
︒

　

こ
れ
ま
で
の
冬
用
装
備
と
い

え
ば
︑
タ
イ
ヤ
の
側
面
に
﹁
Ｓ

Ｔ
Ｕ
Ｄ
Ｌ
Ｅ
Ｓ
Ｓ
﹂
の
刻
印
が

入
る
ス
タ
ッ
ド
レ
ス
タ
イ
ヤ
と
︑

自
分
で
着
脱
を
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
﹁
ゴ
ム
チ
ェ
ー
ン
（
鉄

チ
ェ
ー
ン
）﹂の
二
者
択
一
で
す
︒

タ
イ
ヤ
の
側
面
に﹁
Ｍ
＋
Ｓ（
Ｍ

Ｕ
Ｄ
＆
Ｓ
Ｎ
Ｏ
Ｗ
）﹂
の
刻
印

だ
け
が
入
る
﹁
オ
ー
ル
シ
ー
ズ

ン
タ
イ
ヤ
﹂
も
あ
り
ま
す
が
︑

高
速
道
路
で
チ
ェ
ー
ン
規
制
が

か
か
る
と
通
行
で
き
ま
せ
ん
︒

ト
ラ
ッ
ク
用
タ
イ
ヤ
で
﹁
ミ
ッ

ク
ス
﹂
と
呼
ば
れ
る
品
種
も
同

様
で
す
︒
つ
ま
り
︑﹁
Ｓ
Ｔ
Ｕ

Ｄ
Ｌ
Ｅ
Ｓ
Ｓ
﹂
表
記
の
な
い
タ

イ
ヤ
は
す
べ
て
︑
雪
道
を
安
全

に
走
行
で
き
る
性
能
を
持
ち
合

わ
せ
て
い
な
い
も
の
と
考
え
て

い
い
で
し
ょ
う
︒

　

そ
こ
で
︑
こ
の
﹃
ベ
ク
タ
ー

４
シ
ー
ズ
ン
ズ
﹄
は
﹁
Ｓ
Ｔ
Ｕ

Ｄ
Ｌ
Ｅ
Ｓ
Ｓ
﹂
の
刻
印
は
な
い

も
の
の
︑
山
の
形
を
し
た
﹁
ス

ノ
ー
フ
レ
ー
ク
マ
ー
ク
﹂
を
入

れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
チ
ェ
ー
ン

規
制
の
通
行
を
可
能
に
し
た
の

で
す
︒
実
は
ス
タ
ッ
ド

レ
ス
タ
イ
ヤ
に
も
こ
の

マ
ー
ク
が
入
っ
て
い
ま

す
︒

　
﹁
ス
ノ
ー
フ
レ
ー
ク
マ

ー
ク
﹂
と
い
う
の
は
欧

州
の
認
証
記
号
で
す
︒

き
わ
め
て
厳
し
い
寒
冷

地
で
も
十
分
な
性
能
を

発
揮
で
き
る
タ
イ
ヤ
と

し
て
認
証
さ
れ
︑
こ
の

マ
ー
ク
さ
え
あ
れ
ば
︑

国
内
の
チ
ェ
ー
ン
規
制

は
ク
リ
ア
で
き
ま
す
︒

第82回 「増えてきた『ベクター４シーズンズ』」

し
か
も
こ
の
﹃
ベ
ク
タ
ー
４
シ
ー

ズ
ン
ズ
﹄
は
︑
夏
場
の
路
面
で
走

行
を
し
て
も
︑
ノ
ー
マ
ル
タ
イ
ヤ

（
夏
用
タ
イ
ヤ
）
と
あ
ま
り
変
わ

ら
な
い
乗
り
心
地
で
︑
燃
費
性
能

や
雨
天
で
の
安
全
性
も
備
わ
っ
た

タ
イ
ヤ
で
す
か
ら
︑
少
雪
地
域
な

ど
で
最
大
の
能
力
を
発
揮
し
ま

す
︒
事
実
︑
北
海
道
や
東
北
の
豪

雪
地
域
以
外
で
広
く
重
宝
さ
れ
︑

特
に
タ
ク
シ
ー
業
界
で
は
︑
ス
タ

ッ
ド
レ
ス
タ
イ
ヤ
に
準
ず
る
氷
雪

上
性
能
に
加
え
︑
夏
冬
の
履
き
替

え
が
必
要
な
い
と
い
う
便
利
さ
か

ら
︑
こ
の
﹃
ベ
ク
タ
ー
４
シ
ー
ズ

ン
ズ
﹄
を
全
車
両
に
装
着
す
る
事

例
も
あ
る
ほ
ど
で
す
︒
ま
た
︑
今

後
は
カ
ー
シ
ェ
ア
リ
ン
グ
や
レ
ン

タ
カ
ー
の
車
両
に
対
し
て
の
導
入

も
広
ま
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
ま
す

か
ら
︑
あ
と
数
年
で
ス
タ
ッ
ド
レ

ス
タ
イ
ヤ
の
販
売
規
模
に
並
ぶ
可

能
性
が
あ
る
ほ
ど
装
着
率
が
伸
び

て
い
ま
す
︒

　

以
前
に
も
こ
の
﹃
ベ
ク
タ
ー
４

シ
ー
ズ
ン
ズ
﹄
を
当
コ
ラ
ム
で
紹

介
し
ま
し
た
が
︑
こ
の
タ
イ
ヤ
ほ

ど
日
本
の
気
候
に
合
っ
た
も
の
は

な
い
と
思
い
ま
す
︒
ス
タ
ッ
ド
レ

ス
タ
イ
ヤ
を
過
去
に
使
用
し
︑
冬

道
走
行
に
慣
れ
た
ド
ラ
イ
バ
ー
が

上
手
に
乗
り
こ
な
せ
ば
︑
北
海
道

以
外
の
雪
道
（
幹
線
道
路
）
は
ま

ず
問
題
な
く
走
れ
る
こ
と
が
証
明

さ
れ
て
い
ま
す
︒
近
い
将
来
︑こ
の

﹃
ベ
ク
タ
ー
４
シ
ー
ズ
ン
ズ
﹄
の

開
発
が
商
用
車
／
バ
ン
用
（
１
９

５
／
80
Ｒ
15
Ｌ
Ｔ
や
１
４
５
Ｒ
12

Ｌ
Ｔ
サ
イ
ズ
）
ま
で
広
が
れ
ば
︑

雪
道
で
の
立
ち
往
生
を
予
防
す
る

強
力
な
安
全
装
備
に
な
る
こ
と
は

間
違
い
な
い
で
し
ょ
う
︒

　

ス
タ
ッ
ド
レ
ス
タ
イ
ヤ
を
前
面

に
売
り
出
す
国
産
メ
ー
カ
ー
の
さ

じ
加
減
ひ
と
つ
だ
と
思
い
ま
す
が
︑

年
２
回
の
履
き
替
え
作
業
が
省
け

て
︑
突
然
の
降
雪
に
も
耐
え
ら
れ

る
︑
こ
の
﹁
ス
ノ
ー
フ
レ
ー
ク
マ

ー
ク
﹂
入
り
の
オ
ー
ル
シ
ー
ズ
ン

タ
イ
ヤ
を
︑
本
格
的
に
開
発
し
て

い
く
べ
き
時
代
に
入
っ
た
の
で
は
な

い
か
と
考
え
て
い
ま
す
︒

標
準
貨
物
自
動
車
運
送
約
款
一
部
改
正
▽
新
運
賃
・
料
金
届
出
促
進
企
画

　

現
在
︑
ト
ラ
ッ
ク
運
送
業

界
は
人
材
不
足
で
あ
り
︑
運

転
者
人
材
に
つ
い
て
必
要
な

人
数
を
確
保
で
き
な
い
実
態

が
あ
る
︒
人
材
不
足
の
理
由

と
し
て
真
っ
先
に
挙
げ
ら
れ

る
の
は
﹁
長
時
間
労
働
︑
低

賃
金
﹂
で
あ
る
︒
運
転
者
は

長
時
間
拘
束
さ
れ
て
も
︑
低

賃
金
で
あ
り
︑
１
時
間
当
た

り
の
賃
金
に
す
る
と
最
低
賃

金
ス
レ
ス
レ
と
い
う
ケ
ー
ス

も
珍
し
く
な
い
︒
運
賃
・
料

金
に
関
す
る
調
査
（
平
成
29

年
）
か
ら
も
︑
運
転
者
の
賃

金
を
引
上
げ
で
き
な
い
理
由

と
し
て
︑﹁
運
賃
が
低
い
﹂

（
53
・
６
％
）︑﹁
料
金
が
十

分
も
ら
え
な
い
﹂（
23
・
８

％
）が
挙
げ
ら
れ
る（
図
１
）︒

　

そ
れ
で
は
︑
ど
う
し
て
長

時
間
拘
束
さ
れ
て
も
︑
低
賃

金
な
の
か
？　

運
送
業
で
は

待
機
時
間
︑
積
込
・
取
卸
作

業
等
で
長
時
間
拘
束
さ
れ
て

も
︑
割
増
料
を
収
受
で
き
な

い
実
態
が
あ
り
︑
時
間
を
基

準
に
し
て
運
賃
・
料
金
を
取

り
決
め
す
る
考
え
方
が
希
薄

な
た
め
で
あ
る
︒﹁
モ
ノ
を
運

ん
で
な
ん
ぼ
﹂
と
い
う
距
離

を
基
準
に
し
た
考
え
方
が
根

強
く
︑
時
間
延
長
し
て
も
無

料
（
タ
ダ
）
と
い
う
意
識
が

強
い
︒

　

企
業
業
績
が
好
調
な
現

在
︑
数
百
億
円
以
上
の
利
益

を
計
上
し
て
い
る
荷
主
で
も
︑

数
時
間
の
待
機
を
さ
せ
て

も
︑
待
機
時
間
料
を
全
く
支

払
い
し
て
い
な
い
ケ
ー
ス
が

ほ
と
ん
ど
で
あ
る
︒
待
機
時

間
料
な
ど
時
間
を
ベ
ー
ス
に

料
金
を
キ
チ
ン
と
支
払
っ
て

い
る
事
例
を
見
つ
け
る
ほ
う

が
困
難
な
状
況
に
あ
る
︒
企

業
業
績
が
好
調
な
荷
主
は
自

社
の
社
員
の
給
与
水
準
を
引

上
げ
︑
一
方
︑
多
く
の
運
送

事
業
者
は
荷
主
都
合
で
拘
束

さ
れ
た
超
過
時
間
分
に
つ
い

て
は
全
く
収
受
で
き
ず
︑
運

転
者
は
安
い
賃
金
で
生
活
し

て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒

こ
う
し
た
状
況
は
大
変
理
不

尽
で
あ
り
︑
速
や
か
に
解
決

に
向
け
た
取
り
組
み
を
し
な

け
れ
ば
︑
日
本
の
物
流
を
支

え
る
ト
ラ
ッ
ク
運
送
業
界
の

魅
力
は
高
ま
ら
な
い
︒

　
﹁
適
正
運
賃
﹂︑﹁
再
生
産

可
能
な
運
賃
﹂
と
よ
く
聞
く

が
︑
具
体
的
に
何
を
も
っ
て

適
正
な
の
か
︑
再
生
産
可
能

な
の
か
︑
具
体
的
に
分
か
り

づ
ら
い
︒
頭
で
何
と
な
く
分

か
っ
て
い
て
も
︑
具
体
的
に

何
を
実
行
す
べ
き
な
の
か
︑

現
場
で
は
苦
慮
し
て
い
る
こ

と
が
多
い
︒
荷
主
は
お
客
様

で
あ
り
︑
神
様
の
よ
う
な
存

在
だ
か
ら
︑
余
計
に
厄
介
で

あ
る
︒
必
要
な
コ
ス
ト
を
運

賃
等
に
転
嫁
で
き
な
い
問
題

は
︑
特
に
ア
ジ
ア
の
文
化
圏

の
特
有
の
問
題
で
あ
る
︒
あ

る
意
味
︑
文
化
に
根
付
い
た

取
引
慣
行
を
改
善
す
る
に

は
︑
運
送
事
業
者
単
独
の
努

力
で
は
限
界
が
あ
る
︒
そ
こ

で
︑
国
土
交
通
省
は
約
款
を

改
正
し
︑
運
送
事
業
者
が
時

間
を
ベ
ー
ス
に
し
て﹁
料
金
﹂

を
収
受
し
や
す
い
環
境
を
整

え
た
わ
け
だ
が
︑
長
年
形
成

さ
れ
て
き
た
取
引
慣
行
を
打

破
す
る
必
要
が
あ
る
た
め
︑

い
か
に
実
効
性
を
確
保
す
る

か
︑
こ
れ
か
ら
の
取
り
組
み

が
極
め
て
重
要
で
あ
る
︒

　

国
土
交
通
省
で
は
昨
年
11
月
４
日
に
標

準
貨
物
自
動
車
運
送
約
款
（
以
下
﹁
新
標

準
約
款
﹂
と
い
う
）
を
改
正
し
︑
運
賃
と

料
金
の
定
義
を
明
確
に
す
る
と
と
も
に
︑

運
賃
︑積
込
料
・
取
卸
料
︑附
帯
作
業
料
︑

待
機
時
間
料
︑
高
速
道
路
利
用
料
金
等
を

分
け
て
収
受
す
る
内
容
と
な
っ
て
い
る
︒

こ
こ
で
は
︑
新
標
準
約
款
を
踏
ま
え
て
︑

取
引
慣
行
を
是
正
し
︑
利
益
が
生
ま
れ
る

運
賃
・
料
金
を
設
定
す
る
に
は
ど
の
よ
う

に
対
応
す
る
か
を
分
か
り
や
す
く
解
説
す

る
︒

　

平
成
30
年
２
月
下
旬
時
点

の
新
標
準
約
款
を
踏
ま
え
た

全
国
の
届
出
率
は
約
４
割

と
︑
今
後
届
出
す
る
事
業
者

も
想
定
さ
れ
る
︒
改
正
趣
旨

を
踏
ま
え
れ
ば
︑
取
引
慣
行

是
正
の
た
め
に
は
当
然
新
標

準
約
款
を
使
用
す
る
こ
と
が

望
ま
し
い
︒
そ
こ
で
︑
新
標

準
約
款
に
即
し
た
対
応
方
法

を
整
理
す
る
と
図
２
の
通
り

で
あ
る
︒

１
．
標
準
約
款
が
改
正
さ
れ
た
背
景

２
．
新
標
準
約
款
を
踏
ま
え
、
い
か
に
対
応
す
べ
き
か

新
標
準
貨
物
自
動
車
運
送
約
款
を
踏
ま
え
た

実
務
対
応
に
つ
い
て（
そ
の
１
）

運転者の賃金を引上げできない理由

運賃が低いため、転嫁できない 53.6

48.5

23.8

23.8

21.3

8.1

燃料価格が変動するため、高騰したときを
考えると賃金は上げにくい

料金（附帯作業費、車両留置費等）が
十分もらえていない

安全・環境規制に対応するための設備投資が
優先され賃金に充てきれていない

十分な賃金を支払っている

その他

出典：トラック運送業における運賃・料金に関する調査結果報告書（平成 29年全ト協調査）

0 10 20 30 40 50 60

図１

（％）

標準貨物自動車運送約款等の改正に伴いトラック事業者に行っていただくこと（国交省）
○待機時間料、積込料及び取卸料を収受するためには、①運賃及び料金の変更届出、②新標準約款の提示が必要です。

※新標準約款：平成 29年 11月 4日に施行される標準貨物自動車運送約款
　　　　　　　及び標準貨物軽自動車運送約款
※旧標準約款：平成 29年 11月３日以前に適用されていた標準貨物自動車
　　　　　　　運送約款及び標準貨物軽自動車運送約款

（その他：従前から独自の約款を使用している場合）
○独自の約款を引き続き使用する場合には手続きは不要
○独自の約款の変更を行う場合については①認可申請、②運賃及
　び料金の届出、③約款の掲示が必要

平
成
29
年
11
月
４
日
以
降

新
標
準
約
款
を
使
用
す
る
場
合

新
標
準
約
款
を
使
用
し
な
い
場
合

必要な作業

必要な作業
①旧標準約款を使用することについて認可申請を行う
※この場合 11月４日までに申請を行う
②認可後、旧標準約款を営業所に掲示する

旧標準約款を
引き続き使用する場合

必要な作業新たに独自に定めた
約款を使用する場合

①独自に定めた運送約款を使用することについて認可
　申請を行う
②運賃及び料金の変更届出を行う
③認可された運送約款を営業所に掲示する

①改正告示後の新標準約款を営業所に掲示する
②運賃及び料金の変更届出を行う

図２

日
本
Ｐ
Ｍ
Ｉ
コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ
㈱ 

代
表
取
締
役
社
長　

小
坂　

真
弘
氏

寄
稿
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食
　
文
　
化

ほんのヒトコマ ［第16回］

うぬぼれ親子の卒業式の朝…「第二ボタン、たくさん付けといてあげたよ」
「母さん、ありがとう！」

126「
西
イ
チ
グ
ル
メ
の
旅
⑤
」 

牛
肉
、鶏
肉
、豚
肉
の
揃
い
ぶ
み
丼

　

丹
波
は
︑
京
料
理
を
支
え

る
食
材
の
王
国
︒
京
都
府
と

兵
庫
県
に
ま
た
が
る
中
山
間

地
域
で
︑
ほ
ぼ
京
都
縦
貫
自

動
車
道
や
舞
鶴
若
狭
自
動
車

道
沿
い
の
エ
リ
ア
で
あ
る
︒

　

こ
の
あ
た
り
は
内
陸
型
気

候
で
︑
昼
夜
の
寒
暖
差
が
大

き
く
︑
丹
波
霧
と
呼
ば
れ
る

朝
霧
の
お
か
げ
で
作
物
は
ど

れ
も
お
い
し
く
育
つ
︒
と
り

わ
け
栗
︑
黒
大
豆
︑
大
納
言

小
豆
の
評
判
が
高
い
が
︑
一

方
で
は
肉
類
の
品
質
に
も
定

評
が
あ
る
︒

　

そ
ん
な
丹
波
な
ら
で
は
の

肉
と
野
菜
を
組
み
合
わ
せ
た

み
ご
と
な
丼
が
︑
舞
鶴
若
狭

自
動
車
道
・
西に

し

き紀
Ｓサ

ー
ビ
ス
エ
リ
ア
Ａ
（
下

り
線
）
の
﹁
丹
波
ご
当
地
肉

″
三
種″
揃
い
ぶ
み
丼
﹂︒
西

日
本
高
速
道
路
㈱
主
催
の

但
馬
つ
ま
り
現
兵
庫
県
北
部

の
特
産
︒
霜
降
り
肉
に
な
り

や
す
い
血
統
で
︑
現
代
の
日

本
の
高
級
牛
肉
は
ほ
と
ん
ど

が
但
馬
牛
の
系
統
だ
か
ら
︑

味
に
間
違
い
は
な
い
︒

　

鶏
肉
は﹁
丹
波
地
ど
り
﹂︒

開
放
鶏
舎
と
広
い
運
動
場
で

ゆ
っ
た
り
育
っ
た
鶏
で
︑
適

度
な
運
動
が
ほ
ど
よ
い
食
感

に
繋
が
り
︑
コ
ク
と
う
ま
味

山や
ま

産
の
コ
シ
ヒ
カ
リ
の
ご
飯

に
ど
さ
っ
と
載
せ
た
ボ
リ
ュ

ー
ム
丼
は
︑
ま
さ
し
く
揃
い

ぶ
み
の
味
わ
い
︒
一
口
ご
と

に
変
化
が
つ
く
か
ら
︑
お
い

し
さ
が
勝
る
う
え
に
︑
食
べ

る
ほ
ど
に
楽
し
く
な
る
︒
丹

波
野
菜
の
小
鉢
や
デ
ザ
ー
ト

ま
で
付
い
て
１
６
２
０
円
（
税

込
）
は
お
値
打
ち
だ
︒

 
 

（
む
か
さ
・
ち
え
こ
）

﹁
西
イ
チ
グ
ル
メ
決
定
戦
﹂

で
審
査
員
特
別
賞
を
受
賞
し

た
地
産
地
消
の
丼
物
で
︑
審

査
員
の
一
人
だ
っ
た
私
が
先

頭
を
き
っ
て
一
票
を
入
れ
た

逸
品
で
あ
る
︒

　

肉
三
種
の
揃
い
ぶ
み
と

は
︑
牛
鶏
豚
の
肉
を
惜
し
み

な
く
使
っ
て
い
る
と
の
意
味
︒

　

ま
ず
︑牛
肉
は﹁
但た

じ

ま馬
牛
﹂︒

日
本
が
誇
る
黒
毛
和
牛
で
︑

が
濃
い
肉
に
な
っ
て
い
る
︒

　

三
種
目
は
地
元
の
兵
庫
県

立
氷ひ

か

み上
高
等
学
校
の
生
徒
た

ち
が
育
て
た
﹁
氷
上
高
ポ
ー

ク
﹂
だ
︒
開
拓
者
精
神
を
校

訓
と
し
︑
農
作
物
な
ど
の
生

き
も
の
に
触
れ
る
﹁
命
の
教

育
﹂
を
実
践
し
て
い
る
高
校

で
︑
中
ヨ
ー
ク
シ
ャ
ー
種
の

豚
を
飼
っ
て
い
る
の
で
あ
る
︒

　

そ
ん
な
三
種
の
肉
を
︑
篠さ

さ

法令　　  クイズ
マル　 バツ

 〜歩行者保護編〜
 【解 答】２面に問題

❶ ○（法第71条第2号）身体障害者用の車椅
子が通行しているときは、一時停止し、又は徐
行して、その通行又は歩行を妨げないように
すること。 
❷ ×（法第31条）路面電車に乗降する者がい
ない場合において、当該路面電車の左側に当
該路面電車から1.5メートル以上の間隔を保
つことができるときは、徐行して当該路面電車
の左側を通過することができる。
❸ ×（法第38条第1項）横断歩道に接近する
場合には、横断しようとする歩行者又は自転車
がないことが明らかな場合を除き、当該横断
歩道等の直前で停止することができるような
速度で進行しなければならない。この場合に

おいて、横断し、又は横断しようとする歩行者
等があるときは、当該横断歩道等の直前で一
時停止し、かつ、その通行を妨げないように
しなければならない。
❹ ○（法第71条第2号の3）児童、幼児等の
乗降のため、停車している通学通園バスの側
方を通過するときは、徐行して安全を確認する
こと。
❺ ×（法第38条第2項）横断歩道又はその手
前の直前で停止している車両等がある場合に
おいて、当該停止している車両等の側方を通
過してその前方に出ようとするときは、その前
方に出る前に一時停止しなければならない。

⑵ 

現
場
で
の
所
要
平
均
時
間

の
把
握

　

積
込
・
取
卸
料
及
び
待
機

時
間
料
に
つ
い
て
は
︑
①
毎

回
の
所
要
時
間
を
計
測
し
て

１
回
ご
と
に
変
動
す
る
時
間

を
基
礎
に
請
求
す
る
ケ
ー

ス
︑
②
年
間
の
平
均
値
を
算

出
し
て
運
賃
・
料
金
を
固
定

化
す
る
ケ
ー
ス
が
あ
る
︒
①

の
対
応
方
法
は
事
務
的
に
煩

雑
で
︑
小
規
模
事
業
者
で
は

対
応
が
困
難
で
あ
る
こ
と
か

ら
︑
②
の
対
応
方
法
が
望
ま

れ
る
︒
実
態
に
即
し
て
枠
組

み
を
話
し
合
い
の
上
︑
決
定

す
る
必
要
が
あ
る
︒

　

こ
の
と
き
に
︑
現
場
で
は

貨
物
量
︑
時
期
︑
方
面
等
の

相
違
に
よ
り
︑
所
要
時
間
が

異
な
る
ケ
ー
ス
が
あ
る
た
め
︑

年
間
の
平
均
値
を
調
査
す
る

必
要
が
あ
る
︒
現
場
で
の
実

態
と
所
要
時
間
を
把
握
し
な

け
れ
ば
︑
取
引
先
と
の
話
し

合
い
も
で
き
な
い
た
め
︑
現

場
に
足
を
運
び
︑
所
要
時
間

も
含
め
詳
細
に
実
態
を
把
握

す
る
こ
と
が
ポ
イ
ン
ト
で
あ

る
︒
こ
の
と
き
︑
取
引
先
ご

と
に
︑
方
面
別
︑
時
間
帯
別

に
︑
前
提
条
件
を
分
け
て
所

要
時
間
を
整
理
し
て
い
た
だ

き
た
い
︒

　

時
間
は
︑
荷
主
等
の
現
場

に
到
着
し
て
か
ら
受
付
︑
待

機
︑
積
込
︑
輸
送
︑
待
機
︑

取
卸
と
作
業
区
分
を
分
け
て

時
間
を
計
測
す
る
︒
な
お
︑

待
機
時
間
は
取
引
先
都
合
の

待
機
時
間
と
自
社
都
合
の
待

機
時
間
が
あ
る
た
め
︑
待
機

時
間
の
計
測
に
あ
た
っ
て
は

留
意
が
必
要
で
あ
る
︒

⑶ 

運
賃
単
価
ご
と
の
原
価
計

算

　

現
場
に
お
け
る
所
要
時
間

の
把
握
が
で
き
た
ら
︑
次
は

運
賃
単
価
ご
と
に
原
価
を
算

出
す
る
︒

　

自
社
車
両
の
類
型
別
等
に

お
け
る
走
行
距
離
１
㌔
㍍
当

た
り
変
動
費
︑
稼
働
１
時
間

当
た
り
固
定
費
（
原
単
位
）

の
平
均
値
が
求
め
ら
れ
た

後
︑
運
賃
単
価
ご
と
に
原
価

計
算
を
行
う
︒
こ
の
と
き
︑

﹁
各
運
賃
単
価

－

運
賃
単

価
ご
と
の
原
価
＝
運
賃
単
価

の
損
益
﹂
の
計
算
を
し
て
︑

積
込
・
取
卸
料
︑
待
機
時
間

料
等
を
ど
の
程
度
収
受
す
べ

き
か
を
検
討
す
る
（
図
５
）︒

⑷ 

運
賃
・
料
金
の
原
価
内
訳

を
作
成
す
る

　

特
に
赤
字
の
仕
事
に
つ
い

て
は
︑
運
賃
・
料
金
の
原
価

内
訳
を
作
成
す
る
︒
ど
こ
の

部
分
が
赤
字
の
原
因
に
な
っ

て
い
る
か
を
分
析
し
て
︑
運

賃
・
料
金
の
引
上
げ
の
検
討

を
す
る
（
図
６
）︒

　

次
回
以
降
は
︑
具
体
的
な

原
価
計
算
の
実
施
方
法
︑
原

価
を
踏
ま
え
た
運
賃
・
料
金

の
設
定
事
例
︑
契
約
書
面
の

事
例
︑
取
引
先
と
の
交
渉
事

例
な
ど
を
解
説
し
︑
い
か
に

対
応
す
べ
き
か
整
理
す
る
︒

（
つ
づ
く
）

　

新
標
準
約
款
を
届
出
の
事

業
者
に
お
い
て
は
︑
車
両
ご

と
︑
取
引
先
ご
と
に
原
価
を

踏
ま
え
た
１
時
間
（
30
分
）

ご
と
の
売
値
を
決
め
︑
料
金

表
を
作
成
す
る
必
要
が
あ

る
︒
各
運
輸
支
局
に
届
出
し

た
積
込
・
取
卸
料
及
び
待
機

時
間
料
の
時
間
単
価
は
上
限

・
下
限
の
数
字
と
な
る
た

め
︑
実
務
的
な
対
応
が
で
き

る
料
金
表
が
必
要
で
あ
る
︒

な
お
︑
売
値
は
原
価
を
基
準

に
一
定
率
を
﹁
上
乗
せ
﹂
ま

た
は
﹁
割
引
す
る
﹂
こ
と
に

よ
り
設
定
さ
れ
る
︒

⑴
原
価
の
計
算
手
順

　

改
正
標
準
約
款
を
踏
ま

え
︑
利
益
の
生
ま
れ
る
運
賃

・
料
金
を
設
定
す
る
た
め
に

は
︑
車
両
の
類
型
別
︑
重
量

別
に
︑
１
時
間
当
た
り
の
原

価
︑
走
行
距
離
１
㌔
㍍
当
た

り
の
原
価
を
把
握
す
る
こ
と

が
必
要
で
あ
る
︒

　

自
社
の
原
価
を
把
握
す
る

に
は
︑
Ｓ
ｔ
ｅ
ｐ
１
で
保
有

車
両
ご
と
に
過
去
１
年
間
の

数
字
か
ら
車
両
単
位
の
原
価

計
算
を
実
施
︒
Ｓ
ｔ
ｅ
ｐ
２

で
走
行
距
離
１
㌔
㍍
当
た
り

変
動
費
︑
稼
働
１
時
間
当
た

り
固
定
費
（
原
単
位
）
を
算

出
︒
Ｓ
ｔ
ｅ
ｐ
３
で
車
両
の

類
型
別
等
か
ら
﹁
平
均
値
﹂

を
算
出
す
る
（
図
３
）︒

　

自
社
の
各
車
両
の
類
型

別
︑
最
大
積
載
量
別
な
ど
の

区
分
か
ら
︑
各
車
両
類
型
別

の
平
均
原
価
（
１
時
間
当
た

り
・
１
㌔
㍍
当
た
り
の
原

価
）
を
計
算
す
る
（
図
４
）︒

４
．
次
回
以
降
の
内
容

会社全体の運送費用（事業所単位）

2t 車 4t 車 4t 車

○○運送

10t 車 10t 車 10t 車 10t 車 10t 車

2t 車
平均原価 平均原価 平均原価

エアサスペンション
ウイング車 冷凍車 平ボディ

4t 車 10t 車
平均原価

10t 車
平均原価

10t 車

図４

運賃・料金の原価内訳

見積りの運賃・料金

運送原価
・（【名目】１km当たり変動費÷実車率）×１回当たり平均走行距離①
・（【名目】１時間当たり固定費÷実稼働時間率）×１回当たり平均拘束時間②
・運送原価＝①+②

・（【名目】１時間当たり固定費÷実稼働時間率）×１回当たり平均所要時間
・フォークリフト等の機材の１回当たりの実費

・（【名目】１時間当たり固定費÷実稼働時間率）×１回当たり平均待機時間

・１回当たりの平均的な実費
・高速道路利用料、フェリー利用料、駐車場利用料等

・１回当たりの実費

・運送原価 +積込・取卸原価・附帯作業原価 +待機時間原価 +高速道路
  利用料等 +その他費用原価合計

待機時間原価

その他実費

高速道路利用料・
フェリー利用料等

積込・取卸原価
附帯作業原価

原価合計 + =適正利益額 見積の運賃・料金

図６

運賃単価ごとの原価計算

変動費

+

+

固定費

料金・
実費等

1km当たり
変動費

平均走行距離
（km）

×

×
平均拘束時間
（時間）

1時間当たり
固定費

・高速道路利用料
・フェリー利用料
・駐車場利用料

・その他諸費用

図５

Step1Step1

Step2Step2

Step3Step3

車両単位の原価計算

改正標準約款に対応するための自社原価の把握手順

原単位の算出

各車両の類型別等を踏まえ、原単位の平均値を算出

○保有車両ごとに、過去データから１年間の運送原価を算出します。

○車両類型別に走行距離 1km当たり変動費、稼働１時間当たり固定費（原単位）を算出します。

○原価計算は、保有する車両ごとに原価計算を実施します。
○各車両の稼働時間、実稼働時間率を把握します（デジタルタコグラフデータ等から）。

○車両単位の運送原価データから、車両類型別に 1km当たり変動費及び１時間当たり固定費を算出します。
○原単位には、実車率、実稼働時間により割戻しします。自社都合の待機時間、空車の時間等の原価を調整
　します。

○各車両の原単位を車両の類型別、最大積載重量別等の基準から平均値を算出します。

図３ ３
．
新
標
準
約
款
を
届
出
の
事
業
者
に
お
け
る
対
応
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﹁
ド
ラ
イ
バ
ー
が
い
れ
ば
仕
事
は

あ
る
﹂
と
い
う
話
を
聞
く
︒
こ
れ

は
﹁
人
手
が
あ
れ
ば
事
業
を
拡
大

で
き
る
﹂︑
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒

だ
が
︑
１
月
１
日
号
の
当
コ
ラ
ム

に
も
書
い
た
よ
う
に
︑
筆
者
は
２

０
２
０
年
の
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク

・
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
を
期
に
︑
日

本
経
済
は
縮
小
す
る
と
予
想
し
て

い
る
︒
同
様
の
考
え
方
を
し
て
い

る
経
営
者
は
少
な
く
な
い
︒

　

Ａ
社
は
保
有
車
両
数
が
約
30
台

で
︑
建
築
資
材
の
荷
主
４
︑
５
社

の
仕
事
を
し
て
い
る
︒﹁
建
築
戸

数
が
増
え
て
い
る
の
で
荷
動
き
は

良
い
﹂
と
い
う
︒
だ
が
︑
積
極
的

に
仕
事
を
拡
大
し
て
増
車
し
よ
う

と
は
考
え
て
い
な
い
︒
建
築
資
材

の
売
上
が
約
70
％
な
の
で
︑
経
営

面
で
の
リ
ス
ク
が
大
き
い
か
ら
だ
︒

﹁
２
０
２
０
年
の
後
は
︑
景
気
が

後
退
し
て
国
内
市
場
の
縮
小
が
進

む
﹂
と
予
測
し
︑﹁
増

え
た
仕
事
は
傭
車
で
対

応
し
︑
当
面
は
様
子
を

み
て
い
る
﹂
と
い
う
︒

同
時
に
他
の
分
野
の
荷

主
開
拓
を
進
め
て
い
る
︒

　

一
方
︑
精
密
機
器
の

輸
送
と
搬
入
・
据
付
け

が
売
上
の
約
３
分
の
１

と
い
う
Ｂ
社
は
保
有
車

両
数
が
30
台
弱
︒
こ
の
間
︑
設

備
投
資
が
増
え
て
い
る
た
め
事

業
は
順
調
だ
が
︑
こ
の
ま
ま
の

状
況
が
続
く
と
は
思
っ
て
い
な

い
︒﹁
２
０
２
０
年
ま
で
に
︑
別

の
輸
送
分
野
で
新
し
い
柱
を
つ

く
ら
な
い
と
い
け
な
い
﹂
と
考

え
て
い
る
︒
仕

事
が
増
え
て
い

る
の
は
﹁
増
産

の
た
め
の
設
備

投
資
で
は
な

く
︑
効
率
化
の

た
め
の
設
備
投

資
﹂
で
︑
東
京

オ
リ
・
パ
ラ
以

降
は
設
備
投
資

の
勢
い
も
変
化

し
て
く
る
︑
と

予
想
す
る
か
ら

だ
︒

　

各
業
界
の
荷

主
団
体
や
大
手

企
業
は
国
内
市

場
の
中
長
期
の

予
測
値
を
も
っ
て
い
る
︒だ
が
︑

影
響
が
大
き
い
の
で
ほ
と
ん
ど

公
表
し
て
い
な
い
︒
業
種
に
よ

っ
て
は
︑
自
分
た
ち
の
与
信
力

低
下
に
繋
が
る
ぐ
ら
い
の
厳
し

い
数
値
も
あ
る
か
ら
だ
︒

　

Ｃ
社
は
保
有
車
両
数
約
１
２

０
台
で
︑
そ
の
う
ち
１
１
０
台
は

あ
る
業
種
の
20
社
以
上
の
荷
主
の

仕
事
を
し
て
い
る
︒
だ
が
︑
そ
の

業
界
で
は
﹁
東
京
オ
リ
・
パ
ラ
以

降
は
30
％
ダ
ウ
ン
が
予
想
さ
れ
て

い
る
﹂︒
そ
の
た
め
同
社
で
は
輸
送

か
ら
派
生
す
る
業
務
に
も
進
出

し
︑
今
後
さ
ら
に
設
備
を
整
え
て

い
く
︒
事
業
者
が
過
剰
に
な
る
の

は
明
ら
か
で
︑
競
争
に
勝
ち
残
る

に
は
サ
ー
ビ
ス
の
総
合
化
が
有
利

だ
か
ら
で
あ
る
︒
同
時
に
﹁
２
年

前
か
ら
別
の
分
野
の
輸
送
に
進
出

し
﹂︑
す
で
に
10
台
は
新
規
業
種

の
荷
物
を
運
ん
で
い
る
︒

　

４
年
前
に
５
台
で
事
業
を
始
め

た
Ｄ
社
は
︑
現
在
40
台
強
に
ま
で

保
有
車
両
数
を
増
や
し
て
き
た
︒

約
４
年
間
で
８
倍
以
上
に
し
た
が
︑

﹁
こ
れ
か
ら
２
年
間
は
増
車
を
し

な
い
﹂︒
５
年
の
買
取
リ
ー
ス
契
約

な
の
で
︑
東
京
オ
リ
・
パ
ラ
ま
で

に
約
半
数
の
車
両
の
リ
ー
ス
支
払

い
を
終
了
さ
せ
る
︒
最
悪
の
シ
ナ

リ
オ
も
想
定
し
︑﹁
２
０
２
０
年
以

降
の
景
気
後
退
次
第
で
は
︑
減
車

も
可
能
に
し
て
お
く
﹂
た
め
だ
︒

　

３
年
後
に
︑﹁
あ
の
時
ド
ラ
イ
バ

ー
不
足
が
ブ
レ
ー
キ
に
な
っ
て
︑

事
業
拡
大
で
き
な
く
て
逆
に
良
か

っ
た
﹂
と
振
り
返
る
よ
う
な
事
態

も
あ
り
得
る
︒

第
205
回

東京オリ・パラ後を見据え慎重経営

2018・3・15

▼
三
寒
四
温
︑
厳
し
い
冬
が
よ
う

や
く
終
わ
り
︑
春
は
す
ぐ
そ
こ
ま

で
来
て
い
ま
す
︒
東
京
・
浜
松
町

に
近
い
﹁
浜
離
宮
恩
賜
庭
園
﹂
の

菜
の
花
が
一
斉
に
咲
き
誇
り
︑
一

足
早
い
春
の
訪
れ
で
す
︒
▼
春

は
︑
年
度
替
わ
り
で
一
種
独
特
の

雰
囲
気
で
す
︒
自
宅
近
く
の
︑
全

国
に
店
舗
を
有
す
る
紳
士
服
専
門

店
に
行
く
と
︑
親
子
連
れ
の
姿

が
︒
４
月
か
ら
社
会
人
に
な
る
学

生
と
母
親
に
ス
ー
ツ
を
す
す
め
る

若
い
男
性
店
員
︒
そ
の
男
性
も
先

頃
︑
社
会
人
に
な
っ
た
か
の
よ
う

な
初
々
し
さ
と
丁
寧
な
接
客
で

す
︒
▼
濃
紺
の
ス
ー
ツ
を
選
ぶ
ま

で
時
間
を
要
し
た
様
子
で
す
が
︑

親
子
と
も
満
足
気
で
セ
ッ
ト
割
引

の
ネ
ク
タ
イ
と
Ｙ
シ
ャ
ツ
の
コ
ー

ナ
ー
に
移
動
し
て
い
ま
し
た
︒
幾

つ
も
の
ビ
ル
が
林
立
す
る
都
会
で

働
く
の
か
︑
雲
の
量
が
多
く
自
然

が
溢
れ
る
地
方
で
働
く
の
か
︒
鏡

に
映
る
ビ
シ
ッ
と
し
た
ス
ー
ツ
姿

は
︑
彼
の
一
生
の
想
い
出
に
な
る

こ
と
で
し
ょ
う
︒
▼
１
８
７
６（
明

治
９
）
年
に
札
幌
農
学
校
（
現
北

海
道
大
学
）
を
開
校
し
た
ク
ラ
ー

ク
博
士
の
言
葉
﹁
少
年
よ
︑
大
志

を
抱
け
！
﹂
の
如
く
︑
新
社
会
人

の
未
来
は
大
き
な
希
望
に
溢
れ
て

い
ま
す
︒
学
生
に
パ
ン
食
を
推
奨

し
︑
米
飯
は
カ
レ
ー
ラ
イ
ス
の
み

認
め
た
ク
ラ
ー
ク
博
士
︒
彼
の
地

の
食
生
活
は
如
何
な
も
の
だ
っ
た

の
で
し
ょ
う
か
︒
▼
イ
ン
ド
料
理

を
元
に
イ
ギ
リ
ス
で
開
発
さ
れ
︑

日
本
で
独
自
に
味
付
け
さ
れ
た
カ

レ
ー
ラ
イ
ス
は
︑
洋
の
東
西
を
問

わ
ず
︑
年
齢
を
問
わ
ず
愛
さ
れ
る

定
番
メ
ニ
ュ
ー
で
す
︒
私
は
亡
母

が
丹
精
込
め
て
作
っ
た
中
辛
の
カ

レ
ー
が
好
き
で
し
た
︒
▼
辛
い（
か

ら
い
・
つ
ら
い
）
に
一
字
を
加
え

る
と
幸
い
（
さ
い
わ
い
）
に
な
り

ま
す
︒
漢
字
は
上
手
く
出
来
て
い

ま
す
︒
一
山
越
え
れ
ば
辛
い
出
来

事
も
克
服
し
て
幸
福
感
が
得
ら
れ

る
こ
と
で
し
ょ
う
︒
▼
私
に
は
全

く
無
縁
で
す
が
︑
米
国
の
有
名
な

国
立
大
学
の
図
書
館
の
壁
に
は
幾

つ
か
の
言
葉
が
書
い
て
あ
り
ま

す
︒
中
で
も
﹁
幸
福
に
は
順
位
は

な
い
が
︑
成
功
に
は
順
位
が
あ

る
﹂
は
琴
線
を
く
す
ぐ
り
ま
す
︒

一
山
も
二
山
も
越
え
︑
人
生
︑
い

つ
ま
で
も
夢
を
追
い
掛
け
︑
追
い

付
け
︑
追
い
越
せ
︑
で
す
ね
！

 

（
山
崎
薫
）

こ
ち
ら
広
報
室
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国
土
交
通
省
が
︑
標
準
貨

物
自
動
車
運
送
約
款
等
の
一

部
改
正
を
平
成
29
年
８
月
に

公
布
し
︑
同
年
11
月
４
日
か

ら
施
行
す
る
と
公
表
し
た

際
︑
長
崎
県
ト
ラ
ッ
ク
協
会

の
鶴
田
孝
廣
専
務
理
事
は
︑

こ
れ
ま
で
慣
例
で
サ
ー
ビ
ス

化
さ
れ
て
い
た
附
帯
作
業
に

つ
い
て
︑﹁
こ
れ
で
よ
う
や
く

運
賃
・
料
金
が
明
確
化
さ
れ

る
た
め
の
ツ
ー
ル
が
手
に
入

っ
た
﹂
と
感
じ
︑
ま
た
﹁
こ

の
ツ
ー
ル
を
全
事
業
者
が
活

用
し
て
こ
そ
︑
本
当
の
力
に

な
る
﹂
と
思
っ
た
と
い
う
︒

　
﹁
標
準
引
越
運
送
約
款
が

い
い
例
で
︑
荷
造
り
︑
梱
包

も
自
分
で
行
う
人
と
︑
荷
造

り
か
ら
梱
包
ま
で
す
べ
て
お

任
せ
す
る
サ
ー
ビ
ス
で
は
︑

同
じ
も
の
を
運
ぶ
の
に
も
料

金
は
明
確
に
異
な
り
非
常
に

明
瞭
な
も
の
で
す
︒
こ
れ
ま

で
︑
附
帯
業
務
の
料
金
や
車

両
留
置
料
等
が
充
分
に
収
受

で
き
て
い
な
い
状
況
で
し
た

が
︑
今
度
の
約
款
改
正
で
引

越
と
同
じ
よ
う
に
明
確
化
で

き
る
こ
と
に
な
り
︑
非
常
に

画
期
的
な
こ
と
だ
と
受
け
入

れ
ま
し
た
﹂（
鶴
田
専
務
理
事
）

運
輸
支
局
と
密
接
に
連
携

　

長
崎
県
ト
協
で
は
︑
鶴
田

専
務
理
事
の
指
示
を
受
け
︑

山
田
伸
一
適
正
化
事
業
部
長

が
早
速
動
き
出
し
た
︒
ま
ず

第
一
に
︑
長
崎
県
ト
協
の
機

関
誌
﹃
な
が
さ
き
ト
ラ
ッ
ク

広
報
﹄
９
月
号
に
︑
同
改
正

に
関
す
る
記
事
を
掲
載
し
︑

広
報
を
行
っ
た
︒
ま
た
︑
国

交
省
九
州
運
輸
局
の
長
崎
運

輸
支
局
と
連
携
し
︑
10
月
に

県
内
各
地
区
で
説
明
会
を
開

く
た
め
の
準
備
を
開
始
︒
日

頃
か
ら
長
崎
運
輸
支
局
と
は

密
接
に
連
絡
を
取
り
合
っ
て

お
り
︑
説
明
会
開
催
に
際
し

て
も
首
席
専
門
官
が
参
加

し
︑
説
明
を
し
て
も
ら
う
快

諾
を
取
り
付
け
た
︒

　

さ
ら
に
︑
説
明
会
は
︑
通

常
の
事
務
連
絡
事
項
等
で

は
︑
２
～
３
か
所
で
実
施
す

る
と
こ
ろ
を
︑
同
県
ト
協
で

開
催
し
得
る
最
大
会
場
数
の

７
か
所
で
実
施
し
た
︒

広
報
の
必
要
性

最
高
レ
ベ
ル
と
判
断

　
﹁
長
崎
で
は
︑
県
内
に
離

島
等
も
含
め
て
13
支
部
あ
り

ま
す
が
︑各
種
説
明
会
等
は
︑

長
崎
市
内
で
の
１
回
開
催
が

通
常
で
す
︒
し
か
し
︑
今
回

の
約
款
改
正
に
つ
い
て
は
︑

﹃
広
報
・
説
明
の
必
要
性
﹄

と
し
て
は
︑
最
高
レ
ベ
ル
と

判
断
し
て
︑
離
島
に
も
出
向

き
７
か
所
で
開
催
し
ま
し
た
﹂

（
山
田
部
長
）

　

長
崎
で
は
︑
広
報
誌
で
の

Ｐ
Ｒ
や
︑
丁
寧
な
説
明
会
の

開
催
︑
そ
し
て
︑
適
正
化
事

業
巡
回
指
導
時
の
情
報
提
供

な
ど
を
最
大
限
活
用
し
た
結

果
︑
30
年
３
月
12
日
現
在
︑

　

新
約
款
施
行
か
ら
お
よ
そ

５
か
月
が
過
ぎ
︑﹁
も
は
や

広
報
や
説
明
会
の
段
階
で
は

な
く
な
っ
た
﹂（
鶴
田
専
務

理
事
）
と
し
て
︑
長
崎
県
ト

協
で
は
︑
今
後
は
︑
適
正
化

事
業
指
導
員
を
活
用
し
︑
巡

回
指
導
ご
と
の
お
知
ら
せ
・

説
明
・
支
援
を
行
っ
て
い
く

と
し
て
い
る
︒

　

ま
た
︑
届
出
は
︑
ト
ラ
ッ

ク
協
会
が
ま
と
め
て
運
輸
支

局
へ
提
出
し
て
い
る
の
で
︑

未
届
事
業
者
に
つ
い
て
把
握

で
き
て
い
る
︒
こ
の
た
め
︑

未
届
会
員
宛
に
︑
改
正
内
容

県
外
本
社
等
で
届
出
が
必
要

な
い
事
業
者
を
除
い
た
要
届

出
４
１
０
事
業
者
中
︑
新
運

賃
・
料
金
届
出
事
業
者
は
３

５
７
者
（
87
％
）︑
旧
約
款

の
認
可
申
請
事
業
者
は
４
者

（
１
％
）︑
未
届
出
事
業
者

は
49
者
（
12
％
）
と
な
っ
て

い
る
︒
な
お
︑
旧
約
款
の
認

可
申
請
を
し
た
４
者
の
理
由

は
︑
物
流
子
会
社
等
の
親
会

社
か
ら
の
指
示
や
自
社
判
断

な
ど
で
あ
っ
た
︒

に
合
わ
せ
た
運
賃
・
料
金
設

定
（
変
更
）
が
未
届
け
で
あ

る
旨
を
お
知
ら
せ
す
る
通
知

文
を
発
出
︒
広
報
︑
説
明
会

で
情
報
が
届
い
て
い
な
か
っ

た
可
能
性
の
あ
る
事
業
者
の

掘
り
起
こ
し
を
し
て
い
る
︒

ま
た
︑今
後
は
一
歩
進
ん
で
︑

未
届
事
業
者
に
つ
い
て
︑
個

別
訪
問
を
し
て
丁
寧
に
説
明

を
行
っ
て
い
く
︒

「
未
届
け
ゼ
ロ
」
ま
で

根
気
強
く
活
動

﹁
ド
ラ
イ
バ
ー
不
足
で
︑
物

流
の
基
幹
産
業
で
あ
る
ト
ラ
ッ
ク

輸
送
が
危
機
で
あ
る
こ
と
が
︑
今

ほ
ど
一
般
に
理
解
を
さ
れ
て
い
る

時
は
あ
り
ま
せ
ん
︒
今
こ
そ
︑
適

正
に
運
賃
・
料
金
を
収
受
し
︑
ま

た
︑
不
当
な
待
機
時
間
等
で
ド
ラ

イ
バ
ー
に
し
わ
寄
せ
が
き
て
い
る

現
状
を
打
破
し
︑
さ
ら
に
魅
力
あ

る
ト
ラ
ッ
ク
運
送
業
界
を
創
る
強

い
ツ
ー
ル
と
し
て
︑
新
約
款
を
使

わ
な
い
手
は
あ
り
ま
せ
ん
﹂（
鶴
田

専
務
理
事
）

　
﹁
未
届
事
業
者
を
訪
問
し
︑
新

約
款
の
有
効
性
を
説
明
し
て
回
っ

て
い
ま
す
︒
中
に
は
︑
旧
約
款
で

届
出
さ
れ
た
方
や
︑
こ
れ
か
ら
届

出
す
る
方
で
も
旧
約
款
を
考
え
て

い
る
場
合
も
あ
る
よ
う
で
す
が
︑

今
︑
直
近
で
必
要
な
い
と
考
え
て

い
て
も
︑
今
後
の
た
め
に
︑
運
賃

の
ほ
か
に
附
帯
料
金
を
収
受
で
き

る
体
制
を
整
え
て
お
い
て
損
は
あ

り
ま
せ
ん
の
で
︑
ぜ
ひ
︑
契
約
の

書
面
化
の
推
進
と
併
せ
て
新
約
款

で
の
届
出
を
行
う
よ
う
お
薦
め
し

て
い
ま
す
﹂（
山
田
部
長
）

　

長
崎
県
ト
協
で
は
︑
新
運
賃
届

出
事
業
者
が
﹁
大
多
数
に
な
っ
て

こ
そ
本
領
を
発
揮
す
る
﹂と
し
て
︑

今
後
も
未
届
事
業
者
が
ゼ
ロ
に
な

る
ま
で
︑
根
気
強
く
会
員
支
援
活

動
を
継
続
し
て
い
く
こ
と
と
し
て

い
る
︒

標
準
貨
物
自
動
車
運
送
約
款
一
部
改
正
▽
新
運
賃
・
料
金
届
出
促
進
企
画

　

国
土
交
通
省
は
昨
年
９
月

26
日
︑
高
速
道
路
か
ら
の
一

時
退
出
を
可
能
と
す
る
﹁
賢

い
料
金
﹂
を
全
国
17
か
所
の

﹁
道
の
駅
﹂
で
追
加
実
施
す

る
こ
と
を
発
表
し
て
い
た
が
︑

こ
の
ほ
ど
︑
各
地
方
整
備
局

か
ら
追
加
実
施
箇
所
の
開
始

用
し
た
場
合
に
︑
目
的
地
ま

で
高
速
道
路
を
降
り
ず
に
利

用
し
た
場
合
と
同
じ
料
金
に

な
る
も
の
︒
昨
年
５
～
７
月

に
か
け
て
既
に
３
か
所
の﹁
道

の
駅
﹂で
開
始
さ
れ
て
お
り
︑

今
回
開
始
す
る
17
か
所
と
合

わ
せ
て
計
20
か
所
と
な
る
︒

日
に
つ
い
て
表
の
通
り
発
表

さ
れ
た
︒
同
実
験
は
︑
Ｅ
Ｔ

Ｃ
２
・
０
搭
載
車
を
対
象

に
︑
当
該
Ｉ
Ｃ
で
高
速
道
路

を
降
り
︑左
表
の
﹁
道
の
駅
﹂

に
立
寄
り
後
︑
１
時
間
以
内

に
当
該
Ｉ
Ｃ
か
ら
高
速
道
路

に
再
流
入
し
て
順
方
向
に
利

　

標
準
貨
物
自
動
車
運
送
約
款
が
一
部

改
正
さ
れ
︑
平
成
29
年
11
月
４
日
か
ら

施
行
さ
れ
た
︒
今
回
の
改
正
は
︑
運
送

の
対
価
で
あ
る
﹁
運
賃
﹂
と
運
送
以
外

の
役
務
等
の
対
価
で
あ
る
﹁
料
金
﹂
を

明
確
化
し
︑
別
建
て
で
収
受
で
き
る
環

境
を
整
備
す
る
た
め
の
も
の
︒
こ
れ
に

よ
り
︑附
帯
作
業
コ
ス
ト
の
見
え
る
化
︑

サ
ー
ビ
ス
に
見
合
っ
た
対
価
の
収
受
等

を
通
し
て
︑
全
体
と
し
て
の
効
率
性
・

生
産
性
の
向
上
が
図
ら
れ
る
と
と
も
に
︑

取
引
環
境
改
善
お
よ
び
労
働
時
間
削
減

に
資
す
る
と
期
待
さ
れ
て
い
る
（
６
・

７
面
に
関
連
）︒

　

こ
こ
で
は
︑
長
崎
県
ト
ラ
ッ
ク
協
会

（
塚
本
政
治
会
長
）
の
新
約
款
に
基
づ

く
新
運
賃
・
料
金
の
届
出
に
お
け
る
会

員
支
援
へ
の
取
り
組
み
を
紹
介
す
る
︒

 

点
呼
時
の
睡
眠
不
足
の
確

認
に
つ
い
て
パ
ブ
コ
メ
募
集

〜
３
月
31
日
ま
で

　

国
土
交
通
省
で
は
現
在
︑

貨
物
自
動
車
運
送
事
業
輸
送

安
全
規
則
お
よ
び
﹁
貨
物
自

動
車
運
送
事
業
輸
送
安
全
規

則
の
解
釈
及
び
運
用
に
つ
い

て
﹂の
一
部
改
正
に
関
し
て
︑

パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
を
募

集
中
（
３
月
31
日
締
切
）︒

　

改
正
案
に
は
︑
①
事
業
者

が
乗
務
員
を
乗
務
さ
せ
な
い

事
由
に
睡
眠
不
足
を
追
加
︑

②
乗
務
前
点
呼
に
お
け
る
報

告
・
確
認
事
項
に
睡
眠
不
足

に
よ
り
安
全
な
運
転
が
で
き

な
い
お
そ
れ
の
有
無
を
追

加
︑
③
運
転
者
が
遵
守
す
べ

き
事
項
に
︑
睡
眠
不
足
に
よ

り
安
全
な
運
転
が
で
き
な
い

恐
れ
が
あ
る
場
合
に
そ
の
旨

を
事
業
者
に
申
し
出
る
こ
と

を
追
加
︑
④
点
呼
時
の
記
録

事
項
に
睡
眠
不
足
の
状
況
を

追
加
︱
︱
す
る
こ
と
が
盛
り

込
ま
れ
て
お
り
︑
４
月
中
旬

に
公
布
︑
公
布
日
か
ら
１
か

月
を
経
過
し
た
日
に
施
行
予

定
︒

　

詳
細
は
︑
電
子
政
府
の
総

合
窓
口
﹁e-Gov

（
イ
ー
ガ

ブ
）﹂
を
参
照
の
こ
と
︒

広
報
活
動
と
説
明
会
で
周
知

街で見
かけた

　鹿児島県トラック協会では、ＮＨＫ大河ドラマ「西郷どん」の放映、明治維新150周
年記念事業の実施に併せ、鹿児島の観光振興の取り組みが展開されているため、全国
を走行するトラックに鹿児島をＰＲする広告をラッピングして、鹿児島の魅力を発信し
ている。
　デザインには、鹿児島県作成の「西郷どん」キャンペーンのロゴマークや、「かごしま
明治維新博」のロゴマークが、鹿児島の名所など観光促進に繋がる写真等と組み合わ
せて使用されている。

鹿児島ＰＲ「西郷どん」ラッピングトラック67
（鹿児島県・鹿児島市、阿久根市、鹿屋市／セイコー運輸㈱、㈱タハラ運送、㈲大姶良運送）
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長崎県トラック協会の取り組み

表  高速道路からの一時退出を可能とする料金の実験を実施する「道の駅」一覧
●数字は実験開始済み 3か所、○数字は今回実験を開始する17か所 （※各地方整備局が発表した資料等を基に全ト協で作成、計 20か所）

№
道の駅

高速道路・IC 実験開始日
（平成）名称 所在地 大型車駐車

スペース数
❶ 「玉村宿」 群馬県玉村町 22 関越道・高崎玉村スマートIC 29年5月27日

❷ 「もっくる新城」 愛知県新城市 13 新東名・新城IC 29年6月24日

❸ 「ソレーネ周南」 山口県周南市 42 山陽道・徳山西IC 29年7月15日

① 「おりつめ」 岩手県九戸村 14 八戸道・九戸IC 30年3月24日

② 「村田」 宮城県村田町 4 東北道・村田IC 30年3月24日

③ 「猪苗代」 福島県猪苗代町 16 磐越道・猪苗代磐梯高原IC 30年3月24日

④ 「ごか」 茨城県五霞町 67 圏央道・五霞IC 30年3月24日

⑤ 「保田小学校」 千葉県鋸南町 5 富津館山道・鋸南保田IC 30年3月24日

⑥ 「しらね」 山梨県南アルプス市 14 中部横断道・白根IC 30年3月24日

⑦ 「親不知ピアパーク」 新潟県糸魚川市 15 北陸道・親不知IC 30年3月24日

⑧ 「若狭おばま」 福井県小浜市 7 舞鶴若狭道・小浜IC 30年3月24日

⑨ 「アグリの郷栗東」 滋賀県栗東市 3 名神高速・栗東IC 30年3月24日

⑩ 「丹波おばあちゃんの里」 兵庫県丹波市 13 舞鶴若狭道・春日IC 30年3月24日

⑪ 「奥大山」 鳥取県江府町 6 米子道・江府IC 30年3月23日

⑫ 「むいかいち温泉」 島根県吉賀町 2 中国道・六日市IC 30年3月23日

⑬ 「舞ロードIC千代田」 広島県北広島町 12 中国道・千代田IC 30年3月23日

⑭ 「来夢とごうち」 広島県安芸太田町 8 中国道・戸河内IC 30年3月23日

⑮ 「霧の森」 愛媛県四国中央市 2 高知道・新宮IC 30年3月24日

⑯ 「彼杵の荘」 長崎県東彼杵町 4 長崎道・東そのぎIC 30年3月24日

⑰ 「えびの」 宮崎県えびの市 6 九州道・えびのIC 30年3月24日
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　問題は、1ページから30ページまでの30問です。
　答えを記入する際は、各問題の設問の指示に従い解答して下さい。
　なお、解答にあたっては、各問及び各選択肢に記載された事項以外は、考慮し
ないものとして下さい。
　また、設問で求める数と異なる数の解答をしたもの、及び複数の解答を求める
問題で一部不正解のものは、正解としません。
　※問題文は原文のまま掲載しています。

1．貨物自動車運送事業法関係　 

問１　一般貨物自動車運送事業に関する次の記述のうち、正しいものを 2 つ選び、
解答用紙の該当する欄にマークしなさい。なお、解答にあたっては、各選択肢に
記載されている事項以外は考慮しないものとする。

　1．一般貨物自動車運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の許可を
受けなければならない。
　2．一般貨物自動車運送事業の許可の取消しを受けた者は、その取消しの日から1
年を経過しなければ、新たに一般貨物自動車運送事業の許可を受けることができない。
　3．国土交通大臣は、一般貨物自動車運送事業の許可の申請において、その事
業の計画が過労運転の防止その他輸送の安全を確保するため適切なものであるこ
と等、法令で定める許可の基準に適合していると認めるときでなければ、その許可
をしてはならない。
　4．一般貨物自動車運送事業者は、運送約款を定め、又はこれを変更しようと
するときは、あらかじめその旨を、国土交通大臣に届け出なければならない。

問２　貨物自動車運送事業法に定める一般貨物自動車運送事業者（以下「事業者」
という。）の輸送の安全等についての次の記述のうち、誤っているものを 1 つ選び、
解答用紙の該当する欄にマークしなさい。

　1．事業者は、事業用自動車の数、荷役その他の事業用自動車の運転に附帯する
作業の状況等に応じて必要となる員数の運転者及びその他の従業員の確保、事業用
自動車の運転者がその休憩又は睡眠のために利用することができる施設の整備、事
業用自動車の運転者の適切な勤務時間及び乗務時間の設定その他事業用自動車の
運転者の過労運転を防止するために必要な措置を講じなければならない。
　2．事業者は、事業用自動車の運転者が疾病により安全な運転ができないおそ
れがある状態で事業用自動車を運転することを防止するために必要な医学的知見
に基づく措置を講じなければならない。
　3．事業者は、運行管理者に対し、国土交通省令で定める業務を行うため必要
な権限を与えなければならない。また、事業者及び事業用自動車の運転者その他
の従業員は、運行管理者がその業務として行う助言又は指導があった場合は、こ
れを尊重しなければならない。
　4．事業用自動車の運転者及び運転の補助に従事する従業員は、運行の安全を
確保するため、国土交通省令で定める事項を遵守しなければならない。

問３　次の記述のうち、貨物自動車運送事業の運行管理者の行わなければならない
業務として正しいものを 2 つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。なお、
解答にあたっては、各選択肢に記載されている事項以外は考慮しないものとする。

　1．法令の規定により、運転者に対して点呼を行い、報告を求め、確認を行い、
及び指示を与え、並びに記録し、及びその記録を保存し、並びに国土交通大臣が
告示で定めるアルコール検知器を備え置くこと。
　2．法令に規定する「運行記録計」を管理し、及びその記録を保存すること。
　3．事業用自動車に係る事故が発生した場合には、法令の規定により「事故の発
生日時」等の所定の事項を記録し、及びその記録を保存すること。
　4．運行管理規程を定め、かつ、その遵守について運行管理業務を補助させる
ため選任した補助者及び運転者に対し指導及び監督を行うこと。

問４　貨物自動車運送事業の事業用自動車の運転者に対し、各点呼の際に報告を
求め、及び確認を行うべき事項として、A、B、C に入るべき字句を下の枠内の選
択肢（1 ～ 6）から選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。

【乗務前点呼】
　（1）酒気帯びの有無
　（2）  疾病、疲労その他の理由により安全な運転をすることができないおそれの有無
　（3） A

【乗務後点呼】
　（1）乗務に係る事業用自動車、道路及び運行の状況
　（2）他の運転者と交替した場合にあっては法令の規定による通告
　（3） B

【中間点呼】
　（1）酒気帯びの有無
　（2） C

　1．酒気帯びの有無
　2．乗務に係る事業用自動車、道路及び運行の状況
　3．他の運転者と交替した場合にあっては法令の規定による通告
　4．貨物の積載状況
　5．道路運送車両法の規定による点検の実施又はその確認
　6．疾病、疲労その他の理由により安全な運転をすることができないおそれの有無

問５　自動車事故に関する次の記述のうち、一般貨物自動車運送事業者が自動車
事故報告規則に基づき運輸支局長等に速報を要するものをすべて選び、解答用紙
の該当する欄にマークしなさい。なお、解答にあたっては、各選択肢に記載されて
いる事項以外は考慮しないものとする。

　1．事業用自動車が走行中、鉄道施設である高架橋の下を通過しようとしたとこ
ろ、積載していたコンテナの上部が橋桁に衝突した。この影響で、2 時間にわたり
本線において鉄道車両の運転を休止させた。
　2．消防法に規定する危険物である灯油を積載した事業用のタンク車が、運搬
途中の片側 1 車線の一般道のカーブ路においてハンドル操作を誤り、転覆し、積
み荷の灯油の一部がタンクから漏えいする単独事故を引き起こした。この事故で、
当該自動車の運転者が軽傷を負った。
　3．事業用自動車が高速道路を走行中、前方に渋滞により乗用車が停止してい
ることに気づくのが遅れ、追突事故を引き起こした。この事故で、乗用車に乗車し
ていた 5 人が重傷（自動車事故報告規則で定める傷害のものをいう。以下同じ。）
を負い、当該道路の通行が 3 時間禁止された。
　4．事業用自動車が信号のない交差点を通過しようとした際、交差する右方の道
路から進行してきた二輪車を避けようとして、誤って前方の歩道に乗り上げ、登校
中の小学生の列に突っ込む事故を引き起こした。この事故で、歩道を歩いていた
小学生のうち、4 人が重傷、5 人が軽傷を負った。

問６　一般貨物自動車運送事業者（以下「事業者」という。）の過労運転の防止に
ついての法令の定めに関する次の記述のうち、誤っているものを 1 つ選び、解答用
紙の該当する欄にマークしなさい。なお、解答にあたっては、各選択肢に記載され
ている事項以外は考慮しないものとする。

　1．事業者は、運転者及び事業用自動車の運転の補助に従事する従業員（以下「乗
務員」という。）が有効に利用することができるように、休憩に必要な施設を整備し、
及び乗務員に睡眠を与える必要がある場合にあっては睡眠に必要な施設を整備し、
並びにこれらの施設を適切に管理し、及び保守しなければならない。
　2．事業者は、事業計画に従い業務を行うに必要な員数の事業用自動車の運転
者（以下「運転者」という。）を常時選任しておかなければならず、この場合、選任
する運転者は、日々雇い入れられる者、３ヵ月以内の期間を定めて使用される者又
は試みの使用期間中の者（14 日を超えて引き続き使用されるに至った者を除く。）
であってはならない。

　3．事業者は、運転者が長距離運転又は夜間の運転に従事する場合であって、
疲労等により安全な運転を継続することができないおそれがあるときは、あらかじ
め、当該運転者と交替するための運転者を配置しておかなければならない。
　4．特別積合せ貨物運送を行う事業者は、当該特別積合せ貨物運送に係る運行
系統であって起点から終点までの距離が 100 キロメートルを超えるものごとに、所
定の事項について事業用自動車の乗務に関する基準を定め、かつ、当該基準の遵
守について乗務員に対する適切な指導及び監督を行わなければならない。

問７　一般貨物自動車運送事業者（以下「事業者」という。）の事業用自動車の運
行の安全を確保するために、国土交通省告示等に基づき運転者に対して行わなけ
ればならない指導監督及び特定の運転者に対して行わなければならない特別な指
導に関する次の記述のうち、誤っているものを１つ選び、解答用紙の該当する欄に
マークしなさい。なお、解答にあたっては、各選択肢に記載されている事項以外
は考慮しないものとする。

　1．事業者は、当該運送事業に係る主な道路の状況その他の事業用自動車の運
行に関する状況、その状況の下において事業用自動車の運行の安全を確保するた
めに必要な運転の技術及び法令に基づき自動車の運転に関して遵守すべき事項に
ついて、運転者に対する適切な指導及び監督をしなければならない。この場合に
おいては、その日時、場所及び内容並びに指導及び監督を行った者及び受けた者
を記録し、かつ、その記録を営業所において３年間保存しなければならない。
　2．事業者は、高齢運転者に対する特別な指導については、国土交通大臣が認
定した高齢運転者のための適性診断の結果を踏まえ、個々の運転者の加齢に伴う
身体機能の変化の程度に応じた事業用自動車の安全な運転方法等について運転者
が自ら考えるよう指導する。この指導は、当該適性診断の結果が判明した後１ヵ月
以内に実施する。
　3．事業者は、事業用自動車の運転者として常時選任するために新たに雇い入れ
た者であって、当該事業者において初めて事業用自動車に乗務する前３年間に他
の事業者等によって運転者として常時選任されたことがない者には、初任運転者を
対象とする特別な指導について、やむを得ない事情がある場合は、初めて事業用
自動車に乗務を開始した後３ヵ月以内に実施する。
　4．事業者は、法令に基づき事業用自動車の運転者として常時選任するために新
たに雇い入れた場合には、当該運転者について、自動車安全運転センターが交付
する無事故・無違反証明書又は運転記録証明書等により、雇い入れる前の事故歴
を把握し、事故惹起運転者に該当するか否かを確認する。

問８　一般貨物自動車運送事業者（以下「事業者」という。）の運行指示書による
指示等に関する次の記述のうち、正しいものを 2 つ選び、解答用紙の該当する欄
にマークしなさい。なお、解答にあたっては、各選択肢に記載されている事項以
外は考慮しないものとする。

　1．事業者は、乗務前及び乗務後の点呼のいずれも対面で行うことができない乗
務を含む運行ごとに、「運行の開始及び終了の地点及び日時」等の所定の事項を記
載した運行指示書を作成し、これにより事業用自動車の運転者に対し適切な指示
を行い、及びこれを当該運転者に携行させなければならない。
　2．事業者は、運行指示書の作成を要する運行の途中において、「運行の経路並
びに主な経過地における発車及び到着の日時」に変更が生じた場合には、運行指
示書の写しに当該変更の内容を記載し、これにより運転者に対し電話その他の方
法により、当該変更の内容について適切な指示を行わなければならない。この場合、
当該運転者が携行している運行指示書への当該変更内容の記載を省略させること
ができる。
　3．事業者は、運行指示書の作成を要しない運行の途中において、事業用自動
車の運転者に乗務前及び乗務後の点呼のいずれも対面で行うことができない乗務
を行わせることとなった場合には、当該乗務以後の運行について、所定の事項を
記載した運行指示書を作成し、及びこれにより当該運転者に対し電話その他の方
法により適切な指示を行わなければならない。
　4．事業者は、法令の規定により運行指示書を作成した場合には、当該運行指
示書を、運行を計画した日から1 年間保存しなければならない。

2．道路運送車両法関係
問９　道路運送車両法の自動車の登録等についての次の記述のうち、誤っている
ものを 1 つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。なお、解答にあたって
は、各選択肢に記載されている事項以外は考慮しないものとする。

　1．臨時運行許可証の有効期間が満了したときは、その日から 5 日以内に、当該
臨時運行許可証及び臨時運行許可番号標を行政庁に返納しなければならない。
　2．登録自動車の使用者は、当該自動車が滅失し、解体し（整備又は改造のた
めに解体する場合を除く。）、又は自動車の用途を廃止したときは、その事由があっ
た日（使用済自動車の解体である場合には解体報告記録がなされたことを知っ
た日）から15 日以内に、当該自動車検査証を国土交通大臣に返納しなければなら
ない。
　3．登録自動車の所有者は、当該自動車の使用者が道路運送車両法の規定によ
り自動車の使用の停止を命ぜられ、同法の規定により自動車検査証を返納したと
きは、その事由があった日から 30 日以内に、当該自動車登録番号標及び封印を
取りはずし、自動車登録番号標について国土交通大臣に届け出なければならない。
　4．自動車の所有者は、当該自動車の使用の本拠の位置に変更があったときは、
道路運送車両法で定める場合を除き、その事由があった日から15 日以内に、国土
交通大臣の行う変更登録の申請をしなければならない。

問10　自動車の検査等についての次の記述のうち、正しいものを 2 つ選び、解答
用紙の該当する欄にマークしなさい。なお、解答にあたっては、各選択肢に記載さ
れている事項以外は考慮しないものとする。

　1．自動車は、指定自動車整備事業者が継続検査の際に交付した有効な保安基
準適合標章を表示している場合であっても、自動車検査証を備え付けなければ、
運行の用に供してはならない。
　2．自動車の使用者は、継続検査を申請する場合において、道路運送車両法第
67 条（自動車検査証の記載事項の変更及び構造等変更検査）の規定による自動車
検査証の記入の申請をすべき事由があるときは、あらかじめ、その申請をしなけ
ればならない。
　3．国土交通大臣は、一定の地域に使用の本拠の位置を有する自動車の使用
者が、天災その他やむを得ない事由により、継続検査を受けることができないと
認めるときは、当該地域に使用の本拠の位置を有する自動車の自動車検査証の有
効期間を、期間を定めて伸長する旨を公示することができる。
　4．自動車に表示されている検査標章には、当該自動車の自動車検査証の有効
期間の起算日が表示されている。

問11　道路運送車両法第 46 条に定める「保安基準の原則」についての次の文中、
A、B、C に入るべき字句としていずれか正しいものを 1 つ選び、解答用紙の該当す
る欄にマークしなさい。

　自動車の構造及び自動車の装置等に関する保安上又は A その他の環境保全
上の技術基準（「保安基準」という。）は、道路運送車両の構造及び装置が B に
十分堪え、操縦その他の使用のための作業に安全であるとともに、通行人その他
に C を与えないことを確保するものでなければならず、かつ、これにより製作
者又は使用者に対し、自動車の製作又は使用について不当な制限を課することとな
るものであってはならない。

　A　1．公害防止 2．事故防止
　B　1．衝撃  2．運行
　C　1．危害  2．影響

問12　道路運送車両の保安基準及びその細目を定める告示についての次の記述の
うち、誤っているものを 1 つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。なお、
解答にあたっては、各選択肢に記載されている事項以外は考慮しないものとする。

　1．「緊急自動車」とは、消防自動車、警察自動車、保存血液を販売する医薬品

販売業者が保存血液の緊急輸送のため使用する自動車、救急自動車、公共用応
急作業自動車等の自動車及び国土交通大臣が定めるその他の緊急の用に供する自
動車をいう。
　2．自動車の軸重は、10トン（けん引自動車のうち告示で定めるものにあっては、
11.5トン）を超えてはならない。
　3．自動車（二輪自動車等を除く。）の空気入ゴムタイヤの接地部は滑り止めを施
したものであり、滑り止めの溝は、空気入ゴムタイヤの接地部の全幅にわたり滑り
止めのために施されている凹部（サイピング、プラットフォーム及びウエア・インジケ
ータの部分を除く。）のいずれの部分においても1.4mm 以上の深さを有すること。
　4．貨物の運送の用に供する普通自動車であって、車両総重量が 7トン以上のも
のの後面には、所定の後部反射器を備えるほか、反射光の色、明るさ等に関し告
示で定める基準に適合する大型後部反射器を備えなければならない。

　3．道路交通法関係
問13　車両の交通方法等についての次の記述のうち、誤っているものを 1 つ選び、
解答用紙の該当する欄にマークしなさい。なお、解答にあたっては、各選択肢に
記載されている事項以外は考慮しないものとする。

　1．車両は、道路外の施設又は場所に出入するためやむを得ない場合において
歩道等を横断するとき、又は法令の規定により歩道等で停車し、若しくは駐車する
ため必要な限度において歩道等を通行するときは、徐行しなければならない。
　2．車両の運転者は、左折し、右折し、転回し、徐行し、停止し、後退し、又
は同一方向に進行しながら進路を変えるときは、手、方向指示器又は灯火により合
図をし、かつ、これらの行為が終わるまで当該合図を継続しなければならない。（環
状交差点における場合を除く。）
　3．車両は、法令に規定する優先道路を通行している場合における当該優先道
路にある交差点を除き、交差点の手前の側端から前に 30 メートル以内の部分にお
いては、他の車両（軽車両を除く。）を追い越すため、進路を変更し、又は前車の
側方を通過してはならない。
　4．追越しをしようとする車両（後車）は、その追い越されようとする車両（前車）
が他の自動車を追い越そうとしているときは、追越しを始めてはならない。

問14　道路交通法に定める交差点等における通行方法についての次の記述のうち、
正しいものを 2 つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。なお、解答に
あたっては、各選択肢に記載されている事項以外は考慮しないものとする。

　1．左折又は右折しようとする車両が、法令の規定により、それぞれ道路の左側端、
中央又は右側端に寄ろうとして手又は方向指示器による合図をした場合においては、
その後方にある車両は、いかなる場合であっても当該合図をした車両の進路を妨
げてはならない。
　2．車両等は、交差点に入ろうとし、及び交差点内を通行するときは、当該交差
点の状況に応じ、交差道路を通行する車両等、反対方向から進行してきて右折す
る車両等及び当該交差点又はその直近で道路を横断する歩行者に特に注意し、か
つ、できる限り安全な速度と方法で進行しなければならない。
　3．車両等は、横断歩道に接近する場合には、当該横断歩道を通過する際に当
該横断歩道によりその進路の前方を横断しようとする歩行者がないことが明らかな
場合を除き、当該横断歩道の直前で停止することができるような速度で進行しなけ
ればならない。
　4．車両等（優先道路を通行している車両等を除く。）は、交通整理の行われて
いない交差点に入ろうとする場合において、交差道路が優先道路であるとき、又は
その通行している道路の幅員よりも交差道路の幅員が明らかに広いものであるとき
は、その前方に出る前に必ず一時停止しなければならない。

問15　道路交通法に定める過労運転に係る車両の使用者に対する指示についての
次の文中、A、B、C、D に入るべき字句としていずれか正しいものを 1 つ選び、解
答用紙の該当する欄にマークしなさい。

　車両の運転者が道路交通法第 66 条（過労運転等の禁止）の規定に違反して過
労により A ができないおそれがある状態で車両を運転する行為（以下「過労運
転」という。）を当該車両の使用者（当該車両の運転者であるものを除く。以下同
じ。）の業務に関してした場合において、当該過労運転に係る B が当該車両に
つき過労運転を防止するため必要な C を行っていると認められないときは、当
該車両の使用の本拠の位置を管轄する公安委員会は、当該車両の使用者に対し、
過労運転が行われることのないよう運転者に指導し又は助言することその他過労運
転を防止するため D ことを指示することができる。

　A 1．運転の維持、継続  2．正常な運転
　B 1．車両の使用者  2．車両の所有者
　C 1．運行の管理   2．労務の管理
　D 1．必要な施設等を整備する 2．必要な措置をとる

問16　車両等の運転者の遵守事項等についての次の記述のうち、正しいものを 2
つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。なお、解答にあたっては、各
選択肢に記載されている事項以外は考慮しないものとする。

　1．車両等の運転者は、身体障害者用の車椅子が通行しているときは、その側
方を離れて走行し、車椅子の通行を妨げないようにしなければならない。
　2．車両等の運転者は、高齢の歩行者でその通行に支障のあるものが通行して
いるときは、一時停止し、又は徐行して、その通行を妨げないようにしなければな
らない。
　3．停留所において乗客の乗降のため停車していた乗合自動車が発進するため
進路を変更しようとして手又は方向指示器により合図をした場合においては、その
後方にある車両は、その速度を急に変更しなければならないこととなる場合にあっ
ても、当該合図をした乗合自動車の進路の変更を妨げてはならない。
　4．車両等の運転者は、児童、幼児等の乗降のため、車両の保安基準に関する
規定に定める非常点滅表示灯をつけて停車している通学通園バス（専ら小学校、
幼稚園等に通う児童、幼児等を運送するために使用する自動車で政令で定めるも
のをいう。）の側方を通過するときは、徐行して安全を確認しなければならない。

問17　貨物自動車に係る道路交通法に定める乗車、積載及び過積載（車両に積載
をする積載物の重量が法令による制限に係る重量を超える場合における当該積載。
以下同じ。）についての次の記述のうち、誤っているものを1 つ選び、解答用紙の該
当する欄にマークしなさい。なお、解答にあたっては、各選択肢に記載されている
事項以外は考慮しないものとする。

　1．積載物の高さは、3.8 メートル（公安委員会が道路又は交通の状況により支
障がないと認めて定めるものにあっては 3.8 メートル以上 4.1 メートルを超えない範
囲内において公安委員会が定める高さ）からその自動車の積載をする場所の高さを
減じたものを超えてはならない。
　2．車両（軽車両を除く。）の運転者は、当該車両について政令で定める乗車人
員又は積載物の重量、大きさ若しくは積載の方法の制限を超えて乗車をさせ、又
は積載をして車両を運転してはならない。
　3．警察署長は、荷主が自動車の運転者に対し、過積載をして自動車を運転す
ることを要求するという違反行為を行った場合において、当該荷主が当該違反行為
を反復して行うおそれがあると認めるときは、内閣府令で定めるところにより、当
該自動車の運転者に対し、当該過積載による運転をしてはならない旨を命ずること
ができる。
　4．自動車の使用者は、その者の業務に関し、自動車の運転者に対し、道路交
通法第 57 条（乗車又は積載の制限等）第 1 項の規定に違反して政令で定める積載
物の重量、大きさ又は積載の方法の制限を超えて積載をして運転することを命じ、
又は自動車の運転者がこれらの行為をすることを容認してはならない。

4．労働基準法関係
問18　労働基準法（以下「法」という。）の定めに関する次の記述のうち、誤ってい
るものを1つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。なお、解答にあたっ

第２回
平 成 2 9 年 度 運行管理者試験問題 貨 

物

　平成29年度第2回運行管理者試験（貨物）が、3月4日（日）に
全国47都道府県で実施された。
　試験結果については、4月3日（火）午前９時に、合格者の受験
番号が（公財）運行管理者試験センターのホームページ（http://
www.unkan .o r . jp/）に掲載される。また、合否結果は「試験結
果通知書」により受験者本人宛てに郵送される。

第2104号（第3種郵便物認可）平成30年（2018年）3月15日



ては、各選択肢に記載されている事項以外は考慮しないものとする。

　1．使用者は、その雇入れの日から起算して 6 ヵ月間継続勤務し全労働日の 8
割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した 7 労働日の有給休暇を与
えなければならない。
　2．使用者は、労働時間が 6 時間を超える場合においては少くとも 45 分、8 時
間を超える場合においては少くとも 1 時間の休憩時間を労働時間の途中に与えな
ければならない。
　3．使用者が、法の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合
においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日
の賃金の計算額の 2 割 5 分以上 5 割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以
上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
　4．労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の
適用については通算する。

問19　労働基準法及び労働安全衛生法の定める健康診断に関する次の記述のう
ち、誤っているものを 1 つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。なお、
解答にあたっては、各選択肢に記載されている事項以外は考慮しないものとする。

　1．事業者は、常時使用する労働者（労働安全衛生規則（以下「規則」という。）
に定める深夜業を含む業務等に常時従事する労働者を除く。）に対し、1 年以内ご
とに 1 回、定期に、規則に定める項目について医師による健康診断を行わなけれ
ばならない。また、この健康診断の結果に基づき、健康診断個人票を作成し、5
年間保存しなければならない。
　2．事業者は、健康診断の結果（当該健康診断の項目に異常の所見があると診
断された労働者に係るものに限る。）に基づき、当該労働者の健康を保持するため
に必要な措置について、規則で定めるところにより、医師又は歯科医師の意見を
聴かなければならない。
　3．事業者は、事業者が行う健康診断を受けた労働者から請求があった場合に
限り、当該労働者に対し、規則で定めるところにより、当該健康診断の結果を通
知するものとする。
　4．事業者は、その労働時間の状況その他の事項が労働者の健康の保持を考慮
して規則第 52 条の 2 で定める要件に該当する労働者からの申出があったときは、
遅滞なく、当該労働者に対し、規則で定めるところにより、医師による面接指導を
行わなければならない。

問20　「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」に定める貨物自動車運
送事業に従事する自動車運転者の拘束時間等についての次の文中、A、B、C、D
に入るべき字句を次の枠内の選択肢（1 ～ 8）から選び、解答用紙の該当する欄に
マークしなさい。

　拘束時間は、1ヵ月について A を超えないものとすること。ただし、労使協
定があるときは、1 年のうち B までは、1 年間についての拘束時間が C を
超えない範囲内において、 D まで延長することができる。

問21　「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」に定める貨物自動車運
送事業に従事する自動車運転者（以下「トラック運転者」という。）の拘束時間等に
関する次の記述のうち、正しいものを 2 つ選び、解答用紙の該当する欄にマーク
しなさい。なお、解答にあたっては、各選択肢に記載されている事項以外は考慮
しないものとする。

　1．拘束時間とは、労働時間、休憩時間その他の使用者に拘束されている時間
をいい、休息期間とは、使用者の拘束を受けない期間をいう。
　2．連続運転時間（1 回が連続 5 分以上で、かつ、合計が 30 分以上の運転の中
断をすることなく連続して運転する時間をいう。）は、4 時間を超えないものとする。
　3．使用者は、トラック運転者の休息期間については、当該トラック運転者の住
所地における休息期間がそれ以外の場所における休息期間より長くなるように努め
るものとする。
　4．使用者は、トラック運転者（隔日勤務に就く運転者以外のもの。）が同時に 1
台の事業用自動車に 2 人以上乗務する場合（車両内に身体を伸ばして休息するこ
とができる設備がある場合に限る。）においては、1 日についての最大拘束時間を
21 時間まで延長することができる。

問22　下図は、貨物自動車運送事業に従事する、自動車運転者の 1 週間の勤務
状況の例を示したものであるが、「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」
（以下「改善基準」という。）に定める拘束時間等に関する次の記述のうち、正しい
ものを 2 つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。ただし、すべて 1 人
乗務の場合とする。なお、解答にあたっては、下図に示された内容及び各選択肢
に記載されている事項以外は考慮しないものとする。

　1． 1日についての拘束時間が改善基準に定める最大拘束時間に違反する勤務はない。
　2． 1日についての拘束時間が15時間を超えることができる1週間についての回数は、
改善基準に違反していない。
　3．勤務終了後の休息期間は、改善基準に違反しているものはない。
　4．木曜日に始まる勤務の 1 日についての拘束時間は、この 1 週間の勤務の中で
拘束時間が最も短い。

問23　下図は、貨物自動車運送事業に従事する自動車運転者の 4 週間の運転時
間の例を示したものである。図の空欄 A、B、C、D について、次の選択肢 1 ～ 4
の運転時間の組み合わせを当てはめた場合、2 日を平均し1 日当たりの運転時間及
び 2 週間を平均し1 週間当たりの運転時間が「自動車運転者の労働時間等の改善
のための基準」に違反せず、かつ、当該 4 週間の運転時間の合計が最少となるも
のを 1 つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。なお、当該 4 週間の運
転時間は 1 人乗務のものとする。

5．実務上の知識及び能力
問24　点呼の実施等に関する次の記述のうち、適切なものには解答用紙の「適」
の欄に、適切でないものには解答用紙の「不適」の欄にマークしなさい。なお、
解答にあたっては、各選択肢に記載されている事項以外は考慮しないものとする。

　1．乗務前の点呼における酒気帯びの有無を確認するため、アルコール検知器
を使用しなければならないとされているが、アルコール検知器を使用する理由は、
身体に保有しているアルコールの程度を測定し、道路交通法施行令で定める呼気
1リットル当たり 0.15 ミリグラム以上であるか否かを判定するためである。
　2．配送業務である早朝の乗務前点呼において、これから乗務する運転者の目
が赤く眠そうな顔つきであったため、本人に報告を求めたところ、連日、就寝が深
夜 2 時頃と遅く寝不足気味ではあるが、何とか乗務は可能であるとの申告があった。
このため運行管理者は、当該運転者に対し途中で眠気等があった時には、自らの
判断で適宜、休憩を取るなどして運行するよう指示し、出庫させた。
　3．運行管理者は、乗務開始及び乗務終了後の運転者に対し、原則、対面で点
呼を実施しなければならないが、遠隔地で乗務が開始又は終了する場合、車庫と
営業所が離れている場合、又は運転者の出庫・帰庫が早朝・深夜であり、点呼を
行う運行管理者が営業所に出勤していない場合等、運行上やむを得ず、対面での
点呼が実施できないときには、電話、その他の方法で行っている。
　4．乗務前の点呼において運転者の健康状態を的確に確認することができるよう
にするため、健康診断の結果等から異常の所見がある運転者又は就業上の措置を
講じた運転者が一目で分かるように、個人のプライバシーに配慮しながら点呼記録
表の運転者の氏名の横に注意喚起のマークを付記するなどして、これを点呼にお
いて活用している。

問25　一般貨物自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導・
監督に関する次の記述のうち、適切なものには解答用紙の「適」の欄に、適切で
ないものには解答用紙の「不適」の欄にマークしなさい。なお、解答にあたっては、
各選択肢に記載されている事項以外は考慮しないものとする。

　1．他の自動車に追従して走行するときは、常に「秒」の意識をもって自車の速
度と制動距離（ブレーキが効きはじめてから止まるまでに走った距離）に留意し、
前車への追突の危険が発生した場合でも安全に停止できるよう、制動距離と同程
度の車間距離を保って運転するよう指導している。
　2．飲酒により体内に摂取されたアルコールを処理するために必要な時間の目
安については、例えばビール 500 ミリリットル（アルコール 5％）の場合、概ね 4
時間とされている。事業者は、これを参考に個人差も考慮して、体質的にお酒に
弱い運転者のみを対象として、飲酒が運転に及ぼす影響等について指導を行っ
ている。
　3．平成 27 年中の交通事故死者数のうち、65 歳以上の高齢者の占める割合は、
全体の 5 割を超えている。その中でも、道路を横断中の高齢歩行者の死亡事故
が特に多く発生していることから、歩道や路肩に高齢歩行者を発見したときは、急
に横断するかもしれないと考え、その動静に注意を払って、万が一に備えた走行を
行うよう運転者に対し指導している。
　4．ある運転者が、昨年今年と連続で追突事故を起こしたので、運行管理者は、
ドライブレコーダーの映像等をもとに事故の原因を究明するため、専門的な知識
及び技術を有する外部機関に事故分析を依頼し、その結果に基づき運転者に指導
した。

問26　事業用自動車の運転者の健康管理及び就業における判断・対処に関する
次の記述のうち、適切なものには解答用紙の「適」の欄に、適切でないものには
解答用紙の「不適」の欄にマークしなさい。なお、解答にあたっては、各選択肢
に記載されている事項以外は考慮しないものとする。

　1．事業者は、運転者が医師の診察を受ける際は、自身が職業運転者で勤務時
間が不規則であることを伝え、薬を処方されたときは、服薬のタイミングと運転に
支障を及ぼす副作用の有無について確認するよう指導している。
　2．事業者は、法令により定められた健康診断を実施することが義務づけられて
いるが、運転者が自ら受けた健康診断（人間ドックなど）であっても法令で必要な
定期健康診断の項目を充足している場合は、法定健診として代用することができる。
　3．事業者は、健康診断の結果、運転者に心疾患の前兆となる症状がみられた
ので、当該運転者に医師の診断を受けさせた。その結果、医師より「直ちに入院
治療の必要はないが、より軽度な勤務において経過観察することが必要」との所
見が出されたが、繁忙期であったことから、運行管理者の判断で従来と同様の乗
務を続けさせた。
　4．漫然運転や居眠り運転の原因の一つとして、睡眠時無呼吸症候群（SAS）と
呼ばれている病気がある。安全運転を確保するためには、この病気の早期発見が
重要であることから、事業者は、運転者に対し雇い入れ時、その後は定期的に医
療機器による SAS スクリーニング検査を実施している。

問27　近年普及の進んできた安全運転支援装置等に関する次の文中、A、B、C、
D に入るべき字句を下の枠内の選択肢（1 ～ 6）から選び、解答用紙の該当する欄
にマークしなさい。

【 A 】は、走行車線を認識し、車線から逸脱した場合あるいは逸脱しそうになっ
た場合には、運転者が車線中央に戻す操作をするよう警報が作動する装置

【 B 】は、レーダー等により先行車との距離を常に検出し、追突の危険性が高ま
ったら、まずは警報し、運転者にブレーキ操作を促し、それでもブレーキ操作を
せず、追突、若しくは追突の可能性が高いと車両が判断した場合において、システ
ムにより自動的にブレーキをかけ、衝突時の速度を低く抑える装置

【 C 】は、急なハンドル操作や積雪がある路面の走行などを原因とした横転の危
険を、運転者へ警告するとともに、エンジン出力やブレーキ力を制御し、横転の
危険を軽減させる装置

【 D 】は、交通事故やニアミスなどにより急停止等の衝撃を受けると、その前後
の映像とともに、加速度等の走行データを記録する装置（常時記録の機器もある。）

　 1．衝突被害軽減ブレーキ   2．映像記録型ドライブレコーダー
　 3．ふらつき注意喚起装置   4．車線逸脱警報装置
　 5．デジタル式運行記録計   6．車両安定性制御装置

問28　交通事故及び緊急事態が発生した場合における運行管理者又は事業用自
動車の運転者の措置に関する次の記述のうち、適切なものには解答用紙の「適」
の欄に、適切でないものには解答用紙の「不適」の欄にマークしなさい。なお、
解答にあたっては、各選択肢に記載されている事項以外は考慮しないものとする。

　1．大型トラックに荷物を積載して運送中の運転者から、営業所の運行管理者
に対し「現在走行している地域の天候が急変し、雪が強く降りはじめた。視界も悪
くなってきたので、一時運転を中断している。」との連絡があった。連絡を受けた
運行管理者は、「営業所では判断できないので、運行する経路を運転者自ら判断し、
また、運行することが困難な状況に至った場合は、適当な待避場所を見つけて運
転者自らの判断で運送の中断等を行うこと」を指示した。
　2．運転者は、中型トラックで走行中にオートバイと接触事故を起こした。オー
トバイの運転者が足を負傷し自力で動けなかったので、当該運転者を救護するた
め歩道に移動させた。その後、双方の事故車両を道路脇に移動させ、発炎筒を使
用して後続車に注意を促すとともに、救急車の手配と警察への通報を行い、運行
管理者に連絡し、到着した警察官に事故について報告した。
　3．運転者が大型トラックを運転して踏切を通過中、後輪が脱輪して運行不能と
なった。このため、当該運転者は、直ちに踏切支障報知装置の非常ボタンを押す
とともに、発炎筒を使用して列車の運転士等に踏切内において当該トラックが運行
不能となっていることを知らせた。その後、当該トラックを踏切の外に移動させる
ための措置を講じた。
　4．事業用自動車の運転者が運転中、交差点内で接触事故を起こした。当方及
び相手方の運転者にけがはなく、双方の自動車の損傷も軽微なものであった。相
手方の運転者との話し合いの結果、事故はお互いの過失によるものであることから、
自動車の修理費用についてはお互いが自己負担することとし、警察官には事故の報
告をしないことにした。

問29　運行管理者は複数の荷主からの運送依頼を受けて、下のとおり 4 日にわた
る 2 人乗務による運行計画を立てた。この 2 人乗務を必要とした根拠についての
次の 1 ～ 3 の下線部の運行管理者の判断について、正しいものをすべて選び、解
答用紙の該当する欄にマークしなさい。なお、解答にあたっては、＜ 4 日にわたる
運行計画＞に記載されている事項以外は考慮しないものとする。

　1．1 人乗務とした場合、1 日についての最大拘束時間及び休息期間が「自動車
運転者の労働時間等の改善のための基準」（以下「改善基準」という。）に違反す
ると判断して、当該運行には交替運転者を配置した。
　2．1 人乗務とした場合、すべての日を特定の日とした場合の 2 日を平均して 1
日当たりの運転時間が改善基準に違反すると判断して、当該運行には交替運転者
を配置した。
　3．1 人乗務とした場合、連続運転時間が改善基準に違反すると判断して、当該
運行には交替運転者を配置した。

問30　貨物自動車運送事業者において、次の概要のような事故が発生し、運行
管理者はこの事故原因を下記の【事故の原因分析】のとおり「なぜなぜ分析」を
行った。この分析結果をもとに導かれた「事故の原因」に基づき、社内の同種事
故を防止するためにより直接的に有効な再発防止策として表中の A、B、C に当て
はまるものを、【考えられる再発防止策】の中からそれぞれいずれか 1 つ選び、解
答用紙の該当する欄にマークしなさい。なお、解答にあたっては、【事故概要】及
び【事故の原因分析】に記載されている事項以外は考慮しないものとする。

　【事故概要】
  　 貨物自動車運送事業者の運転者は、青信号で交差点に進入し、左折しようと
   したところ、電柱の影から飛び出してきた歩行者と衝突し、重傷を負わせた。

   ・事故発生：21 時
   ・天候：雨
   ・ 運転者は、不慣れな車高の高い新型トラックを運転していた。
   ・ 運転者は、新人でこの地域の地理に慣れておらず、地図を確認しながら運転し

ていた。
   ・ 運転者は、混雑のため、指示された運行時間に大幅に遅れて走行していた。
   ・歩行者は、雨のため傘をさしていた。

　 【考えられる再発防止策】
　　A　1． 事業用自動車の運転者は、多様な地理的・気象的状況下での運転を余

儀なくされることから、運行経路、交通状況等を事前に把握させるとと
もに、それらの状況下における運転方法について、新人教育を含め適切
に指導する。

　　  　2． 事業用自動車の車高、視野、死角、内輪差及び制動距離等は車両ごと
に異なることから、これらを十分に把握せずに運転したことに起因する
交通事故やヒヤリ・ハットの事例を用いて、新人の運転者に対し、自動
車の構造上の特性を把握することを含め安全運転について適切に指導
する。

　　B　1． 運行中の遅延、トラブル等の発生を考慮した対応マニュアルを作成し、
これを確実に実施できる体制を整備するとともに、運転者等に周知・徹
底する。

　　　  2．常に「安全運転」が最優先であることをあらためて運転者に徹底する。

　　C　1． 事故惹起運転者に対し、適性診断結果を活用して、本人の運転上の弱
点について助言・指導を徹底することにより、安全運転のための基本
動作を励行させる。

　　　  2． 適性診断結果の評価の低い事故惹起運転者については、特別な指導
を行うことなく、当分の間運転業務から外して、他の業務を行わせる。

問 1 問 2 問 3 問 4 問 5 問 6 問 7 問 8 問 9 問 10

1,3 3 2,3 A:5,B:1
C:6 2,3 2 3 1,3 3 2 ,3

問 11 問 12 問 13 問 14 問 15 問 16 問 17 問 18 問 19 問 20

A:1,B:2
C:1 3 1 2,3 A:2,B:1

C:1,D:2 2,4 3 1 3 A:1,B:8
C:5,D:3

問 21 問 22 問 23 問 24 問 25 問 26 問 27 問 28 問 29 問 30

1,3 1,3 3 適 4
不適1,2,3

 適 3,4
不適 1,2

適 1,2,4
不適 3 

A:4 ,B:1
C:6,D:2

 適 2,3
不適 1,4 2 A:1,B:1

C:1

【
正
答
表
】

 1．293 時間 2．296 時間 3．320 時間 4．323 時間
 5．3,516 時間 6．3,552 時間 7．3ヵ月 8．6ヵ月
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